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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関

す
る
省
令

（
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
針
の
公
表
）

（
指
針
の
公
表
）

第
三
十
三
条

法
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、

第
三
十
三
条

法
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と

当
該
指
針
の
名
称
及
び
趣
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
を

す
る
。

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
及
び
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
五
章
の
二

高
年
齢
者
の
就
業
に
当
た
つ
て
の
措
置
（
第
四
十
二
条
の

（
新
設
）

二
）

第
六
章

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置

第
六
章

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置

第
一
節

作
業
環
境
測
定
（
第
四
十
二
条
の
三
・
第
四
十
二
条
の
四
）

第
一
節

作
業
環
境
測
定
（
第
四
十
二
条
の
二
・
第
四
十
二
条
の
三
）

第
一
節
の
二
～
第
四
節

（
略
）

第
一
節
の
二
～
第
四
節

（
略
）

第
六
章
の
二
～
第
十
章

（
略
）

第
六
章
の
二
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
権
限
の
付
与
）

（
権
限
の
付
与
）

第
十
八
条
の
五

元
方
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
事
業
者
は
、
当
該
元
方

第
十
八
条
の
五

事
業
者
は
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
労
働
者

安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行

及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と

う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該

に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権

労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
事
業
者
に
係
る

限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
五
条
第

一
項
の
関
係
請
負
人
（
以
下
「
関
係
請
負
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
作
業
従

事
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業

者
が
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
に

お
い
て
当
該
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
全
て
の
作
業
従
事
者
）
の
作
業
が
同

一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
に
係
る
作
業
従
事
者
数
等
）

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
に
係
る
労
働
者
数
等
）

第
十
八
条
の
六

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

第
十
八
条
の
六

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
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定
め
る
作
業
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
の
仕
事
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

定
め
る
労
働
者
の
数
は
、
次
の
各
号
の
仕
事
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

定
め
る
数
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
）

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
）

第
十
八
条
の
八

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

第
十
八
条
の
八

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

少
な
く
と
も
毎
月
一
回
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
作
業

一

少
な
く
と
も
毎
月
一
回
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
労
働

従
事
者
が
作
業
を
行
う
場
所
を
巡
視
す
る
こ
と
。

者
が
作
業
を
行
う
場
所
を
巡
視
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
安
全
衛
生
責
任
者
の
職
務
）

（
安
全
衛
生
責
任
者
の
職
務
）

第
十
九
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

第
十
九
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
請
負
人
が
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
の
実
施
に
関

四

当
該
請
負
人
が
そ
の
労
働
者
の
作
業
の
実
施
に
関
し
計
画
を
作
成
す
る

し
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
計
画
と
法
第
十
五
条
第
一
項
の

場
合
に
お
け
る
当
該
計
画
と
特
定
元
方
事
業
者
が
作
成
す
る
法
第
三
十
条

特
定
元
方
事
業
者
（
以
下
「
特
定
元
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
作
成
す

第
一
項
第
五
号
の
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
統
括
安
全
衛

る
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
た
め

生
責
任
者
と
の
調
整

の
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
と
の
調
整

五

当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
行
う
作
業
及
び
当
該
作
業
従
事
者

五

当
該
請
負
人
の
労
働
者
の
行
う
作
業
及
び
当
該
労
働
者
以
外
の
者
の
行

以
外
の
者
の
行
う
作
業
に
よ
つ
て
生
ず
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
労
働
災

う
作
業
に
よ
つ
て
生
ず
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
労
働
災
害
に
係
る
危
険

害
に
係
る
危
険
の
有
無
の
確
認

の
有
無
の
確
認

六

（
略
）

六

（
略
）

第
二
十
四
条

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、
イ

第
二
十
四
条

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、
当

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と
す

該
指
針
の
名
称
及
び
趣
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
を
厚

る
。

生
労
働
省
労
働
基
準
局
及
び
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等
）

（
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等
）

第
二
十
四
条
の
三

法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
（
以
下

第
二
十
四
条
の
三

法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械

こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械

、
器
具
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
機
械
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け

、
器
具
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
機
械
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の

な
い
と
き
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
に
係
る
測
定
器
具

な
い
と
き
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
に
係
る
測
定
器
具

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
作
業
従
事
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械

機
械
等

等

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
救
護
の
安
全
に
関
す
る
規
程
）

（
救
護
の
安
全
に
関
す
る
規
程
）

第
二
十
四
条
の
五

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

第
二
十
四
条
の
五

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
作
業
従
事
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
労
働
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
次
の

次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
人
員
の
確
認
）

（
人
員
の
確
認
）

第
二
十
四
条
の
六

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

第
二
十
四
条
の
六

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以

外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規

外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か
ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を

の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か
ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を

行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る
気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
を

行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る
気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
を

い
う
。
）
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常

い
う
。
）
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常
時
確
認
す

時
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
付
与
）

（
権
限
の
付
与
）

第
二
十
四
条
の
九

事
業
者
は
、
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者

第
二
十
四
条
の
九

事
業
者
は
、
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者

に
対
し
、
作
業
従
事
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権

に
対
し
、
労
働
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
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限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

第
三
十
四
条
の
二
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（

一

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
同
条
第
三
項

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
代
替
化
学
名
等
の
通
知
を
行
う
場
合
は
、

当
該
者
の
緊
急
連
絡
先
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
化
学
物
質
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く

措
置
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
三

法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
事
項
は
、
代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
よ
う
と
す
る
成
分
に
関

す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
の
情
報
（
以
下
「
代
替
有
害
性
情
報
」
と
い
う
。

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
代
替
有
害
性
情
報
を
通
知
す
る
こ
と
を
も
つ
て
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
成
分
の
情
報
の
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
当
該
代
替
化
学
名
に
該
当
す
る
構
造
を
有
す
る
前
条
に
規
定
す
る
化
学

物
質
の
種
類
が
少
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
化
学
名
に
よ
る
通
知
で
は

当
該
成
分
の
情
報
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
場
合
に
限
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
代
替

（
新
設
）

化
学
名
等
通
知
者
は
、
代
替
化
学
名
等
を
通
知
し
た
と
き
は
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
た
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
通
知

対
象
物
に
関
す
る
成
分

二

通
知
し
た
代
替
化
学
名
等

三

製
品
の
名
称

四

製
品
に
含
有
さ
れ
て
い
る
全
成
分
の
名
称
及
び
含
有
量

２

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
前
項
の
保
存
期
間
中
に
事
業
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
提
出
に
よ
り
、
前
項
の
記
録
を
、
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る

提
出
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、
書
面
に
よ
り
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

医
師
に
よ
る
診
断
、
治
療

二

産
業
医
又
は
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
に
よ
る
労
働

者
の
健
康
管
理

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
六

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の

（
新
設
）

二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
の
た
め
に
、
代

替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知
し
た
成
分
の
情
報
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
直
ち
に
当
該
医
師
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

代
替
化
学
名
等
通
知
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
た
め
に
、
代
替
化
学
名
等
に
よ
り
通
知

し
た
成
分
の
情
報
に
つ
い
て
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
開
示
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
成
分
の
情
報

に
係
る
秘
密
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
当
該
情
報
を
速
や
か
に

開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
七

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二

（
新
設
）

第
八
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
の
四

（
略
）

一
～
十
の
四

（
略
）

十
の
五

作
業
床
の
高
さ
（
令
第
十
条
第
六
号
の
作
業
床
の
高
さ
を
い
う
。

十
の
五

作
業
床
の
高
さ
（
令
第
十
条
第
四
号
の
作
業
床
の
高
さ
を
い
う
。

）
が
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
高
所
作
業
車
（
令
第
十
条
第
六
号
の
高
所
作
業

）
が
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
高
所
作
業
車
（
令
第
十
条
第
四
号
の
高
所
作
業

車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除

車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除

く
。
）
の
業
務

く
。
）
の
業
務

十
一
～
四
十
一

（
略
）

十
一
～
四
十
一

（
略
）

第
五
章
の
二

高
年
齢
者
の
就
業
に
当
た
つ
て
の
措
置

（
新
設
）

（
指
針
の
公
表
）

第
四
十
二
条
の
二

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
二
条
の
三
・
第
四
十
二
条
の
四

（
略
）

第
四
十
二
条
の
二
・
第
四
十
二
条
の
三

（
略
）

（
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
）

（
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
）

第
七
十
九
条

法
別
表
第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号

第
七
十
九
条

法
別
表
第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号

か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
は
、
別
表
第
六
上
欄
の
区
分
ご

か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
は

と
に
、
同
表
中
欄
及
び
下
欄
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
に
よ
る
も
の
と
す

、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

る
。

（
技
能
講
習
の
細
目
）

（
技
能
講
習
の
細
目
）

第
八
十
三
条

第
七
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
別
表

第
八
十
三
条

第
七
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
別
表

第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま

第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣

で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
。

が
定
め
る
。
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（
労
働
者
死
傷
病
報
告
）

（
労
働
者
死
傷
病
報
告
）

第
九
十
七
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
労
働
災
害
そ
の
他
就
業
中
又
は
事
業
場

第
九
十
七
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
労
働
災
害
そ
の
他
就
業
中
又
は
事
業
場

内
若
し
く
は
そ
の
附
属
建
設
物
内
に
お
け
る
負
傷
、
窒
息
又
は
急
性
中
毒
（

内
若
し
く
は
そ
の
附
属
建
設
物
内
に
お
け
る
負
傷
、
窒
息
又
は
急
性
中
毒
（

以
下
「
労
働
災
害
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
と
き

以
下
「
労
働
災
害
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

労
働
保
険
番
号
（
建
設
工
事
の
作
業
に
従
事
す
る
請
負
人
の
労
働
者
が

一

労
働
保
険
番
号
（
建
設
工
事
の
作
業
に
従
事
す
る
請
負
人
の
労
働
者
が

労
働
災
害
等
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
場
合
は
法
第
十
五
条
第
一

労
働
災
害
等
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
場
合
は
元
方
事
業
者
の
労

項
の
元
方
事
業
者
（
以
下
「
元
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
労
働
保
険
番

働
保
険
番
号
）

号
）

二
～
十
二

（
略
）

二
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
）

（
報
告
）

第
九
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署

第
九
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署

長
は
、
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
、
労
働
者
、
機
械
等
貸

長
は
、
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
、
労
働
者
、
機
械
等
貸

与
者
、
建
築
物
貸
与
者
又
は
通
知
対
象
物
譲
渡
者
等
に
対
し
、
必
要
な
事
項

与
者
又
は
建
築
物
貸
与
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ
、
又
は
出
頭

を
報
告
さ
せ
、
又
は
出
頭
を
命
ず
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
も
の

を
命
ず
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
原
動
機
、
回
転
軸
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

（
原
動
機
、
回
転
軸
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
一
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い
て
、
機
械
の

第
百
一
条

事
業
者
は
、
機
械
の
原
動
機
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
ベ

原
動
機
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
ベ
ル
ト
等
の
労
働
者
に
危
険
を
及

ル
ト
等
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲

お
お

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲
い
、
ス
リ
ー
ブ
、
踏
切
橋
等
を

い
、
ス
リ
ー
ブ
、
踏
切
橋
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
お

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
踏
切
橋
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
作
業
場
に
お
い

５

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
踏
切
橋
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
作
業
場
に
お
い

て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。



- 11 -

（
立
旋
盤
等
の
テ
ー
ブ
ル
へ
の
搭
乗
の
禁
止
）

（
立
旋
盤
等
の
テ
ー
ブ
ル
へ
の
搭
乗
の
禁
止
）

第
百
十
六
条

事
業
者
は
、
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

第
百
十
六
条

事
業
者
は
、
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー

等
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
者

ブ
ル
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
者
又
は
操
作

又
は
操
作
盤
に
配
置
さ
れ
た
者
が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

盤
に
配
置
さ
れ
た
者
が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
た
だ

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

し
書
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に

合
を
除
き
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
て
は

乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
二
十
八
条

事
業
者
は
、
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
を
使
用
す
る
作
業
場

第
百
二
十
八
条

事
業
者
は
、
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
を
使
用
す
る
作
業
場

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送
材
車
と
歯

材
車
と
歯
と
の
間
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

と
の
間
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の
規

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

定
に
よ
り
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い

立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

。（
教
示
等
）

（
教
示
等
）

第
百
五
十
条
の
三

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

第
百
五
十
条
の
三

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産

業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の

業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の

誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ

ッ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ッ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
業
従
事
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直
ち
に
産
業
用

二

作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直

ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
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を
講
ず
る
こ
と
。

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業

三

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業

中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ッ

中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該

チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

起
動
ス
イ
ッ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

（
検
査
等
）

（
検
査
等
）

第
百
五
十
条
の
五

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

第
百
五
十
条
の
五

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
検
査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
検
査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く
は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を

を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く
は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当

行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当

該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
錠
を

該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
錠
を

か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表

か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表

示
す
る
等
当
該
作
業
に
従
事
し
て
い
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動

示
す
る
等
当
該
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ッ
チ

ス
イ
ッ
チ
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば

た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は

危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措

、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
業
従
事
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直
ち
に
産
業
用

二

作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直

ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

を
講
ず
る
こ
と
。

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
状
態
を
切
り
替
え
る

三

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
状
態
を
切
り
替
え
る

た
め
の
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
従
事
者
以

た
め
の
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し

外
の
者
が
当
該
ス
イ
ッ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該
ス
イ
ッ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

を
講
ず
る
こ
と
。

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
接
触
の
防
止
）

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
七

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業

第
百
五
十
一
条
の
七

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触

を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触
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す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お

す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お

い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系

ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬

荷
役
運
搬
機
械
等
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

機
械
等
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ

第
百
五
十
一
条
の
九

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ

ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装

ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装

置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
そ
の
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等

作
業
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ

又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い

合
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ

て
、
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る

と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安

支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
当
該
作
業
の
一
部
を
請
負

全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱

負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ

、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
安
全
支

ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
安
全
支
柱
、
安
全

柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）

ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
こ
の

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
十
三

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運

第
百
五
十
一
条
の
十
三

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運

搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は

乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
積
卸
し
）

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
八

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
八

（
略
）

２

事
業
者
は
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い

第
百
五
十
一
条
の
五
十

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車

て
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
さ
せ
て

荷
台
に
作
業
従
事
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
五
十
一

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合

３

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
、
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
十

に
お
い
て
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

一
条
の
七
十
三
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
荷
台

百
五
十
一
条
の
七
十
三
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当

に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
従
事
者
を
あ
お
り
そ
の
他
不
整
地
運
搬

該
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
を
あ
お
り
そ
の

車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

他
不
整
地
運
搬
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て

は
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
作
業
従
事
者
の
身
体
の
最
高
部
が
運
転

４

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
身
体
の
最

者
席
の
屋
根
の
高
さ
（
荷
台
上
の
荷
の
最
高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
（
荷
台
上
の
荷
の
最
高
部
が
運
転
者
席
の

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
荷
の
最
高
部
。
第
六
項
並
び
に
第
百
五
十
一
条
の

屋
根
の
高
さ
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
荷
の
最
高
部
。
第
六
項
並
び
に
第
百

七
十
三
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
乗
せ
て
は
な
ら

五
十
一
条
の
七
十
三
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
乗

な
い
。

せ
て
は
な
ら
な
い
。

５

作
業
従
事
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
不
整
地
運
搬
車

５

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
不
整
地

の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

運
搬
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な

い
。

６

作
業
従
事
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転
者
席
の

６

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転
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屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
積
卸
し
）

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
二

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
昇
降
設
備
）

（
昇
降
設
備
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
七

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
七

（
略
）

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床
面
と
荷
台

面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る

上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設

た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
卸
し
）

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十

（
略
）

２

事
業
者
は
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
二

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お

第
百
五
十
一
条
の
七
十
二

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車

い
て
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
さ
せ
て

荷
台
に
作
業
従
事
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
七
十
三

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



- 16 -

３

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い
て
、
荷
台
に
あ
お
り

３

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に

の
あ
る
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
作
業
従
事
者
を
当
該

お
い
て
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
当
該
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
従
事
者
を
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自

作
業
に
従
事
す
る
者
を
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自
動
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す

動
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い

る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

。
４

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
作
業
従
事
者
の
身
体
の
最
高
部
が
運
転

４

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
身
体
の
最

者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

５

作
業
従
事
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自
動
車
の

５

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自

動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

動
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い

。

６

作
業
従
事
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転
者
席
の

６

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転

屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
一

事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
を
使
用
す
る
作
業
場
に

第
百
五
十
一
条
の
八
十
一

事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
を
使
用
す
る
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
せ
て

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
せ
て
は
な
ら
な

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
従
事
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に

い
。
た
だ
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ

つ
い
て
、
墜
落
、
接
触
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

い
て
、
墜
落
、
接
触
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
た
だ

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

し
書
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木

等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作

等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）
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第
百
五
十
一
条
の
九
十
六

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

第
百
五
十
一
条
の
九
十
六

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者

業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
物
体
の

が
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業

飛
来
等
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て

を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ

い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を

る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事

ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事

す
る
作
業
従
事
者
が
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ

す
る
者
が
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る

れ
て
い
る
原
木
等
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

原
木
等
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ー
ム

だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム

、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当

等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ

従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（

る
と
き
（
当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作

当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事

業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か

す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該

つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必

請
負
人
に
対
し
、
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
一

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

第
百
五
十
一
条
の
百
一

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を

を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
又

乗
車
席
又
は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に

は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
危
険

よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
）

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
）



- 18 -

第
百
五
十
一
条
の
百
五

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い

第
百
五
十
一
条
の
百
五

事
業
者
は
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置

て
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が

の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ

異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材

る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運

伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
作
業
従
事
者
を
乗
せ

転
位
置
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐

の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九

事
業
者
は
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走

い
て
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行

行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機
械
の
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を

集
材
機
械
の
荷
台
に
作
業
従
事
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の

集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材

集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材

機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ

機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が

れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
次
の
箇
所
に
立
ち

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）
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第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
を

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
を

使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
、
機
械
集
材

使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
機
械
集
材
装
置
又
は

装
置
又
は
運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ

運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も

て
い
る
も
の
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点

の
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修

検
、
補
修
等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お

等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て

集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作

集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

業
従
事
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
た

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の

だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な

場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
場
合
に
お

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候

い
て
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作
業
の
実
施
に
つ

の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、

い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架

線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず

線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従

る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立

事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
次
の
箇
所
に

は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
箇
所
に
立
ち
入
る

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
を
使
用
す
る

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
を
使
用
す
る

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
、
簡
易
架
線
集
材
装
置

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、

の
搬
器
、
つ
り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
乗
せ
て
は
な

つ
り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

る
作
業
従
事
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
の
つ
り
下
げ

つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
場
合
に

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の

お
い
て
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作
業
の
実
施
に

た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は

つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い

、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

。（
接
触
の
防
止
）

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
八
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

第
百
五
十
八
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
運
転
中
の
車
両
系
建
設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る

は
、
運
転
中
の
車
両
系
建
設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る

お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事

お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配

導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は

置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
六
十
二
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

第
百
六
十
二
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
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は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
乗
車
席
以
外

は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に

の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

第
百
六
十
四
条

（
略
）

第
百
六
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業

３

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
と
つ
り
上

と
つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
又
は
車
両
系
建
設
機

げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
又
は
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒

械
の
転
倒
若
し
く
は
転
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講

若
し
く
は
転
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
又
は
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
が

三

つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
又
は
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
が

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

り
禁
止
す
る
こ
と
。

法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
輸
送
管
等
の
脱
落
及
び
振
れ
の
防
止
等
）

（
輸
送
管
等
の
脱
落
及
び
振
れ
の
防
止
等
）

第
百
七
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業

第
百
七
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
コ
ン
ク
リ
ー

三

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹

ト
等
の
吹
出
し
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
立
ち
入
る

出
し
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
み
ぞ
車
の
位
置
）

（
み
ぞ
車
の
位
置
）

第
百
八
十
条

（
略
）

第
百
八
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用

３

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ず
い
道
等
の
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所
で
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し

二

ず
い
道
等
の
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所
で
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し

て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業

て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が

従
事
者
が
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
に
よ
る
危
険
が
生
ず
る
お
そ

巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
に
よ
る
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

れ
の
あ
る
区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
。

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
八
十
七
条

事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ

第
百
八
十
七
条

事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ

マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は
滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ

マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は
滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ

つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る

つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運
転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運
転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン

グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
く
い
打
機
、
く

グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
く
い
打
機
、
く

い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従

い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従

事
す
る
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
よ
る
作
業
）

（
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
よ
る
作
業
）

第
百
九
十
四
条
の
六

事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

第
百
九
十
四
条
の
六

事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の

、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の

作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
九
十
四
条
の
十
五

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と

第
百
九
十
四
条
の
十
五

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
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き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
乗
車
席
及

き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
及
び
作
業
床

び
作
業
床
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
作
業
床
へ
の
搭
乗
制
限
等
）

（
作
業
床
へ
の
搭
乗
制
限
等
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い

第
百
九
十
四
条
の
二
十

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行

て
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行
の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を

の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高

走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
作
業
に
従
事
す
る
者

所
作
業
車
の
作
業
床
に
作
業
従
事
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平

を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作

坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作
業
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措

業
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高
所
作
業

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高

車
の
作
業
床
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

所
作
業
車
の
作
業
床
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
車
両
と
側
壁
等
と
の
間
隔
）

（
車
両
と
側
壁
等
と
の
間
隔
）

第
二
百
五
条

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け

第
二
百
五
条

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け

る
と
き
は
、
通
行
す
る
作
業
従
事
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を

る
と
き
は
、
通
行
す
る
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る

防
止
す
る
た
め
、
そ
の
片
側
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と

た
め
、
そ
の
片
側
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と
の
間
隔
を

の
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず

〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道
等
の

い
道
等
の
断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト

断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と

ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行

二

信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行

方
向
上
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

方
向
上
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

（
人
車
の
使
用
）

（
人
車
の
使
用
）

第
二
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い
て
、

第
二
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
軌
道
装
置
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸

軌
道
装
置
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
輸
送
す
る
と
き
は
、
人
車
を
使
用
し
な
け

送
す
る
と
き
は
、
人
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の
作
業
従
事
者
を
輸
送
す
る
場
合
又
は
臨

作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸
送
す
る
場
合
又
は
臨
時
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
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時
に
作
業
従
事
者
を
輸
送
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き

輸
送
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

転
位
、
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
荷
と
作
業
従
事
者
と
を
同
乗
さ
せ
な

二

転
位
、
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
荷
と
作
業
に
従
事
す
る
者
と
を
同
乗

い
こ
と
。

さ
せ
な
い
こ
と
。

（
搭
乗
定
員
）

（
搭
乗
定
員
）

第
二
百
二
十
三
条

事
業
者
は
、
軌
道
装
置
を
用
い
た
作
業
を
行
う
場
合
に
お

第
二
百
二
十
三
条

事
業
者
は
、
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
搭

い
て
、
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
搭
乗
定
員
数
を
定
め
、
か

乗
定
員
数
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
作
業
に
従
事
す
る
者
に
周
知
さ
せ
な
け

つ
、
こ
れ
を
作
業
従
事
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
後
押
し
運
転
時
に
お
け
る
措
置
）

（
車
両
の
後
押
し
運
転
時
に
お
け
る
措
置
）

第
二
百
二
十
四
条

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力

第
二
百
二
十
四
条

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力

車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
に
作
業
従

な
い
。
た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
に
作
業
に

事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
二
百
四
十
五
条

事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業

第
二
百
四
十
五
条

事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
退
避
等
）

（
退
避
等
）

第
二
百
七
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流

第
二
百
七
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流

出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、
火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫

出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、
火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
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し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
安
全

し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者

な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
作
業
従
事
者
が
危
険
物
等
に
よ
る
労
働

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
が
危
険
物
等
に
よ

災
害
を
被
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
等

る
労
働
災
害
を
被
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作

に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

業
場
等
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
等
が
立
入
禁
止
で

に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
等
が
立
入

あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
等
）

（
立
入
禁
止
等
）

第
二
百
八
十
八
条

事
業
者
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
お
い

第
二
百
八
十
八
条

事
業
者
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、

て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
場
所
に
火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当

火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当
な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は

な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は
、
必
要
で
な
い
者
が
立
ち
入
る
こ
と

、
必
要
で
な
い
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
火
気
使
用
場
所
の
火
災
防
止
）

（
火
気
使
用
場
所
の
火
災
防
止
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

２

作
業
従
事
者
は
、
喫
煙
所
及
び
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
み
だ
り
に
、

２

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
喫
煙
所
及
び
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
み
だ

喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

り
に
、
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
発
破
の
作
業
の
基
準
）

（
発
破
の
作
業
の
基
準
）

第
三
百
十
八
条

（
略
）

第
三
百
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
火
薬
又
は
爆
薬
を
装
塡
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
発
破
の

３

事
業
者
は
、
火
薬
又
は
爆
薬
を
装
塡
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
発
破
の

業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
の
裸
火
の
使
用
又
は

業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
の
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
に
つ

喫
煙
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
発
破
の
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は

４

前
項
の
発
破
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
火
薬
又

、
火
薬
又
は
爆
薬
の
装
塡
が
行
わ
れ
る
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
を
し

は
爆
薬
の
装
塡
が
行
わ
れ
る
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
を
し
て
は
な
ら
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て
は
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
避
難
）

（
避
難
）

第
三
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
発
破
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業

第
三
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
発
破
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業

従
事
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を
堅
固
に

に
従
事
す
る
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を

防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

堅
固
に
防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
下
作
業
場
等
）

（
地
下
作
業
場
等
）

第
三
百
二
十
二
条

事
業
者
は
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地

第
三
百
二
十
二
条

事
業
者
は
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地

下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず

下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず

い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ

い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ

ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の

ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の

掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の
運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行

掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の
運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行

わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

二

こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
従
事
者
を
安
全
な
場
所

で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全

に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の

な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
を
行
う
こ
と
。

も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
を
行
う
こ
と
。

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
三
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

第
三
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
当
該
作
業

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
当
該
作
業

場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
等
当
該

場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
等
当
該
危
険
を
防

危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
切
り
ば
り
等
の
作
業
）

（
切
り
ば
り
等
の
作
業
）

第
三
百
七
十
二
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

第
三
百
七
十
二
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
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次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

一

当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
三
百
八
十
六
条

事
業
者
は
、
次
の
箇
所
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
箇

第
三
百
八
十
六
条

事
業
者
は
、
次
の
箇
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
退
避
）

（
退
避
）

第
三
百
八
十
九
条
の
七

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

第
三
百
八
十
九
条
の
七

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ

に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ

る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避

る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
八
十
九
条
の
八

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

第
三
百
八
十
九
条
の
八

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発

で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発

下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直

下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
作
業
従
事
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火

ち
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の

源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等

他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

換
気
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る

可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
ず

こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
関
係
者
以
外
の
者

い
道
等
の
内
部
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
が
立
入
禁
止

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
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で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
設
備
等
）

（
警
報
設
備
等
）

第
三
百
八
十
九
条
の
九

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

第
三
百
八
十
九
条
の
九

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
関
係
す
る
作

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者

業
従
事
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ

に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
設
備
等
を
設
け
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、

号
に
掲
げ
る
設
備
等
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
を
周

そ
の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
避
難
用
器
具
）

（
避
難
用
器
具
）

第
三
百
八
十
九
条
の
十

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

第
三
百
八
十
九
条
の
十

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
作
業
従
事
者

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
作
業
に
従
事

を
避
難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
避

す
る
者
を
避
難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

難
用
器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、
そ
の

げ
る
避
難
用
器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
備
付
け

備
付
け
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
作

２

事
業
者
は
、
前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
者

業
従
事
者
（
出
入
口
付
近
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
除
く

（
出
入
口
付
近
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ

じ
。
）
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け

清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す

る
作
業
従
事
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ

る
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す

い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す
る
者
が
集

る
作
業
従
事
者
が
集
団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置

団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き

を
講
じ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
避
難
等
の
訓
練
）

（
避
難
等
の
訓
練
）

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一

事
業
者
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
（

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一

事
業
者
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
（

可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道

可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道
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等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
な
る
ず
い
道

等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
な
る
ず
い
道

等
に
係
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス

等
に
係
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス

爆
発
、
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
に

爆
発
、
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
者
に
対
し
、
当
該
ず

対
し
、
当
該
ず
い
道
等
の
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で

い
道
等
の
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
一

の
期
間
内
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
及
び
消
火

回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（
以
下

の
訓
練
（
以
下
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
避
難
等
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
十
一
条

事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
作

第
四
百
十
一
条

事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
が
行
わ
れ
て
い

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
の

る
箇
所
の
下
方
で
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ

下
方
で
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
立
ち

ろ
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
十
五
条

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬
機

第
四
百
十
五
条

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬
機

械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
立
ち
入

る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誘
導
者
の
配
置
等
）

（
誘
導
者
の
配
置
等
）

第
四
百
十
六
条

（
略
）

第
四
百
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
運
転
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項

２

前
項
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
運
転
す
る
者
は
、
同
項
の
誘
導
者

の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
の
選
任
及
び
職
務
等
）

（
作
業
指
揮
者
の
選
任
及
び
職
務
等
）

第
四
百
二
十
条

（
略
）

第
四
百
二
十
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外



- 30 -

者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

の
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
は
い
の
昇
降
設
備
）

（
は
い
の
昇
降
設
備
）

第
四
百
二
十
七
条

事
業
者
は
、
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み
重
ね

第
四
百
二
十
七
条

事
業
者
は
、
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み
重
ね

ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱
石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の
集
団
を

ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱
石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の
集
団
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
上
で
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業
箇
所
の

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
上
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業
箇
所

高
さ
が
床
面
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事

の
高
さ
が
床
面
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従

す
る
労
働
者
が
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の

事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め

設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
は
い
を
構
成
す
る
荷
に

の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
は
い
を
構
成
す
る
荷

よ
つ
て
安
全
に
昇
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
よ
つ
て
安
全
に
昇
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
昇
降

間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項

す
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の
昇
降
す

の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
わ

第
四
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
わ

れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お

れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
倉
へ
の
通
行
設
備
）

（
船
倉
へ
の
通
行
設
備
）

第
四
百
四
十
九
条

事
業
者
は
、
ば
く
露
甲
板
の
上
面
か
ら
船
倉
の
底
ま
で
の

第
四
百
四
十
九
条

事
業
者
は
、
ば
く
露
甲
板
の
上
面
か
ら
船
倉
の
底
ま
で
の

深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
荷
の
取
扱
い
の

深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
荷
の
取
扱
い
の

作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
甲
板
と
当
該

作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
甲
板
と
当

船
倉
と
の
間
を
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

該
船
倉
と
の
間
を
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

。
た
だ
し
、
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
が
船
舶
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場

い
。
た
だ
し
、
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
が
船
舶
に
設
け
ら
れ
て
い
る

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を
通
行
す
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を
通
行
す
る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば

る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

（
通
行
の
禁
止
）

（
通
行
の
禁
止
）

第
四
百
五
十
二
条

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

第
四
百
五
十
二
条

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

又
は
デ
リ
ッ
ク
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を

又
は
デ
リ
ッ
ク
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を

用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行
す

、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行
す

る
作
業
従
事
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

る
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
行

そ
の
通
行
を
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

を
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
五
十
三
条

事
業
者
は
、
次
の
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

第
四
百
五
十
三
条

事
業
者
は
、
次
の
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

る
作
業
従
事
者
が
当
該
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

る
者
が
当
該
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込

第
四
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込

索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と
き
は
、
揚
貨
装
置
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と
き
は
、
揚
貨
装
置
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又
は
み
ぞ
車

は
み
ぞ
車
が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に

が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
立
ち
入
る

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
八
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に

第
四
百
七
十
八
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に

か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か

か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処

に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処
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理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る

作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が

者
以
外
の
者
が
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
箇

生
ず
る
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
縄

よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
縄
張
、
標
識

張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
表
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
処
理
す

の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
表
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
処
理
す
る
こ
と
を

る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

も
つ
て
足
り
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
伐
倒
の
合
図
）

（
伐
倒
の
合
図
）

第
四
百
七
十
九
条

（
略
）

第
四
百
七
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
作
業
従
事
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十
一
条

八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
他
の
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒

第
二
項
に
お
い
て
「
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に

に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業

よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に

に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
作

従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
作
業
に
従

業
従
事
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て

事
す
る
他
の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ

は
な
ら
な
い
。

せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
険
を
生
ず
る
お

３

前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
他
の
作
業
従
事
者
が

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
作
業
に
従
事
す
る
他

避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又

は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ

は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下

の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下

方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と

方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
造
林
等
の
作
業
を
行
う
作

に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
造
林
等
の
作
業
を
行
う
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
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禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て

、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側

、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側

に
は
、
他
の
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

に
は
、
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け

ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激

３

事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激

突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
か

突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
か

か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
四
百
八
十
三
条

事
業
者
は
、
造
林
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
強

第
四
百
八
十
三
条

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、

風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険

造
林
等
の
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
三

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う

第
五
百
十
七
条
の
三

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
）

（
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
七

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う

第
五
百
十
七
条
の
七

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
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そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
十
一

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行

第
五
百
十
七
条
の
十
一

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
十
五

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行

第
五
百
十
七
条
の
十
五

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
引
倒
し
等
の
作
業
の
合
図
）

（
引
倒
し
等
の
作
業
の
合
図
）

第
五
百
十
七
条
の
十
六

（
略
）

第
五
百
十
七
条
の
十
六

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引

２

事
業
者
は
、
前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引

倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
作
業
従
事
者
（
以
下
こ
の
条
に

倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

お
い
て
「
他
の
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生

作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生
ず

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に

に
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
作
業
従
事
者
が
避
難
し

、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
避

た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
わ
せ

難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行

て
は
な
ら
な
い
。

わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
危
険
を
生

３

第
一
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
危
険
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
他
の
作
業
従

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
作
業
に
従
事

事
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作

す
る
他
の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
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業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

等
の
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う

第
五
百
十
七
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

一

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
）

（
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
）

第
五
百
二
十
六
条

事
業
者
は
、
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

第
五
百
二
十
六
条

事
業
者
は
、
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え

る
箇
所
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
安
全
に

る
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
安
全

昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
に

に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全

昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難
な

に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安
全
に
昇
降

全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使

す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使
用
し
な
け

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
五
百
三
十
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
場
所
の
う
ち
、
墜
落
に

第
五
百
三
十
条

事
業
者
は
、
墜
落
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇

よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以

所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
船
舶
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
輸
送
す
る
場
合
の
危
険
の
防
止
）

（
船
舶
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸
送
す
る
場
合
の
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
一
条

事
業
者
は
、
船
舶
に
よ
り
労
働
者
及
び
労
働
者
以
外
の
作

第
五
百
三
十
一
条

事
業
者
は
、
船
舶
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
を

業
従
事
者
を
作
業
を
行
う
場
所
に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和

行
う
場
所
に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号

八
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該

）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
船
舶
に
つ
い
て
定
め

船
舶
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
最
大
搭
載
人
員
を
超
え
て
作
業
従
事
者
を
乗
船

ら
れ
た
最
大
搭
載
人
員
を
超
え
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
船
さ
せ
な
い
こ
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さ
せ
な
い
こ
と
、
船
舶
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
等
当
該
船

と
、
船
舶
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
等
当
該
船
舶
の
転
覆
若

舶
の
転
覆
若
し
く
は
沈
没
又
は
作
業
従
事
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険

し
く
は
沈
没
又
は
作
業
に
従
事
す
る
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険
を
防

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
と
岸
壁
等
と
の
通
行
）

（
船
舶
と
岸
壁
等
と
の
通
行
）

第
五
百
五
十
一
条

（
略
）

第
五
百
五
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
箇
所
を
通
行
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側

２

前
項
の
箇
所
を
通
行
す
る
者
は
、
同
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側
階
段
を
使

階
段
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
設
通
路
）

（
架
設
通
路
）

第
五
百
五
十
二
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
作
業
場
に
設
置
す
る

第
五
百
五
十
二
条

事
業
者
は
、
架
設
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

架
設
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立

二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
作
業
床
）

（
作
業
床
）

第
五
百
六
十
三
条

（
略
）

第
五
百
六
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設

３

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設

け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落

け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落

防
止
設
備
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適

防
止
設
備
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適

用
し
な
い
。

用
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立

二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
六
十
四
条

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ

第
五
百
六
十
四
条

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ

ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と

ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

二

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
五
百
七
十
五
条
の
六

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
六

（
略
）

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は

中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用

中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立

二

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
作
業
構
台
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
作
業
構
台
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
七
十
五
条
の
七

事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更

第
五
百
七
十
五
条
の
七

事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
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の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

二

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
降
雨
時
の
措
置
）

（
降
雨
時
の
措
置
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
二

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

第
五
百
七
十
五
条
の
十
二

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降
雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降
雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が

発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監
視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早

発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監
視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早

期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や

期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や

か
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
た
と
き
は

か
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
た

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
退
避
）

（
退
避
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
三

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

第
五
百
七
十
五
条
の
十
三

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫

し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
安
全

し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者

な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
用
の
設
備
）

（
警
報
用
の
設
備
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
四

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

第
五
百
七
十
五
条
の
十
四

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
作
業
に
関
係

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
作
業
従
事
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ
レ
ン
、
非
常

す
る
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ
レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の

ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
を
設
け
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、
そ
の

警
報
用
の
設
備
を
設
け
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場

設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
避
難
用
の
設
備
）

（
避
難
用
の
設
備
）
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第
五
百
七
十
五
条
の
十
五

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

第
五
百
七
十
五
条
の
十
五

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
作
業
従
事
者
を
安

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
作
業
に
従
事
す
る

全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
設
備
を
適
当

者
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
設
備

な
箇
所
に
設
け
、
関
係
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
及
び
使

を
適
当
な
箇
所
に
設
け
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場

用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
避
難
の
訓
練
）

（
避
難
の
訓
練
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
当

係
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞
な
く
一
回
、
及
び
そ
の
後

該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞
な
く
一
回
、
及
び
そ
の

六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
等
）

（
立
入
禁
止
等
）

第
五
百
八
十
五
条

（
略
）

第
五
百
八
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
、
労

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業

働
者
及
び
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働

に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い

者
以
外
の
作
業
従
事
者
は
、
当
該
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な

。

ら
な
い
。

（
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
）

（
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
）

第
六
百
八
条

（
略
）

第
六
百
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
屋
内
作
業
場
に
前
項
の
溶
融
炉

２

事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
前
項
の
溶
融
炉
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
屋

等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を

内
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
溶
融
炉
等
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
措

当
該
溶
融
炉
等
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
加
熱
さ
れ
た
空
気
を

加
熱
さ
れ
た
空
気
を
直
接
屋
外
に
排
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

直
接
屋
外
に
排
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
）

（
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
）

第
六
百
九
条

事
業
者
は
、
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
作
業
を
行
う
際
に
は
、
当

第
六
百
九
条

事
業
者
は
、
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
に
際
し
て
は
、
当
該
炉
の
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該
炉
の
修
理
に
係
る
作
業
従
事
者
が
適
当
に
冷
却
さ
れ
る
前
に
そ
の
内
部
に

修
理
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
者
が
適
当
に
冷
却
さ
れ
る
前
に
そ
の
内
部
に

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
炉
を
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
内

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
炉
を
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
内

部
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

部
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
）

（
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
）

第
六
百
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ

第
六
百
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ

る
作
業
等
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か

る
作
業
等
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
熱
中
症
の
自
覚
症
状
を
有
す

じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
が
熱
中
症
の
自
覚
症
状
を
有
す
る
場
合
又

る
場
合
又
は
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
に
熱
中
症
が
生
じ
た
疑
い

は
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
熱
中
症
が
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
当
該

が
あ
る
こ
と
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
他
の
作
業
従
事
者
が
発
見
し
た
場
合

作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
発
見
し
た
場
合
に
そ
の
旨
の
報
告
を
さ
せ
る
体

に
そ
の
旨
の
報
告
を
さ
せ
る
体
制
を
整
備
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業

制
を
整
備
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
体
制
を
周
知
さ
せ

従
事
者
に
対
し
、
当
該
体
制
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ
る
作
業
等
熱
中
症

２

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ
る
作
業
等
熱
中
症

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
ご

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
ご

と
に
、
当
該
作
業
か
ら
の
離
脱
、
身
体
の
冷
却
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
の
診

と
に
、
当
該
作
業
か
ら
の
離
脱
、
身
体
の
冷
却
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
の
診

察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
熱
中
症
の
症
状
の
悪
化
を
防
止
す

察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
熱
中
症
の
症
状
の
悪
化
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
手
順
を
定
め
、
当

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
手
順
を
定
め
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
に
対
し
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す

施
に
関
す
る
手
順
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
手
順
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

（
法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

第
六
百
三
十
四
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

第
六
百
三
十
四
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

土
砂
等
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業

一

土
砂
等
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に

従
事
者
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

一
の
二

土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
河
川
内
に
あ
る
場
所

一
の
二

土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
河
川
内
に
あ
る
場
所

で
あ
つ
て
、
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の

で
あ
つ
て
、
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

あ
る
場
所
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

二

機
械
等
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業

二

機
械
等
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
が

従
事
者
が
用
い
る
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ

用
い
る
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
又



- 41 -

る
も
の
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る

は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

。
）

三

架
空
電
線
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
あ
つ
て
、
当
該
充
電
電
路

三

架
空
電
線
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
あ
つ
て
、
当
該
充
電
電
路

に
作
業
従
事
者
の
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電

に
労
働
者
の
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危

の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
よ
り
工
作

者
に
よ
り
工
作
物
の
建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
若
し

物
の
建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

く
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
作
業
又
は
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
移
動
式
ク

附
帯
す
る
作
業
又
は
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
を
使

レ
ー
ン
等
を
使
用
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

用
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

四

埋
設
物
等
又
は
れ
ん
が
壁
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
擁
壁
等
の

四

埋
設
物
等
又
は
れ
ん
が
壁
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
擁
壁
等
の

建
設
物
が
損
壊
す
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
に
係
る
作

建
設
物
が
損
壊
す
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者

業
従
事
者
に
よ
り
当
該
埋
設
物
等
又
は
建
設
物
に
近
接
す
る
場
所
に
お
い

に
よ
り
当
該
埋
設
物
等
又
は
建
設
物
に
近
接
す
る
場
所
に
お
い
て
明
か
り

て
明
か
り
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

（
協
議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
）

（
協
議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
）

第
六
百
三
十
五
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
協

第
六
百
三
十
五
条

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
元
方
事

議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
協
議
組

れ
ば
な
ら
な
い
。

織
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

第
六
百
三
十
六
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
作

第
六
百
三
十
六
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
作

業
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
特
定
元
方
事
業
者
と
関
係
請

業
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
特
定
元
方
事
業
者
と
関
係
請

負
人
と
の
間
及
び
関
係
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な

負
人
と
の
間
及
び
関
係
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
な
わ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
場
所
の
巡
視
）

（
作
業
場
所
の
巡
視
）

第
六
百
三
十
七
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規

第
六
百
三
十
七
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
る
巡
視
に
つ
い
て
は
、
毎
作
業
日
に
少
な
く
と
も
一
回
、
こ
れ
を
行

定
に
よ
る
巡
視
に
つ
い
て
は
、
毎
作
業
日
に
少
な
く
と
も
一
回
、
こ
れ
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

関
係
請
負
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
行
う
巡
視
を

２

関
係
請
負
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
行
な
う
巡
視

拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
教
育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
）

（
教
育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
）

第
六
百
三
十
八
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
教

第
六
百
三
十
八
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
教

育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
を
行
う
場
所
の
提
供

育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
を
行
な
う
場
所
の
提

、
当
該
教
育
に
使
用
す
る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

供
、
当
該
教
育
に
使
用
す
る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

い
。

な
い
。

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

第
六
百
三
十
九
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者

第
六
百
三
十
九
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の

（
当
該
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
特
定
元

労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

方
事
業
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
次
条

作
業
が
ク
レ
ー
ン
等
（
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
簡
易

か
ら
第
六
百
四
十
二
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
係
請
負
人
に

リ
フ
ト
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
で
、
ク
レ
ー
ン
則
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い

係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン

て
、
当
該
作
業
が
ク
レ
ー
ン
等
（
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ

等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周

ク
、
簡
易
リ
フ
ト
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
で
、
ク
レ
ー
ン
則
の
適
用
を
受
け
る

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請

負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
自
ら
行
う
作
業
に
つ
い
て
前
項

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
自
ら
行
な
う
作
業
に
つ
い
て
前

の
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
定
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定

項
の
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
定
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規

に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
合
図
と
同
一
の
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
合
図
と
同
一
の
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

（
事
故
現
場
等
の
標
識
の
統
一
等
）

（
事
故
現
場
等
の
標
識
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及

第
六
百
四
十
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労

び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ

働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場

れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ

所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等

る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ

を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な

を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い

一

有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立

を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二

（
略
）

二

（
略
）

三

電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

三

電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は

て
は
な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

四

酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
。

四

酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
。

以
下
「
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又

以
下
「
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又

は
酸
欠
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
退
避
さ
せ
な

は
酸
欠
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所

ば
な
ら
な
い
場
所

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
う

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
な

作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統

う
作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

３

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
作
業
従
事
者
の
う
ち
必
要

３

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ

が
あ
る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ

る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は

て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

第
六
百
四
十
一
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者

第
六
百
四
十
一
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の

及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
容
器
が
集
積
さ
れ
る
と
き
（
第

場
所
に
次
の
容
器
が
集
積
さ
れ
る
と
き
（
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
つ
い
て

二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
屋
外
に
集
積
さ
れ
る
と
き
に
限
る
。
）

は
、
屋
外
に
集
積
さ
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
容
器
を
集
積
す
る
箇

は
、
当
該
容
器
を
集
積
す
る
箇
所
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人

所
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
警
報
の
統
一
等
）

（
警
報
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
二
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者

第
六
百
四
十
二
条

特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
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及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場

わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関

合
に
行
な
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な

係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を

二

当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を

装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合

三

当
該
場
所
に
お
い
て
発
破
が
行
わ
れ
る
場
合

三

当
該
場
所
に
お
い
て
発
破
が
行
な
わ
れ
る
場
合

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ツ
ク

２

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ツ
ク

ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
、
前
項
第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を

ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
、
前
項
第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を

行
う
場
合
又
は
発
破
を
行
う
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め

行
な
う
場
合
又
は
発
破
を
行
な
う
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に

ら
れ
た
警
報
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
場
所
に
お
い
て
、
火
災
が

定
め
ら
れ
た
警
報
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
場
所
に
お
い
て
、

発
生
し
た
こ
と
又
は
土
砂
の
崩
壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生
し
た
こ

火
災
が
発
生
し
た
こ
と
又
は
土
砂
の
崩
壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生

と
若
し
く
は
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
も
、

し
た
こ
と
若
し
く
は
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と

同
様
と
す
る
。

き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

３

特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
わ
れ
た
と
き

で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
な
わ
れ
た
と

は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
作
業
従
事
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以

き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外

外
の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
等
の
訓
練
の
実
施
方
法
等
の
統
一
等
）

（
避
難
等
の
訓
練
の
実
施
方
法
等
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
二
条
の
二

特
定
元
方
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を

第
六
百
四
十
二
条
の
二

特
定
元
方
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及
び
関
係
請
負
人

行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が

に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、

同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
元
方
事
業
者
及
び

項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の

関
係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の
訓
練
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
時
期
及
び
実
施

訓
練
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ

方
法
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
百
四
十
二
条
の
二
の
二

前
条
の
規
定
は
、
特
定
元
方
事
業
者
又
は
法
第

第
六
百
四
十
二
条
の
二
の
二

前
条
の
規
定
は
、
特
定
元
方
事
業
者
が
土
石
流
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三
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
が
土

危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第

の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
」
と
、

一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
」

同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「

と
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
あ
る
の

避
難
の
訓
練
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
「
避
難
の
訓
練
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
周
知
の
た
め
の
資
料
の
提
供
等
）

（
周
知
の
た
め
の
資
料
の
提
供
等
）

第
六
百
四
十
二
条
の
三

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
特
定
元
方
事
業
者
は

第
六
百
四
十
二
条
の
三

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
特
定
元
方
事
業
者
は

、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者

、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い

の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
の
状
況
（

て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
の
状
況
（
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ

作
業
従
事
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
の
状
況
を
含
む
。
以
下

れ
の
あ
る
箇
所
の
状
況
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
相
互
の

場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
相
互
の
関
係
等
に
関
し
関
係
請
負
人
が
そ
の

関
係
等
に
関
し
関
係
請
負
人
が
当
該
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
で
あ

労
働
者
で
あ
つ
て
当
該
場
所
で
新
た
に
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も

つ
て
当
該
場
所
で
新
た
に
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
に
対
し
て

の
に
対
し
て
周
知
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
当
該
関
係
請
負
人
に
対
し

周
知
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
当
該
関
係
請
負
人
に
対
し
、
当
該
周
知

、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
の
場
所
の
提
供
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
に
使
用

を
図
る
た
め
の
場
所
の
提
供
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
に
使
用
す
る
資
料
の

す
る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
元
方
事

特
定
元
方
事
業
者
が
、
自
ら
当
該
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
当
該
場
所
の
状

業
者
が
、
自
ら
当
該
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
当
該
場
所
の
状
況

況
、
作
業
相
互
の
関
係
等
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
作
業
相
互
の
関
係
等
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
百
四
十
二
条
の
四

第
六
百
三
十
五
条
か
ら
第
六
百
三
十
八
条
及
び
第
六

（
新
設
）

百
三
十
八
条
の
三
か
ら
第
六
百
四
十
二
条
の
三
ま
で
の
規
定
（
第
六
百
四
十

二
条
の
二
の
二
を
除
く
。
）
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
指
名
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
百
三
十
八
条
の
四
の
見
出
し
を
除
く
。
）
中
「
特

定
元
方
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
」
と
、
「
関
係
請
負
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

指
名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の

特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の
」
と
、
第
六
百
三
十
八
条

の
三
及
び
第
六
百
三
十
八
条
の
四
中
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
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第
一
項
第
五
号
」
と
、
第
六
百
三
十
八
条
の
四
の
見
出
し
中
「
関
係
請
負
人

」
と
あ
る
の
は
「
指
名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
特
定
事
業
の
仕
事

を
自
ら
行
う
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
者
の
指
名
）

（
特
定
元
方
事
業
者
の
指
名
）

第
六
百
四
十
三
条

（
略
）

第
六
百
四
十
三
条

（
略
）

２

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措

２

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
を
指
名
し
な
け
れ

置
を
講
ず
べ
き
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
発
注
者
（
法
第
三
十
条
第

ば
な
ら
な
い
発
注
者
（
同
項
の
発
注
者
を
い
う
。
）
又
は
請
負
人
は
、
同
項

二
項
の
発
注
者
を
い
う
。
）
又
は
請
負
人
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
が

の
規
定
に
よ
る
指
名
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
場

で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基

所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

第
六
百
四
十
三
条
の
二

第
六
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第

第
六
百
四
十
三
条
の
二

第
六
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第

一
項
の
元
方
事
業
者
（
次
条
か
ら
第
六
百
四
十
三
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
「

一
項
の
元
方
事
業
者
（
次
条
か
ら
第
六
百
四
十
三
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
「

元
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三

元
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

第
六
百
三
十
六
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三

お
い
て
、
第
六
百
三
十
六
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

十
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

第
六
百
四
十
三
条
の
三

第
六
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者

第
六
百
四
十
三
条
の
三

第
六
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者

又
は
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
六
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
又

２

第
六
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
に

は
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た

つ
い
て
準
用
す
る
。

事
業
者
及
び
当
該
指
名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
三
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
故
現
場
の
標
識
の
統
一
等
）

（
事
故
現
場
の
標
識
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
三
条
の
四

元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者

第
六
百
四
十
三
条
の
四

元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
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（
当
該
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
元
方
事

労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

業
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
第
六
百
四

場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場

十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の

等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ

作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示

す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
立
ち

一

有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二

電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

二

電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は

て
は
な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

三

酸
欠
則
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
酸
欠
則
第
十
四
条

三

酸
欠
則
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
酸
欠
則
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所

所

２

（
略
）

２

（
略
）

３

元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
作
業
従
事
者
の
う
ち
必
要
が
あ

３

元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者

る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は

以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

第
六
百
四
十
三
条
の
五

第
六
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者

第
六
百
四
十
三
条
の
五

第
六
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者

又
は
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
六
百
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
又

２

第
六
百
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
に

は
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た

つ
い
て
準
用
す
る
。

事
業
者
及
び
当
該
指
名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
三
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
警
報
の
統
一
等
）

（
警
報
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
三
条
の
六

元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者

第
六
百
四
十
三
条
の
六

元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
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及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合

わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関

に
行
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ

係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お

３

元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お

い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域

い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域

に
い
る
そ
の
作
業
従
事
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
退
避
さ
せ
な

に
い
る
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
四
十
三
条
の
六
の
二

第
六
百
四
十
三
条
の
四
及
び
第
六
百
四
十
三
条

（
新
設
）

の
六
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指

名
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
元
方

事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
」
と
、
「
関
係
請
負
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指

名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
者
の
指
名
）

（
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
元
方
事
業
者
の
指
名
）

第
六
百
四
十
三
条
の
七

第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第

第
六
百
四
十
三
条
の
七

第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中

条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項

「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
お

」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の
は

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十

「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所

五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十

」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
仕
事
」
と
、
「
建
築
工
事
に
お
け
る
躯く

事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
仕
事
」

体
工
事
等
当
該
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
仕
事
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

と
、
「
建
築
工
事
に
お
け
る
躯
体
工
事
等
当
該
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

特
定
元
方
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
元
方
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

く

仕
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
者
の
指
名
）

（
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
元
方
事
業
者
の
指
名
）
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第
六
百
四
十
三
条
の
八

第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
三
第

第
六
百
四
十
三
条
の
八

第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中

条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一

「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
お

項
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十

は
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場

五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十

所
」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
仕
事
」
と
、
「
建
築
工
事
に
お
け
る
躯
体
工

く

仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
仕
事
」
と

事
等
」
と
あ
る
の
は
「
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
に
お
け
る
掘
削
工
事
等
」

、
「
建
築
工
事
に
お
け
る
躯
体
工
事
等
」
と
あ
る
の
は
「
ず
い
道
等
の
建
設

と
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
元
方
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
元
方
事
業
者
」

く

の
仕
事
に
お
け
る
掘
削
工
事
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
く
い
打
機
及
び
く
い
抜
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
く
い
打
機
及
び
く
い
抜
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
四
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
注
文
者
（
以
下
「
注
文
者
」
と

第
六
百
四
十
四
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
注
文
者
（
以
下
「
注
文
者
」
と

い
う
。
）
は
、
同
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
（
同
項
の
請
負
人
を
い
う

い
う
。
）
は
、
同
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
（
同
項
の
請
負
人
を
い
う

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
作
業
従
事
者
に
く
い
打
機
又
は

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
労
働
者
に
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機

く
い
抜
機
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
に
つ
い

を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
に
つ
い
て
は
、
第

て
は
、
第
二
編
第
二
章
第
二
節
（
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
か
ら
第

二
編
第
二
章
第
二
節
（
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
か
ら
第
百
七
十
六

百
七
十
六
条
ま
で
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
八

条
ま
で
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
八
十
三
条
に

十
三
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
基
準
に
適
合

限
る
。
）
に
規
定
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
軌
道
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
軌
道
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
軌

請
負
人
の
労
働
者
に
軌
道
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
軌
道
装
置
に

道
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第
三
節
（
第
百
九
十
六
条
か
ら
第
二

つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第
三
節
（
第
百
九
十
六
条
か
ら
第
二
百
四
条
ま

百
四
条
ま
で
、
第
二
百
七
条
か
ら
第
二
百
九
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
、
第

で
、
第
二
百
七
条
か
ら
第
二
百
九
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三

二
百
十
三
条
及
び
第
二
百
十
五
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
に
限
る
。
）
に

条
及
び
第
二
百
十
五
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る

規
定
す
る
軌
道
装
置
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

軌
道
装
置
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
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請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当

請
負
人
の
労
働
者
に
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
型
わ
く

該
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三
章
（
第
二
百
三
十
七
条
か
ら
第
二

定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三
章
（
第
二
百
三
十
七
条
か
ら
第
二
百
三
十
九

百
三
十
九
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
限
る
。
）

条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す

に
規
定
す
る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き

請
負
人
の
労
働
者
に
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

は
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く

請
負
人
の
労
働
者
に
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く
。
）
を
使

。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二

用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定

条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
交
流
ア
ー

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機

ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
場
所

次
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

以
外
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。一

（
略
）

一

（
略
）

二

墜
落
に
よ
り
作
業
従
事
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二

二

墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二
メ
ー

メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
、
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
作
業
従
事

ト
ル
以
上
の
場
所
で
、
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
労
働
者
が
接
触

者
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
電
動
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
電
動
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
九
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
九
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
電
動
機
を
有
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ

請
負
人
の
労
働
者
に
電
動
機
を
有
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お

の
条
に
お
い
て
「
電
動
機
械
器
具
」
と
い
う
。
）
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十

い
て
「
電
動
機
械
器
具
」
と
い
う
。
）
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
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ボ
ル
ト
を
超
え
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高

こ
え
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高
い
液
体
に

い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
そ
の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上

よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
そ
の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上
等
導
電
性

等
導
電
性
の
高
い
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も

の
高
い
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
を
使
用

の
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
電
動
機
械
器
具
が
接
続
さ
れ
る
電
路
に
、

さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
電
動
機
械
器
具
が
接
続
さ
れ
る
電
路
に
、
当
該
電
路

当
該
電
路
の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
作
動

の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
作
動
す
る
感
電

す
る
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
潜
函
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
潜
函
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

か
ん

か
ん

第
六
百
五
十
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請

第
六
百
五
十
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請

負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
潜
函
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
作
業
従

負
人
の
労
働
者
に
潜
函
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
当
該
潜

か
ん

か
ん

事
者
が
当
該
潜
函
等
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
潜

函
等
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
潜
函
等
に
つ
い

か
ん

か
ん

か
ん

函
等
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ん一

・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
ず
い
道
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ず
い
道
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ず
い
道
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
作

請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
ず

業
従
事
者
が
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
（
落
盤
又
は
肌
落
ち
に

い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
と
き
（
落
盤
又
は
肌
落
ち
に
よ
り
労
働
者

は
だ

は
だ

よ
り
作
業
従
事
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
ず
い
道
等
に

当
該
ず
い
道
等
に
つ
い
て
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
す

つ
い
て
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
す
等
落
盤
又
は
肌
落

は
だ

等
落
盤
又
は
肌
落
ち
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ち
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
だ

。
２

（
略
）

２

（
略
）

（
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き

請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

は
、
当
該
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
、
第
二
編
第
六
章
第
二
節
第
三
款
に
規

ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
、
第
二
編
第
六
章
第
二
節
第
三
款
に
規
定
す
る
ず

定
す
る
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な

い
道
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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（
物
品
揚
卸
口
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
物
品
揚
卸
口
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
三
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
三
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
、
作
業
床
、
物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
坑
又

請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業
床
、
物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
坑
又
は
船
舶
の

は
船
舶
の
ハ
ツ
チ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
設
物
等
の
高
さ
が

ハ
ツ
チ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
設
物
等
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト

二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
墜
落
に
よ
り
作
業
従
事
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

ル
以
上
の
箇
所
で
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
囲
い
、
手
す
り
、
覆
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
ろ
に
囲
い
、
手
す
り
、
覆
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

お
お

お
お

い
。
た
だ
し
、
囲
い
、
手
す
り
、
覆
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上

囲
い
、
手
す
り
、
覆
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
と
き
は

お
お

お
お

困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

注
文
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
床
で
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・

２

注
文
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
床
で
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
箇
所
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
作
業
従
事
者
が
安

五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
箇
所
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
安
全
に

全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
設
通
路
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
架
設
通
路
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
四
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
四
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
架
設
通
路
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
架

請
負
人
の
労
働
者
に
架
設
通
路
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
架
設
通
路
を

設
通
路
を
、
第
五
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
架
設
通
路
の
基
準
に
適
合
す
る

、
第
五
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
架
設
通
路
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
足
場
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
足
場
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
足
場

請
負
人
の
労
働
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
足
場
に
つ
い
て

に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
五
条
の
二

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い

第
六
百
五
十
五
条
の
二

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い

て
、
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
、
作
業
構
台
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、

て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業
構
台
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

当
該
作
業
構
台
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
台
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
ク
レ
ー
ン
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ク
レ
ー
ン
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

請
負
人
の
労
働
者
に
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン

ク
レ
ー
ン
等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

が
定
め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第

基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
四
十
二
条

四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ゴ

請
負
人
の
労
働
者
に
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
を

ン
ド
ラ
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も

（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
局
所
排
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機

請
負
人
の
労
働
者
に
局
所
排
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条

則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て

若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し

規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二

く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
局
所
排
気
装

十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
局
所
排
気
装
置
を
設
け

置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
の
性
能
に

の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お

つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
八
条
の
二

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い

第
六
百
五
十
八
条
の
二

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い

て
、
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
使
用
さ

て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
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せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八

（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に

条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四

ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負

条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
プ
ッ

人
が
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、

。
）
は
、
当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則

当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条

第
十
六
条
の
二
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
二
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
全
体
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
全
体
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
九
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
九
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
全
体
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機

請
負
人
の
労
働
者
に
全
体
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
六
条

則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
又
は
第
十

第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条
（
特

一
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば

。
）
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
全
体
換
気
装
置
の
性
能

場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
全
体
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
七
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準

は
、
有
機
則
第
十
七
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請

第
六
百
六
十
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請

負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
潜
函
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備

負
人
の
労
働
者
に
潜
函
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
で
、
そ
の

か
ん

か
ん

で
、
そ
の
作
業
室
の
内
部
の
圧
力
が
大
気
圧
を
超
え
る
も
の
を
使
用
さ
せ
る

作
業
室
の
内
部
の
圧
力
が
大
気
圧
を
超
え
る
も
の
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、

と
き
は
、
当
該
設
備
を
、
高
圧
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
二

当
該
設
備
を
、
高
圧
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
第

十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
六
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク

請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
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ス
線
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法

を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
二

第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る

条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
六
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ

請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ
線
照
射
装

線
照
射
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て

置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四

は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
で
ガ
ン

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
で
ガ
ン
マ
線
照
射

マ
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
の
義
務
）

（
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
二
条
の
九

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
は
、
法
第
三
十
条

第
六
百
六
十
二
条
の
九

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
は
、
法
第
三
十
条

の
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
元
方
事
業
者
又

の
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
元
方
事
業
者
又

は
指
名
さ
れ
た
事
業
者
が
行
う
作
業
従
事
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な
事
項
に

は
指
名
さ
れ
た
事
業
者
が
行
う
労
働
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

つ
い
て
の
訓
練
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
の
訓
練
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
の
義
務
）

（
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
四
十
四
条

第
六
百
六
十
三
条

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
四
十
四
条

か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら

２

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら

第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補

第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補

修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
の
請
負
人
の
義
務
）

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
六
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
六
十

第
六
百
六
十
三
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
六
十

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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（
報
告
）

（
報
告
）

第
六
百
六
十
四
条

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

第
六
百
六
十
四
条

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作

規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係

業
従
事
者
及
び
関
係
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に

請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当

お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項

該
作
業
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働

を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
作
業
の
開

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
作
業
の
開

始
後
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
名
さ
れ
た
後
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
関
係
請

始
後
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
名
さ
れ
た
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

負
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
指
名
を
受
け
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
特

定
事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
械
等
貸
与
者
）

（
機
械
等
貸
与
者
）

第
六
百
六
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は

第
六
百
六
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は

、
令
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
を
、
相
当
の
対
価
を
得
て
業
と
し
て
、

、
令
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
を
、
相
当
の
対
価
を
得
て
業
と
し
て
、

事
業
を
行
う
者
に
貸
与
す
る
者
と
す
る
。

他
の
事
業
者
に
貸
与
す
る
者
と
す
る
。

（
機
械
等
貸
与
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

（
機
械
等
貸
与
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
百
六
十
六
条

前
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
機
械
等
貸
与
者
」
と
い
う

第
六
百
六
十
六
条

前
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
機
械
等
貸
与
者
」
と
い
う

。
）
は
、
当
該
機
械
等
を
事
業
を
行
う
者
に
貸
与
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置

。
）
は
、
当
該
機
械
等
を
他
の
事
業
者
に
貸
与
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
機
械
等
の
貸
与
で
、
当
該
貸
与
の
対
象
と
な
る
機
械
等

２

前
項
の
規
定
は
、
機
械
等
の
貸
与
で
、
当
該
貸
与
の
対
象
と
な
る
機
械
等

に
つ
い
て
そ
の
購
入
の
際
の
機
種
の
選
定
、
貸
与
後
の
保
守
等
当
該
機
械
等

に
つ
い
て
そ
の
購
入
の
際
の
機
種
の
選
定
、
貸
与
後
の
保
守
等
当
該
機
械
等

の
所
有
者
が
行
う
べ
き
業
務
を
当
該
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
る
事
業
を
行
う

の
所
有
者
が
行
う
べ
き
業
務
を
当
該
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
る
事
業
者
が
行

者
が
行
う
も
の
（
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
一

う
も
の
（
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
設
備
貸
与

第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
設
備
貸
与
機
関
が

機
関
が
行
う
設
備
貸
与
事
業
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

行
う
設
備
貸
与
事
業
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行
う
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

（
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
百
六
十
七
条

機
械
等
貸
与
者
か
ら
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行

第
六
百
六
十
七
条

機
械
等
貸
与
者
か
ら
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
当

う
者
は
、
当
該
機
械
等
を
操
作
す
る
者
が
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
で
な
い
と

該
機
械
等
を
操
作
す
る
者
が
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
で
な
い
と
き
は
、
次
の

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
機
械
等
を
操
作
す
る
者
の
義
務
）

（
機
械
等
を
操
作
す
る
者
の
義
務
）

第
六
百
六
十
八
条

前
条
の
機
械
等
を
操
作
す
る
者
は
、
機
械
等
の
貸
与
を
受

第
六
百
六
十
八
条

前
条
の
機
械
等
を
操
作
す
る
者
は
、
機
械
等
の
貸
与
を
受

け
た
事
業
を
行
う
者
か
ら
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受

け
た
者
か
ら
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
と
き
は

け
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
共
用
の
避
難
用
出
入
口
等
）

（
共
用
の
避
難
用
出
入
口
等
）

第
六
百
七
十
条

法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
（
以
下
「
建
築
物
貸
与
者

第
六
百
七
十
条

法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
（
以
下
「
建
築
物
貸
与
者

」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
避
難
用
の
出
入
口
若
し
く
は
通
路
又
は

」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
避
難
用
の
出
入
口
若
し
く
は
通
路
又
は

す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
器
具
で
、
当
該
建
築
物
の
貸
与

す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
器
具
で
、
当
該
建
築
物
の
貸
与

を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
を
行
う
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
避
難

を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
避
難
用
で
あ

用
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
、
か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

る
旨
の
表
示
を
し
、
か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
保
持

に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
共
用
の
警
報
設
備
等
）

（
共
用
の
警
報
設
備
等
）

第
六
百
七
十
一
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業

第
六
百
七
十
一
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業

を
行
う
者
が
危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
製
造
若
し
く

者
が
危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
製
造
若
し
く
は
取
扱

は
取
扱
い
を
す
る
と
き
、
又
は
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行
う

い
を
す
る
と
き
、
又
は
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
の
労
働
者
で

者
の
労
働
者
で
、
当
該
建
築
物
の
内
部
で
就
業
す
る
も
の
の
数
が
五
十
人
以

、
当
該
建
築
物
の
内
部
で
就
業
す
る
も
の
の
数
が
五
十
人
以
上
で
あ
る
と
き

上
で
あ
る
と
き
は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
す
み
や
か
に
知
ら
せ
る

は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
す
み
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
自
動
警

た
め
の
自
動
警
報
設
備
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
又
は
携
帯
用
拡
声

報
設
備
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
又
は
携
帯
用
拡
声
器
、
手
動
式
サ

器
、
手
動
式
サ
イ
レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
、
か
つ
、
有
効
に
作
動

イ
レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
、
か
つ
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保

す
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
貸
与
建
築
物
の
有
効
維
持
）

（
貸
与
建
築
物
の
有
効
維
持
）

第
六
百
七
十
二
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
の
用

第
六
百
七
十
二
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
、

に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
設
け
た
も
の
を

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て

貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業

、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
当
該
装
置
の
全
部
又

を
行
う
者
が
当
該
装
置
の
全
部
又
は
一
部
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は

は
一
部
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
共
用
部
分
の
機
能
を
有
効

、
当
該
装
置
の
機
能
を
有
効
に
保
持
す
る
た
め
、
点
検
、
補
修
等
の
必
要
な

に
保
持
す
る
た
め
、
点
検
、
補
修
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
貸
与
建
築
物
の
給
水
設
備
）

（
貸
与
建
築
物
の
給
水
設
備
）

第
六
百
七
十
三
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
の
用

第
六
百
七
十
三
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
飲

に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
飲
用
又
は
食
器
洗
浄
用
の
水
を
供
給
す
る
設
備
を
設

用
又
は
食
器
洗
浄
用
の
水
を
供
給
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と

け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
を
、
水
道
法
第
三
条
第
九
項
に

き
は
、
当
該
設
備
を
、
水
道
法
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
又
は

規
定
す
る
給
水
装
置
又
は
同
法
第
四
条
の
水
質
基
準
に
適
合
す
る
水
を
供
給

同
法
第
四
条
の
水
質
基
準
に
適
合
す
る
水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
排
水
設
備
）

（
貸
与
建
築
物
の
排
水
設
備
）

第
六
百
七
十
四
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
の
用

第
六
百
七
十
四
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
排

に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
排
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と

水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
の
正
常

き
は
、
当
該
設
備
の
正
常
な
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
汚
水
の
漏
水

な
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
汚
水
の
漏
水
等
が
生
じ
な
い
よ
う
、
補

等
が
生
じ
な
い
よ
う
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
清
掃
等
）

（
貸
与
建
築
物
の
清
掃
等
）

第
六
百
七
十
五
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
の
用

第
六
百
七
十
五
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸

に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
清
潔
を
保
持
す

与
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
清
潔
を
保
持
す
る
た
め
、
当
該
建
築
物
の

る
た
め
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行
う
者
と
の
協
議
等
に
よ

貸
与
を
受
け
た
事
業
者
と
の
協
議
等
に
よ
り
、
清
掃
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等

り
、
清
掃
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
に
係
る
措
置
と
し
て
、
次
の
各
号

の
防
除
に
係
る
措
置
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ

に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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（
便
宜
の
供
与
）

（
便
宜
の
供
与
）

第
六
百
七
十
六
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業

第
六
百
七
十
六
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業

を
行
う
者
か
ら
、
局
所
排
気
装
置
、
騒
音
防
止
の
た
め
の
障
壁
そ
の
他
労
働

者
か
ら
、
局
所
排
気
装
置
、
騒
音
防
止
の
た
め
の
障
壁
そ
の
他
労
働
災
害
を

災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
設
置

防
止
す
る
た
め
必
要
な
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
設
置
に
伴
う

に
伴
う
建
築
物
の
変
更
の
承
認
、
当
該
設
備
の
設
置
の
工
事
に
必
要
な
施
設

建
築
物
の
変
更
の
承
認
、
当
該
設
備
の
設
置
の
工
事
に
必
要
な
施
設
の
利
用

の
利
用
等
の
便
宜
の
供
与
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
供
与
す
る
よ
う

等
の
便
宜
の
供
与
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
供
与
す
る
よ
う
に
し
な

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
便
所
）

（
貸
与
建
築
物
の
便
所
）

第
六
百
七
十
七
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
設
け
る
便
所
で

第
六
百
七
十
七
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
設
け
る
便
所
で

当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
を
行
う
者
が
共
用
す
る
も
の

当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い

に
つ
い
て
は
、
第
六
百
二
十
八
条
第
一
項
各
号
及
び
第
六
百
二
十
八
条
の
二

て
は
、
第
六
百
二
十
八
条
第
一
項
各
号
及
び
第
六
百
二
十
八
条
の
二
に
規
定

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
設
け
る
べ
き
便
房
等
に
つ

場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
設
け
る
べ
き
便
房
等
に
つ
い
て
は

い
て
は
、
当
該
便
所
を
共
用
す
る
事
業
を
行
う
者
の
労
働
者
数
を
合
算
し
た

、
当
該
便
所
を
共
用
す
る
事
業
者
の
労
働
者
数
を
合
算
し
た
数
に
基
づ
い
て

数
に
基
づ
い
て
設
け
る
も
の
と
す
る
。

設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
警
報
及
び
標
識
の
統
一
）

（
警
報
及
び
標
識
の
統
一
）

第
六
百
七
十
八
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
お
い
て
火
災
の

第
六
百
七
十
八
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
お
い
て
火
災
の

発
生
、
特
に
有
害
な
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
非
常
の
事
態
が
発
生
し
た
と

発
生
、
特
に
有
害
な
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
非
常
の
事
態
が
発
生
し
た
と

き
に
用
い
る
警
報
を
、
あ
ら
か
じ
め
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物

き
に
用
い
る
警
報
を
、
あ
ら
か
じ
め
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物

の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行
う
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

建
築
物
貸
与
者
は
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
建

２

建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸
与
す
る
場
合
に

築
物
を
貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
内
部
に
第
六
百
四
十
条

お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
内
部
に
第
六
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き

又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を

は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該

表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た

建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
を
行
う
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
業
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
共
用
部
分
に
お
け
る
墜
落
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
六
百
七
十
九
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
の
う
ち
、
貸
与
を

（
新
設
）
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受
け
た
二
以
上
の
事
業
を
行
う
者
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
（

以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
百
八
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
「
共
用
部
分
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
の
端
、
開
口
部
等
で

墜
落
に
よ
り
事
業
を
行
う
者
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
労

働
者
」
と
い
う
。
）
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
囲
い
、

手
す
り
、
覆
い
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
囲
い
等
」
と
い
う
。
）
を
設

お
お

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

建
築
物
貸
与
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
な
と
き
は
、
防
網
の
設
備
を
設
け
、
立
入
区
域
を
設
定
す
る
等
墜

落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
共
用
部
分
に
お
け
る
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
）

第
六
百
八
十
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
の
共
用
部
分
の
う
ち

（
新
設
）

、
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
箇
所
に
は
、
事
業
を
行
う

者
の
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
る
こ
と
が
建
築
物

の
構
造
や
当
該
建
築
物
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
事
業
の
性

質
上
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
、
防
網
の
設
備
を
設
け
、
立
入
区
域
を

設
定
す
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
共
用
部
分
の
通
路
）

第
六
百
八
十
一
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
の
共
用
部
分
に
お

（
新
設
）

け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

用
途
に
応
じ
た
幅
を
有
す
る
こ
と
。

二

通
路
面
は
、
つ
ま
ず
き
、
す
べ
り
、
踏
抜
等
の
危
険
の
な
い
状
態
に
保

持
す
る
こ
と
。

三

通
路
面
か
ら
高
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
に
障
害
物
を
置
か
な
い
こ
と
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。
（
共
用
部
分
の
通
路
の
照
明
）

第
六
百
八
十
二
条

建
築
物
貸
与
者
は
、
前
条
の
通
路
に
は
、
正
常
の
通
行
を

（
新
設
）

妨
げ
な
い
程
度
に
、
採
光
又
は
照
明
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
事
業
を
行
う
者
の
労
働
者
が
常
時
通
行

の
用
に
供
し
な
い
地
下
室
等
で
通
行
す
る
場
合
、
適
当
な
照
明
具
を
所
持
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
及
び
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第

2
1
号
の
２

の
２

（
第

9
5
条
の
３
関
係
）
 

 （
第
１
面
）
 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

 

立
 

入
 
検

 
査
 
証

 
   

 

写
 

 
真
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
官

職
 
  
 氏

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

名
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
年

 
 
 

月
 

 
 

 日
生

 

 

 

上
記

の
者
は

、
 
 

の
規

定
に
よ

り
立
入
検

査
を

す
る

職
員
で
あ

る
こ
 

と
を

証
明
す

る
。
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 

 
日

 

   

厚
生

労
働
大

臣
又
は
都

道
府

県
労

働
局
長
 

印
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 印
 

 
 

 
 

 

又
 

は
 

  
 

 

刻
印

 



（
第
２
面
）
 

 

労
働

安
全

衛
生

法
 

（
抄

）
 

(
厚

生
労

働
大

臣
等

の
権

限
)
 
 

第
9
6
条

 
厚

生
労

働
大

臣
は

、
型

式
検

定
に

合
格

し
た

型
式

の
機

械
等

の
構

造
並

び
に

当
該

機
械

等
を

製
造

し
、

及
び

検
査

す
る

設
備

等
に

関
し

労
働

者
の

安
全

と
健

康
を

確
保

す
る

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ

の
職

員
を

し
て

当
該

型
式

検
定

を
受

け
た

者
の

事
業

場
又

は
当

該
型

式
検

定
に

係
る

機
械

等
若

し
く

は
設

備
等

の
所

在
す

る
と

認
め

る
場

所

に
立

ち
入

り
、

関
係

者
に

質
問

さ
せ

、
又

は
当

該
機

械
等

若
し

く
は

設
備

等
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

２
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

業
務

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

そ

の
職

員
を

し
て

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

事
務

所
に

立
ち

入
り

、
関

係
者

に
質

問
さ

せ
、

又
は

そ
の

業
務

に
関

係
の

あ
る

帳
簿

若
し

く
は

書
類

(
そ

の
作

成
、

備
付

け
又

は
保

存
に

代
え

て
電

磁
的

記
録

の
作

成
、

備
付

け
又

は
保

存
が

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
電

磁
的

記
録

を
含

む
。

)
を

検
査

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

３
 

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

労
働

局
長

は
、

登
録

設
計

審
査

等
機

関
、

登
録

性
能

検
査

機
関

、
登

録
個

別
検

定
機

関

、
登

録
型

式
検

定
機

関
、

検
査

業
者

、
指

定
試

験
機

関
、

登
録

教
習

機
関

、
指

定
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

試
験

機
関

又
は

指
定

登
録

機
関

(
外

国
登

録
設

計
審

査
等

機
関

、
外

国
登

録
性

能
検

査
機

関
、

外
国

登
録

個
別

検
定

機
関

及
び

外
国

登
録

型
式

検
定

機
関

（
第

1
2
3
条

第
１

号
に

お
い

て
「

外
国

登
録

設
計

審
査

等
機

関
等

」
と

い
う

。
）

を
除

く
。

)
（

以
下

「
登

録
設

計
審

査
等

機
関

等
」

と
い

う
。

)
の

業
務

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

そ
の

職
員

を
し

て
こ

れ
ら

の
事

務
所

に
立

ち
入

り
、

関
係

者
に

質
問

さ
せ

、
又

は
そ

の
業

務
に

関
係

の
あ

る
帳

簿
、

書
類

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

４
 

都
道

府
県

労
働

局
長

は
、

労
働

衛
生

指
導

医
を

前
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
事

務
に

参
画

さ
せ

る
た

め
必

要
が

あ
る

と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
労

働
衛

生
指

導
医

を
し

て
事

業
場

に
立

ち
入

り
、

関
係

者
に

質
問

さ
せ

、
又

は
作

業
環

境
測

定
若

し
く

は
健

康
診

断
の

結
果

の
記

録
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

５
 

第
9
1
条

第
３

項
及

び
第

４
項

の
規

定
は

、
前

各
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

  
 



（
第
３
面
）
 

 

（
参

考
）

 

 

(
労

働
基

準
監

督
官

の
権

限
)
 
 

第
9
1
条

 
（

第
１

項
及

び
第

２
項

 
略

）
 

３
 

前
２

項
の

場
合

に
お

い
て

、
労

働
基

準
監

督
官

は
、

そ
の

身
分

を
示

す
証

票
を

携
帯

し
、

関
係

者
に

提
示

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 
 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
。

   （
第
４
面
）
 

 

労
働

災
害

防
止

団
体

法
（

抄
）

 

(
報

告
等

)
 
 

第
5
2

条
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

こ
の

法
律

の
適

正
か

つ
円

滑
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

労
働

災
害

防
止

団
体

に
対

し
て

、
そ

の
業

務
に

関
し

必
要

な
報

告
を

命
じ

、
又

は
そ

の
職

員
に

、
労

働
災

害
防

止
団

体

の
事

務
所

に
立

ち
入

り
、

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
必

要
な

物
件

を
検

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
す

る
職

員
は

、
そ

の
身

分
を

示
す

証
票

を
携

帯
し

、
関

係
者

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
。

  （
縦

7
.
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

1
1
.
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
 

 
 



（
第
５
面
）
 

 

作
業

環
境

測
定

法
（

抄
）

 

(
厚

生
労

働
大

臣
等

の
権

限
)
 

第
4
1

条
 

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

労
働

局
長

は
、

作
業

環
境

測
定

機
関

、
指

定
試

験
機

関
、

登
録

講
習

機
関

又
は

指
定

登
録

機
関

の
業

務
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ

の
職

員
を

し
て

こ
れ

ら
の

事
務

所
に

立
ち

入
り

、
関

係
者

に
質

問
し

、
そ

の
業

務
に

関
係

の
あ

る
帳

簿
、

書
類

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
し

、
又

は
検

査
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
無

償
で

作
業

環
境

測
定

機
関

の
業

務
に

関
係

の
あ

る
試

料
そ

の
他

の
物

件
を

収
去

さ
せ

る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

２
 

第
3
9
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

  （
第
６
面
）
 

 

（
参

考
）

 

 
(
労

働
基

準
監

督
官

の
権

限
)
 

第
3
9
条

 
（

第
１

項
 

略
）

 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

労
働

基
準

監
督

官
は

、
そ

の
身

分
を

示
す

証
票

を
携

帯
し

、
関

係
者

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
。

  



様
式
第

2
1
号
の
２

の
３

（
第

9
5
条
の
３
の
２
関
係
）
 

 （
表
面
）
 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

 

立
 

入
 
検

 
査
 
証

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

氏
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
年

 
 
 

月
 

 
 

 日
生

 

 

 

上
記

の
者
は

、
労
働
安

全
衛

生
法

（
昭
和
４

７
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

年
法
律

第
５

７
号

）
第
９
６

条
の

２
の

規
定
に

よ
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

  
 
 
り
立

入
検

査
を

す
る
職
員

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

  
 
 
る
。

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月

 
 

 
日

 

   

独
立

行
政
法

人
労
働
者

健
康

安
全

機
構
理
事

長
 

印
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 印
 

 
 

 
 

 

又
 

は
 

  
 

 

刻
印

 



（
裏
面
）
 

 

労
働

安
全

衛
生

法
（

昭
和

四
十

七
年

法
律

第
五

十
七

号
）

 
（

抄
）

 

(
機

構
に

よ
る

労
働

災
害

の
原

因
の

調
査

等
の

実
施

)
 
 

第
九

十
六

条
の

二
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、
第

九
十

三
条

第
二

項
又

は
第

三
項

の
規

定

に
よ

る
労

働
災

害
の

原
因

の
調

査
が

行
わ

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
労

働
災

害

の
規

模
そ

の
他

の
状

況
か

ら
判

断
し

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
独

立
行

政
法

人
労

働
者

健
康

安
全

機
構

（
以

下
「

機
構

」
と

い
う

。
）

に
、

当
該

調
査

を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
機

構
に

、
第

九
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
（

前
項

に
規

定
す

る
調

査
に

係
る

も
の

に
限

る

。
）

を
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、
前

項
の

規
定

に
よ

り
機

構
に

立
入

検
査

を
行

わ
せ

る
場

合

に
は

、
機

構
に

対
し

、
当

該
立

入
検

査
の

場
所

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
示

し
て

こ

れ
を

実
施

す
べ

き
こ

と
を

指
示

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

機
構

は
、

前
項

の
指

示
に

従
つ

て
立

入
検

査
を

行
つ

た
と

き
は

、
そ

の
結

果
を

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

第
九

十
一

条
第

三
項

及
び

第
四

項
の

規
定

は
、
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検

査
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

三
項

中
「

労
働

基
準

監

督
官

」
と

あ
る

の
は

、
「

独
立

行
政

法
人

労
働

者
健

康
安

全
機

構
の

職
員

」
と

読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

(
機

構
に

対
す

る
命

令
)
 
 

第
九

十
六

条
の

三
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、
前

条
第

一
項

に
規

定
す

る
調

査
に

係
る

業

務
及

び
同

条
第

二
項

に
規

定
す

る
立

入
検

査
の

業
務

の
適

正
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

機
構

に
対

し
、

こ
れ

ら
の

業
務

に
関

し

必
要

な
命

令
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
百

二
十

条
 

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
当

該
違

反
行

為
を

し
た

者
は

、
五

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 
 

一
～

三
 

（
略

）
 

四
 

第
九

十
一

条
第

一
項

若
し

く
は

第
二

項
、
第

九
十

四
条

第
一

項
又

は
第

九
十

六
条

第
一

項
、

第
二

項
若

し
く

は
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

り
、

検
査

、
作

業
環

境
測

定
、

収
去

若
し

く
は

検
診

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
陳

述
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し

た
と

き
。

 
 

五
・

六
 

（
略

）
 

 

(
参

考
)
 

(
労

働
基

準
監

督
官

の
権

限
)
 

第
九

十
一

条
 

(
略

)
 
 

２
 

（
略

）
 
 

３
 

前
二

項
の

場
合

に
お

い
て

、
労

働
基

準
監

督
官

は
、

そ
の

身
分

を
示

す
証

票

を
携

帯
し

、
関

係
者

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

４
 

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら

れ
た

も
の

と
解

釈
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

(
産

業
安

全
専

門
官

及
び

労
働

衛
生

専
門

官
)
 
 

第
九

十
三

条
 

（
略

）
 

２
 

産
業

安
全

専
門

官
は

、
第

三
十

七
条

第
一

項
の

許
可

、
特

別
安

全
衛

生
改

善

計
画

、
安

全
衛

生
改

善
計

画
及

び
届

出
に

関
す

る
事

務
並

び
に

労
働

災
害

の
原

因
の

調
査

そ
の

他
特

に
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

事
務

で
、

安
全

に
係

る
も

の
を

つ
か

さ
ど

る
ほ

か
、

事
業

者
、

労
働

者
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
、

労
働

者
の

危
険

を
防

止
す

る
た

め
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

指
導

及
び

援
助

を
行

う
。

 
 

３
 

労
働

衛
生

専
門

官
は

、
第

五
十

六
条

第
一

項
の

許
可

、
第

五
十

七
条

の
四

第

四
項

の
規

定
に

よ
る

勧
告

、
第

五
十

七
条

の
五

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
指

示
、

第
六

十
五

条
の

規
定

に
よ

る
作

業
環

境
測

定
に

つ
い

て
の

専
門

技
術

的
事

項
、

特
別

安
全

衛
生

改
善

計
画

、
安

全
衛

生
改

善
計

画
及

び
届

出
に

関
す

る
事

務
並

び
に

労
働

災
害

の
原

因
の

調
査

そ
の

他
特

に
専

門
的

知
識

を
必

要
と

す
る

事
務

で
、

衛
生

に
係

る
も

の
を

つ
か

さ
ど

る
ほ

か
、

事
業

者
、

労
働

者
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
、

労
働

者
の

健
康

障
害

を
防

止
す

る
た

め
必

要
な

事
項

及
び

労
働

者
の

健
康

の
保

持
増

進
を

図
る

た
め

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
指

導
及

び
援

助
を

行
う

。
 
 

４
 

（
略

）
 

(
産

業
安

全
専

門
官

及
び

労
働

衛
生

専
門

官
の

権
限

)
 
 

第
九

十
四

条
 

産
業

安
全

専
門

官
又

は
労

働
衛

生
専

門
官

は
、

前
条

第
二

項
又

は

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
事

務
を

行
う

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
事

業
場

に
立

ち
入

り
、

関
係

者
に

質
問

し
、

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

し
、

若
し

く
は

作
業

環
境

測
定

を
行

い
、

又
は

検
査

に
必

要
な

限
度

に
お

い
て

無
償

で
製

品
、

原
材

料
若

し
く

は
器

具
を

収
去

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

（
略

）

（
縦

7
.0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

1
1
.0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
 



- 63 -

（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 64 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

（
削
る
）

第
一
章
の
二

特
別
特
定
機
械
等
（
第
二
条
の
二
）

第
二
章
～
第
八
章

（
略
）

第
二
章
～
第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
削
る
）

第
一
章
の
二

特
別
特
定
機
械
等

（
特
別
特
定
機
械
等
）

（
削
る
）

第
二
条
の
二

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
定
機
械
等
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ
イ

ラ
ー
を
除
く
。
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
（
小
型
圧

力
容
器
を
除
く
。
第
三
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
三
条

ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
条

ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
ボ
イ

を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、

ラ
ー
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（

府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
の
許
可

以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
ボ

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
ボ
イ
ラ
ー
と
型
式
が

イ
ラ
ー
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
ボ
イ
ラ
ー
（
以
下
「
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
」

同
一
で
あ
る
ボ
イ
ラ
ー
（
以
下
「
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
製
造
許
可
申
請
書
（

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
製
造
許
可
申
請
書
（

様
式
第
一
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
を
示
す
図
面
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び

様
式
第
一
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
を
示
す
図
面
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」

い
。

と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
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働
局
長
が
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
設
計
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
以
下
「
製
造
許
可
基
準
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
当
該
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の

審
査
（
こ
の
章
及
び
第
三
章
に
お
い
て
「
設
計
審
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務

の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
を
示

す
図
面
並
び
に
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と

す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
以
下
「
登
録
設
計

一

強
度
計
算

審
査
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
よ
う
と
す

る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の
が
行

つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

ボ
イ
ラ
ー
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設
備
の
種
類
、
能
力
及
び
数

二

ボ
イ
ラ
ー
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設
備
の
種
類
、
能
力
及
び
数

ロ

工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

三

工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

ハ

工
作
者
の
資
格
及
び
数

四

工
作
者
の
資
格
及
び
数

ニ

溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法
試
験
結
果

五

溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法
試
験
結
果

三

強
度
計
算
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
三
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
ボ
イ
ラ
ー
の

構
造
を
示
す
図
面
及
び
ボ
イ
ラ
ー
の
強
度
計
算
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
ボ
イ
ラ
ー
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
変
更
報
告
）

（
変
更
報
告
）

第
四
条

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ボ
イ
ラ

第
四
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー

ー
又
は
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第

又
は
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
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二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
検
査
）

（
構
造
検
査
）

第
五
条

ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
五
条

ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

り
、
同
項
の
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
以
下
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
設
計
審
査
等

」
と
い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
登
録
設
計
審
査
等

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

２

溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
設
計
審
査
等
機

査
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査

関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
構
造
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受

機
関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
構
造
検
査
」
と
い
う
。
）
を

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
構
造
検
査
申
請
書
（
様

３

構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
構
造
検
査
申
請
書
（
様

式
第
二
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
設
計

式
第
二
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造

審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る

第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す

。

る
。

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
に

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー

つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る

に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す

。

る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
五
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局

第
五
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局

長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い

長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
同
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登
録

場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」

製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
組
立
式

又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長

ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

（
組
立
式
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
地
を
管
轄
す
る

労
働
局
長
）
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。
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都
道
府
県
労
働
局
長
）
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
）

（
溶
接
検
査
）

第
七
条

溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十

第
七
条

溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な

つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
附
属
設

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
が
附
属
設
備
（
過
熱
器
及
び

備
（
過
熱
器
及
び
節
炭
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

節
炭
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
圧
縮
応
力
以

く
は
圧
縮
応
力
以
外
の
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
み
が
溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ

外
の
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
み
が
溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
貫
流
ボ
イ

ー
又
は
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
（
気
水
分
離
器
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く

ラ
ー
（
気
水
分
離
器
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

。
）
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で

り
で
な
い
。

き
な
い
と
き
は
、
他
の
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ
の
章

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
溶
接
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
ボ

章
に
お
い
て
「
溶
接
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

イ
ラ
ー
の
溶
接
作
業
に
着
手
す
る
前
に
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
検
査
申
請
書
（
様

ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
作
業
に
着
手
す
る
前
に
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
検
査
申
請
書
（

式
第
七
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
（
様
式
第
八
号
）
を
添
え
て
、
登
録

様
式
第
七
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
（
様
式
第
八
号
）
を
添
え
て
、
登

設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式

九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付

第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に
交

す
る
。

付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
七
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局

第
七
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局

長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い

長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
同
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登
録

場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」

製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録

又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長

製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）
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第
十
二
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

第
十
二
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造

当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ

時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

外
国
に
お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

２

外
国
に
お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査

規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
た

該
ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

。
３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ
の

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
行
う
検
査
（
以
下
こ

章
に
お
い
て
「
使
用
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ

の
章
に
お
い
て
「
使
用
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ

ラ
ー
使
用
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式
第

イ
ラ
ー
使
用
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式

三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

。

な
い
。

４

ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

４

ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー

の
構
造
が
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し

の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ボ
イ

て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も

ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働

の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か

に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る

第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す

。

る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
に

６

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー

つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る

に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す

。

る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
十
二
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働

第
十
二
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働

局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お

局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
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い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登

い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登

録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
設
計

録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製

審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
）

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
業
務
を
廃
止

（
新
設
）

（
登
録
の
取
消
し
及
び
登
録
の
失
効
を
含
む
。
）
し
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
が
交
付
し
た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損

傷
し
た
と
き
は
、
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
検

査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県

労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
再
交
付
し

た
検
査
証
に
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
、
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対

し
、
与
え
る
も
の
と
す
る
。

５

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
期
間
そ

（
新
設
）

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

令
第
四
十
四
号
。
以
下
「
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
基
づ
く
報
告

そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性

能
検
査
（
以
下
「
性
能
検
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
等
に
基
づ
く
も
の
と
す

る
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
二
十
六
条

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準
の
う
ち

第
二
十
六
条

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項

ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て

の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る

は
な
ら
な
い
。

。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
性
能
検
査
等
）

（
性
能
検
査
等
）

第
三
十
八
条

ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
三
十
八
条

ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
検
査
証
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

は
、
当
該
検
査
証
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
、
性
能
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
（
以
下
「
性
能
検
査

」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
四
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
（
小
型
圧
力
容
器
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い

第
四
十
九
条

第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う

て
同
じ
。
）
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
圧

と
す
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

力
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
の
許
可
を
受

局
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
第
一
種

け
て
い
る
第
一
種
圧
力
容
器
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
第
一
種
圧
力
容
器
（
以

圧
力
容
器
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
「
許
可
型
式
第

下
「
許
可
型
式
第
一
種
圧
力
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

一
種
圧
力
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
製
造
許
可
申

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
製
造
許
可
申

請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
を
示
す
図
面
並
び
に
次

請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
を
示
す
図
面
及
び
次
の

の
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
三
条
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
当
該
第
一
種
圧

力
容
器
の
設
計
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
を
示
す
図
面
並
び
に
次
の

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
う
ち
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
よ
う

一

強
度
計
算

と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の

が
行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

第
一
種
圧
力
容
器
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設
備
の
種
類
、
能
力

二

第
一
種
圧
力
容
器
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設
備
の
種
類
、
能
力
及

及
び
数

び
数

ロ

工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

三

工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

ハ

工
作
者
の
資
格
及
び
数

四

工
作
者
の
資
格
及
び
数

ニ

溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法
試
験
結
果

五

溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法
試
験
結
果
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三

強
度
計
算
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
四
十
九
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に

第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
を
示
す
図
面
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
の
強
度
計
算

そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計

審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号

の
三
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
変
更
報
告
）

（
変
更
報
告
）

第
五
十
条

第
四
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る

第
五
十
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
第
一
種

第
一
種
圧
力
容
器
又
は
許
可
型
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
す
る
場
合
に
お

圧
力
容
器
又
は
許
可
型
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、

い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
工
作
責
任
者
を
変
更

同
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
検
査
）

（
構
造
検
査
）

第
五
十
一
条

第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項

第
五
十
一
条

第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た

の
規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

な
い
。

該
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他

の
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
構
造
検
査
申
請

３

構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
構
造
検
査
申
請

書
（
様
式
第
二
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を

書
（
様
式
第
二
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を

添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器

様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請

に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
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者
に
交
付
す
る
。

請
者
に
交
付
す
る
。

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧
力

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧

容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六
号

力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六

）
を
交
付
す
る
。

号
）
を
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

第
五
十
一
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

働
局
長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
設

関
」
又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働

置
地
で
組
み
立
て
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
置
地
を
管
轄

局
長
（
設
置
地
で
組
み
立
て
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
置

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す

る
。

（
溶
接
検
査
）

（
溶
接
検
査
）

第
五
十
三
条

溶
接
に
よ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
五
十
三
条

溶
接
に
よ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い

、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い

て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

な
ら
な
い
（
圧
縮
応
力
以
外
の
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
み
が
溶
接
に
よ
る

し
、
圧
縮
応
力
以
外
の
応
力
を
生
じ
な
い
部
分
の
み
が
溶
接
に
よ
る
第
一
種

第
一
種
圧
力
容
器
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の

圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
溶
接
検
査
」
と
い

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
溶
接
検
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
作
業
に

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
作
業
に

着
手
す
る
前
に
、
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
検
査
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に

着
手
す
る
前
に
、
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
検
査
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に

第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
（
様
式
第
八
号
）
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審

第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
（
様
式
第
八
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時

査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器

様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
を

に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
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申
請
者
に
交
付
す
る
。

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
五
十
三
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

第
五
十
三
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

働
局
長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は

関
」
又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

局
長
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
五
十
七
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

第
五
十
七
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受

れ
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

外
国
に
お
い
て
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第

２

外
国
に
お
い
て
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
登
録
製
造
時
等
検

等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に

査
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

お
い
て
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
使
用
検
査
」
と

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
使
用
検
査
」
と

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
使
用
検
査
申
請
書

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
使
用
検
査
申
請
書

（
様
式
第
十
三
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を

（
様
式
第
十
三
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を

添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用

４

第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
第

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
第

一
種
圧
力
容
器
の
構
造
が
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造

一
種
圧
力
容
器
の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外

る
基
準
（
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て

国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る

い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の

こ
と
が
で
き
る
。

に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 74 -

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器

様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請

に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申

者
に
交
付
す
る
。

請
者
に
交
付
す
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧
力

６

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
第
一
種
圧

容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六
号

力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六

）
を
交
付
す
る
。

号
）
を
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

適
用
）

第
五
十
七
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

第
五
十
七
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

働
局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
設

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録

計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
）

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
業
務
を
廃
止

（
新
設
）

（
登
録
の
取
消
し
及
び
登
録
の
失
効
を
含
む
。
）
し
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
が
交
付
し
た
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を
滅

失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い

る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に

第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
、
都

道
府
県
労
働
局
長
が
再
交
付
し
た
検
査
証
に
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、

種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
、
移
動
式
第
一

種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
与
え
る
も
の
と
す
る
。

５

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
期
間
そ

（
新
設
）

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
登
録
省
令
第
九
条
に
基
づ
く
報
告
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そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
の
性
能
検
査
の
結
果
等

に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
六
十
四
条

事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準

第
六
十
四
条

事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条

の
う
ち
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
係

ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第

第
百
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第

二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
は
、

二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

一

ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
で
、
船
舶
安
全

一

ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
で
、
船
舶
安
全

法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る

法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る

も
の
又
は
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の

第
三
条
か
ら
第
八
条
ま

も
の
又
は
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の

第
二
条
の
二
か
ら
第
八

で
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三

条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、

十
三
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六

第
三
十
三
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら

十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条

第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十

か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
の
二

二
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条

、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

の
二
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
49条

関
係
）
 

( 
 
 

) 
製

造
許

可
申

請
書
 

事
業

場
の

名
称
 

 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話
 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

※
 
製

造
予

定
の

ボ
イ

ラ
ー

又
は

第
一

種
 

圧
力

容
器

の
種

類
 

 
 

最
高

使
用

圧
力
 

MPa 
 

ボ
イ

ラ
ー

又
は

圧
力

容
器

の
製
造

に
関

す
る

経
歴

の
概

要
 

 
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
よ
る
設
計
審
査
 

有
 
・
 
無
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
収

入
印

紙
 

申
請
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
労
働
局
長
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
該
当
す
る
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
第
一
種
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
※
の
欄
に
そ
の
形
式
(円

筒
形
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
付
、
角
形
等
)を

併
記
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
４
 
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
の
２
、
第
49条

の
２
関
係
）
 ( 

 
) 

設
計

審
査

申
請

書
 

事
業

場
の

名
称
 

 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

※
 
製

造
予

定
の

ボ
イ

ラ
ー

又
は

 
第

一
種

圧
力

容
器

の
種

類
 

 
 

最
高

使
用

圧
力
 

MPa 
 

製
造

許
可

申
請

予
定

局
 

 
備

考
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 

申
請
者
氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
該
当
す
る
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
第
一
種
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
※
の
欄
に
そ
の
形
式

(円
筒
形
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
付
、
角
形
等

)を
併
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
３
 
「
製
造
許
可
申
請
予
定
局
」
の
欄
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
を
記
入
す
る
こ
と
。

 



様式第１号の３（第３条の２、第 49条の２関係） 

 

（  ）設計審査結果証明書 

 

１ 証明書番号  ２ 証明年月日 年  月  日 

３ 事 業 場 の 名 称 
 

４ 事 業 場 の 所 在 地 
電話   (    )     

５ 

製造予定のボイラー 

又は第一種圧力容器の 

種 類  

６ 最 高 使 用 圧 力 MPa    

７ 審 査 員 の 氏 名  

 

      年  月  日 

 

               殿 

 

 

登録設計審査等機関 

 

備考 

 １ 表題の( )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

 ２ 都道府県労働局に製造許可申請を行う際には、本証明書の原本を添付すること。 

 ３ 本証明書を紛失した場合には、発行した登録設計審査等機関の業務規程に基づき、再交

付処理を行うこと。 
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
２
号
（
第
５
条
、
第
51条

関
係
）
 

( 
 
 

) 
構

造
検

査
申

請
書
 

種
類
 

 
 

最
高

使
用

圧
力
 

MPa 
伝
熱
面
積
又
は
内
容
積
 

m
2・

m
3 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
製

造
許

可
番

号
 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
号
 

登
録

設
計

審
査

等
機

関
の

名
称
 

 

溶
接

検
査

刻
印

番
号
 

 
 

受
検

地
 

電
話
 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

受
検

希
望

日
 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 

収
入

印
紙
 

 

申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
該
当
す
る
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
受
検
地
」
の
欄
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
所
在
地
を
記
入
し
、
か
つ
、
申
請
者
の
連
絡
先
(電

話
番
号
)を

併
記
す
る
こ
と
。
 

 
 
４
 
使
用
を
廃
止
し
た
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
を
改
修
し
て
製
造
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
旨
を
「
種
類
」
の
欄
に
併
記
す
る
こ
と
。
 

 
 
５
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
し
、
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
７
号
（
第
７
条
、
第
53
条
関
係
）
 

( 
 
 
) 

溶
接

検
査

申
請

書
 

種
類

 
 
 

最
高

使
用

圧
力

 
MPa 

伝
熱
面
積
又
は
内
容
積

 
m
2・

m
3 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
番

号
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

登
録

設
計

審
査

等
機

関
の

名
称
 
 

受
検

地
 
 
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

溶
接

着
手

予
定

年
月

日
 
 
 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 

収
入

印
紙
 

  
 
 
 
 
 
 
 
殿

 
申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

 
)内

に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
該
当
す
る
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
溶
接
着
手
予
定
年
月
日
」
の
欄
の

( 
 

)内
に
は
、
溶
接
期
間
が
１
月
以
上
の
場
合
に
溶
接
完
了
予
定
年
月
日
を
付
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
４
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
し
、
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第13号（第12条、第57条関係） 

(   )使用検査申請書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 伝熱面積又は内容積 m2・m3 

ボイラー又は第一種圧
力 容 器 の 経 歴 概 要 

  

登録設計審査等機関の
名 称 

 

受 検 地 
  

電話   (    )     

受 検 希 望 日        年   月   日 

      年  月  日 

  収 入 印 紙 申請者 
住 所       

氏 名       

 

            殿 

 

 備考 

  １ 表題の(  )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入す

ること。 

  ２ 「登録設計審査等機関の名称」の欄は、登録設計審査等機関が設計審査を行つた

場合に記入すること。 

  ３ 「受検地」の欄は、当該ボイラー又は第一種圧力容器の所在地を記入し、かつ、

申請者の連絡先(電話番号)を併記すること。 

  ４ 都道府県労働局長に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、

申請者において消印しないこと。 

  ５ 当該ボイラー又は第一種圧力容器について申請前に受けた検査に関する資料があ

るときには、当該資料を添付すること。 
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様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



収  入 
 
印  紙 

様式第 16号（第 15条、第 44条、第 60条、第 79条関係） 

（        ）検査証
再交付

書 替
申請書 

事 業 場 の 所 在 地  検査証番号 第      号 

事 業 場 の 名 称  

種 類  

最 高 使 用 圧 力  MPa 

伝熱面積又は内容積  ㎡・㎥ 

再交付又は書替えの理由  

  年  月  日 

 

          申請者 氏 名 

 

労 働 局 長 

労 働 基 準 監 督 署 長 殿 

登 録 設 計 審 査 等 機 関 

 

備考 

１ 表題の（ ）には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

２ 表題の「再交付」及び「書替」のうち、該当しない文字は、抹消すること。 

３ 所轄労働基準監督署長又は所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申

請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、申請者において消印しない

こと。 
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（
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ク
レ
ー
ン
製
造
許
可
申
請
書
（

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ク
レ
ー
ン
製
造
許
可
申
請
書
（

様
式
第
一
号
）
に
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に

様
式
第
一
号
）
に
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

、
当
該
ク
レ
ー
ン
の
設
計
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
（
以
下
「
製
造
許
可
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該

特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
こ

の
章
か
ら
第
六
章
に
お
い
て
「
設
計
審
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
全
部
又

は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
並
び
に
次
の

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
以
下
「

一

強
度
計
算
の
基
準

登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し

よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る

も
の
が
行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
三
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
は
、
ク
レ
ー
ン
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
ク
レ
ー
ン
の

組
立
図
及
び
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
ク
レ
ー
ン
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
四
条

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ク
レ
ー

第
四
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ク
レ
ー
ン

ン
又
は
許
可
型
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第

又
は
許
可
型
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二

二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
設
置
届
）

（
設
置
届
）

第
五
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十

第
五
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
労
働
安
全

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ク
レ
ー
ン
設
置
届
（
様
式
第
二
号
）
に
ク
レ

衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

ー
ン
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
、
別
表
の
上
欄
に
掲

ク
レ
ー
ン
設
置
届
（
様
式
第
二
号
）
に
ク
レ
ー
ン
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）

げ
る
ク
レ
ー
ン
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
構
造
部

、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ク
レ
ー
ン
の
種
類
に
応
じ

分
の
強
度
計
算
書
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
事
業

て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
及
び
次
の
事

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監

項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働

督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
ク
レ
ー
ン
検
査
証
）

（
ク
レ
ー
ン
検
査
証
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
再
交
付
申
請
を
受
け
た
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
労
働
安
全
衛
生

（
新
設
）

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
。
以
下
「
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九

条
に
基
づ
く
報
告
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
ク
レ
ー
ン
の
性
能
検
査

（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結
果
等
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に
基
づ
き
、
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
で
当
該
ク
レ
ー

ン
検
査
証
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
十
七
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ク

第
十
七
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

レ
ー
ン
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
以
下
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
」

ら
な
い
。

と
い
う
。
）
（
ク
レ
ー
ン
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
二
十
六
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
用
い
た
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い

第
二
十
六
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に

従
事
す
る
者
を
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又

て
は
な
ら
な
い
。

は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て

は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て

い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が

い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が

跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る

跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
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表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

表
示
す
る
こ
と
。

に
表
示
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
性
能
検
査
）

（
性
能
検
査
）

第
四
十
条

ク
レ
ー
ン
に
係
る
性
能
検
査
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ー
ン
の
各
部
分

第
四
十
条

ク
レ
ー
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
（
以
下
「

の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
ほ
か
、
荷
重
試
験
を
行
う
も
の
と

性
能
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ー
ン
の
各
部
分
の
構
造
及
び

す
る
。

機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
う
ほ
か
、
荷
重
試
験
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二

第
四
十
一
条

ク
レ
ー
ン
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
ク
レ
ー
ン
に
係
る
性
能

準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
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検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ク
レ
ー
ン
性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十

が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ク
レ
ー
ン
性
能
検
査

一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
製
造
許
可
申

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
製
造
許
可
申

請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号

請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項

ら
な
い
。

の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の

設
計
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
う
ち
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し
よ
う

一

強
度
計
算
の
基
準

と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の

が
行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
五
十
三
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
及
び
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
強
度
計
算
の
基
準
そ

の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審

査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号

の
三
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。
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（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
五
十
四
条

第
五
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係

第
五
十
四
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
移
動

る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
許
可
型
式
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
す
る
場
合
に

式
ク
レ
ー
ン
又
は
許
可
型
式
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て

お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し

、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は

く
は
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長

局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
検
査
）

（
製
造
検
査
）

第
五
十
五
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項

第
五
十
五
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他

の
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
製
造
検
査
申
請

５

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
製
造
検
査
申
請

書
（
様
式
第
十
五
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
（
様
式
第
十
六
号
）
、

書
（
様
式
第
十
五
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
（
様
式
第
十
六
号
）
、

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
及
び
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
組
立
図
及
び
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン

の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
構
造
部
分
の
強
度
計
算

の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
構
造
部
分
の
強
度
計
算

書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

書
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
既

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が

に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
と
寸
法
及
び
つ
り
上
げ
荷

既
に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
と
寸
法
及
び
つ
り
上
げ

重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び
強
度
計
算
書
の
添
付
を
省
略

荷
重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び
強
度
計
算
書
の
添
付
を
省

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に

６

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン

様
式
第
十
七
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
を
申

に
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明

請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

細
書
に
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
製
造
検
査
済
の
印
を
押
し
て
前
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に

（
新
設
）

つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
（
様
式
第
二
十
一
号
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
製
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
五
十
五
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

（
新
設
）

働
局
長
が
前
条
の
製
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
」
又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働

局
長
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
五
十
七
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

第
五
十
七
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
移

れ
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受

動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

外
国
に
お
い
て
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第

２

外
国
に
お
い
て
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局

等
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に

長
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

お
い
て
は
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

て
は
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
使
用
検
査
申
請

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
使
用
検
査
申
請

書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の

書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の

組
立
図
及
び
第
五
十
五
条
第
五
項
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審

組
立
図
及
び
第
五
十
五
条
第
五
項
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
都
道
府
県
労

査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用

５

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
移

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
移

動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
が
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造

動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外

る
基
準
（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て

国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る

い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の

こ
と
が
で
き
る
。

に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に

６

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
様

様
式
第
十
七
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書
を
申

式
第
十
七
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
明
細
書

請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

に
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
使
用
検
査
済
の
印
を
押
し
て
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に

（
新
設
）

つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
（
様
式
第
二
十
一
号
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
五
十
七
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

（
新
設
）

働
局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
設

計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
の
再
交
付
等
）

（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
）

（
削
る
）

第
五
十
九
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
れ

ぞ
れ
製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
に
合
格
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
第
五
十
五
条
第
五
項
又
は
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
（
様
式
第
二
十
一

号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
九
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

２

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
を

検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
再

滅
失
し
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
再
交
付
申
請
書

交
付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
当
該
移
動
式
ク
レ

（
様
式
第
八
号
）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経

ー
ン
検
査
証
を
交
付
し
た
者
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

由
し
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

い
。

出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄

（
新
設
）

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び

有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
業
務
を
廃
止

（
新
設
）

（
登
録
の
取
消
し
及
び
登
録
の
失
効
を
含
む
。
）
し
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
が
交
付
し
た
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き

は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証

再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局

長
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
再
交
付
し
た
検
査

証
に
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
記
載
し
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
与

え
る
も
の
と
す
る
。

４

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
期
間
そ

（
新
設
）

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
登
録
省
令
第
九
条
に
基
づ
く
報
告

そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
性
能
検
査
の
結
果
等

に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

５

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
移
動

３

移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
移
動

式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
後
十
日
以
内
に
、
移
動
式

式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
後
十
日
以
内
に
、
移
動
式

ク
レ
ー
ン
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査

ク
レ
ー
ン
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査

証
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け

証
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査

れ
ば
な
ら
な
い
。

証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
六
十
四
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準

第
六
十
四
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
う
ち
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

の
定
め
る
基
準
（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
七
十
二
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
た
作
業
を
行
う
作
業
場

第
七
十
二
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運

作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
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搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

第
七
十
三
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者

（
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及

（
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及

び
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
当
該
請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
七
十
四
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

第
七
十
四
条

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
当
該
移
動
式
ク
レ

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
上

ー
ン
の
上
部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に

る
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

第
七
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合

号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
七
十
五
条
の
二

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

第
七
十
五
条
の
二

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
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止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

表
示
す
る
こ
と
。

に
表
示
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
八
十
二
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二

第
八
十
二
条

移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監

る
性
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
性
能
検
査
申
請

督
署
長
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
移
動
式
ク
レ

書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ー
ン
性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に

ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
九
十
四
条

（
略
）

第
九
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
製
造
許
可
申
請
書
（

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
製
造
許
可
申
請
書
（

様
式
第
一
号
）
に
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に

様
式
第
一
号
）
に
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
当
該
デ
リ
ッ
ク
の
設
計
に
つ
い
て
、
設
計

審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
デ
リ
ッ
ク

の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の

と
す
る
。

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
う
ち
当
該
デ
リ
ッ
ク
を
製
造
し
よ
う
と
す
る

一

強
度
計
算
の
基
準

者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の
が
行
つ

た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）
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第
九
十
四
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
デ
リ
ッ

ク
の
組
立
図
及
び
デ
リ
ッ
ク
の
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
に
つ
い
て
、
デ
リ
ッ
ク
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
九
十
五
条

第
九
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係

第
九
十
五
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
デ
リ

る
デ
リ
ッ
ク
又
は
許
可
型
式
デ
リ
ッ
ク
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条

ッ
ク
又
は
許
可
型
式
デ
リ
ッ
ク
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

第
二
項
第
二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任

第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を

者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
）

（
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
）

第
九
十
九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２

デ
リ
ッ
ク
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は

２

デ
リ
ツ
ク
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
検
査
証
を
滅
失
し
又
は
損

損
傷
し
た
と
き
は
、
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に

傷
し
た
と
き
は
、
デ
リ
ツ
ク
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
次

次
の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受

の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

デ
リ
ッ
ク
検
査
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
書

一

デ
リ
ツ
ク
検
査
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
書

面

面

二

デ
リ
ッ
ク
検
査
証
を
損
傷
し
た
と
き
は
、
当
該
デ
リ
ッ
ク
検
査
証

二

デ
リ
ツ
ク
検
査
証
を
損
傷
し
た
と
き
は
、
当
該
デ
リ
ツ
ク
検
査
証

３

前
項
の
再
交
付
申
請
を
受
け
た
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
登
録
省
令
第
九

（
新
設
）

条
に
基
づ
く
報
告
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
デ
リ
ッ
ク
の
性
能
検
査

の
結
果
等
に
基
づ
き
、
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
で
当

該
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

デ
リ
ッ
ク
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
デ
リ
ッ
ク
を

３

デ
リ
ツ
ク
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
デ
リ
ツ
ク
を

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
後
十
日
以
内
に
、
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
書
替

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
後
十
日
以
内
に
、
デ
リ
ツ
ク
検
査
証
書
替
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申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
デ
リ
ッ
ク
検
査
証
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準

申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
デ
リ
ツ
ク
検
査
証
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
督
署
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
百
四
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
デ

第
百
四
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

リ
ッ
ク
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な

基
準
（
デ
リ
ツ
ク
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な

ら
な
い
。

け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
十
二
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
用
い
た
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い

第
百
十
二
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ

従
事
す
る
者
を
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

第
百
十
三
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

第
百
十
三
条

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ッ
ク

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ッ
ク

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
十
四
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
巻
上

第
百
十
四
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
巻
上

げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー

げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー

ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又

ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又

は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防

は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を
生
ず
る
お

止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者

そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
五
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

第
百
十
五
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
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次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
十
八
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

第
百
十
八
条

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

表
示
す
る
こ
と
。

に
表
示
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
百
二
十
六
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の

第
百
二
十
六
条

デ
リ
ッ
ク
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
性

て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署

能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第

長
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
性
能
検

十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
製
造
許
可
申
請

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
製
造
許
可
申
請

書
（
様
式
第
一
号
）
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び

書
（
様
式
第
一
号
）
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

い
。

定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
計
に

つ
い
て
、
設
計
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
う
ち
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
製
造
し
よ
う
と

一

強
度
計
算
の
基
準

す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の
が

行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
百
三
十
八
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う

（
新
設
）

と
す
る
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
組
立
図
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他

設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等

機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
設
計
審
査
の
結
果
に

つ
い
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）
を

申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
百
三
十
九
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可

第
百
三
十
九
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
エ

に
係
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
許
可
型
式
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
製
造
す
る
場
合
に

レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
許
可
型
式
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、

お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し

同
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工

く
は
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
）
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第
百
四
十
三
条

（
略
）

第
百
四
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
再
交
付
申
請
を
受
け
た
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
登
録
省
令
第
九

（
新
設
）

条
に
基
づ
く
報
告
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
性
能

検
査
の
結
果
等
に
基
づ
き
、
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上

で
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
百
四
十
八
条

事
業
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準

第
百
四
十
八
条

事
業
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
う
ち
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

の
定
め
る
基
準
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
五
十
三
条

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔

第
百
五
十
三
条

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

表
示
す
る
こ
と
。

に
表
示
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
百
六
十
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二

第
百
六
十
条

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
係
る

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督

性
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
性
能
検
査
申
請
書
（

署
長
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
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い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
百
七
十
二
条

（
略
）

第
百
七
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
製
造
許
可
申
請

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
製
造
許
可
申
請

書
（
様
式
第
一
号
）
に
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び

書
（
様
式
第
一
号
）
に
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

い
。

定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
当
該
建
設
用
リ
フ
ト
の
設
計
に

つ
い
て
、
設
計
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
う
ち
当
該
建
設
用
リ
フ
ト
を
製
造
し
よ
う
と

一

強
度
計
算
の
基
準

す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る
も
の
が

行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
百
七
十
二
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う

（
新
設
）

と
す
る
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に

建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
図
及
び
建
設
用
リ
フ
ト
の
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他

設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等

機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
設
計
審
査
の
結
果
に

つ
い
て
、
建
設
用
リ
フ
ト
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）
を

申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）
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第
百
七
十
三
条

第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可

第
百
七
十
三
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
建

に
係
る
建
設
用
リ
フ
ト
又
は
許
可
型
式
建
設
用
リ
フ
ト
を
製
造
す
る
場
合
に

設
用
リ
フ
ト
又
は
許
可
型
式
建
設
用
リ
フ
ト
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、

お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し

同
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工

く
は
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準

第
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
う
ち
建
設
用
リ
フ
ト
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

の
定
め
る
基
準
（
建
設
用
リ
フ
ト
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
八
十
六
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
た
作
業
を
行
う
作
業
場

第
百
八
十
六
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ

作
業
に
従
事
す
る
者
を
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作

だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お

業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
に
危
険
を

い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
た
だ

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

し
書
の
場
合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
百
八
十
七
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は

第
百
八
十
七
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は

、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
次
の
場
所
に
立

、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
場
所
に
立
ち
入
る
こ

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
九
十
一
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

第
百
九
十
一
条

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

二

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

表
示
す
る
こ
と
。

に
表
示
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
搭
乗
の
制
限
）

（
搭
乗
の
制
限
）

第
二
百
七
条

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
を
用
い
た
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お

第
二
百
七
条

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業

い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
を
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な

に
従
事
す
る
者
を
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

ら
な
い
。
た
だ
し
、
簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う

簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
に
危
険
を
生
ず
る
お

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と

そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
同
項
た
だ

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

し
書
の
場
合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
53
条
、
第
94条

、
第
138

条
、
第
172条

関
係
）
 

( 
 
)製

造
許

可
申

請
書
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話
 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

製
造
予
定
の
ク
レ
ー
ン
等
の

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り

上
げ

荷
重

 

又
は

積
載

荷
重

 
t 

ク
レ
ー
ン
等
の
製
造
に
関
す

る
経

歴
の

概
要
 
 
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
よ

る
設

計
審

査
 

有
 
 
・
 
 
無
 

登
録
設
計
審
査
等
機

関
の

名
称

 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
収

入

印
紙

 
申
請
者
氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
労
働
局
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

３
 
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
の
２
、
第

53条
の
２
、
第

94条
の
２
、
第
138

条
の
２
、
第
172条

の
２
関
係
）

 

( 
 
) 設

計
審

査
申

請
書

 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

製
造
予
定
の
ク
レ
ー
ン
等
の

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り

上
げ

荷
重

 

又
は

積
載

荷
重

 
t 

製
造

許
可

申
請

予
定

局
 

 
備

考
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

申
請
者
氏
名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
製
造
許
可
申
請
予
定
局
」
の
欄
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
を
記
入
す
る
こ
と
。

 



様式第１号の３（第３条の２、第 53条の２、第 94条の２、第 138条の２、第 172条の２関

係） 

 

（  ）設計審査結果証明書 

 

１ 証明書番号  ２ 証明年月日 年  月  日 

３ 事 業 場 の 名 称 

 

４ 事 業 場 の 所 在 地 
電話   (    )     

５ 
製造予定のクレーン等

の 種 類 及 び 型 式  

６ 
つ り 上 げ 荷 重 

又 は 積 載 荷 重 
ｔ   

７ 審 査 員 の 氏 名  

 

      年  月  日 

 

               殿 

 

 

                  登録設計審査等機関 

 

備考 

 １ 表題の( )内には、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又は建設用リ

フトの別を記入すること。 

２ 都道府県労働局長に製造許可申請を行う際には、本証明書の原本を添付すること。 

 ３ 本証明書を紛失した場合には、発行した登録設計審査等機関の業務規程に基づき、再交

付処理を行うこと。 
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）
 

ク
レ

ー
ン

設
置

届
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話
 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り
上
げ
荷
重
 

t 

製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
第

 
 
 
 
 
 
号
 
( 

 
 
 
 
 

) 

設
置
工
事
を
行
う
者
の
名
称

及
び

所
在

地
 

電
話
 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置
工
事
落
成
予
定
年
月
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
業
者
職
氏
名
 
 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
(中

分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の
(
 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
ク
レ
ー
ン
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
そ
の

旨
を
注
記
す
る
こ
と
。
 



- 105 -

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
７
号
（
第
９
条
、
第
99
条
関
係
）
 

（
表
面
）
 

 
 

（
裏
面
）
 

 
第
 
 
 
 
号
（
 
 
 
 
 
）
検

査
証
 

日
付
 

記
事

欄
 

検
査

者
氏

名
 

設
置

地
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

つ
り

上
げ

荷
重
 

ｔ
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

有
効

期
間
 
検

査
者

氏
名
 
有

効
期

間
 
検

査
者

氏
名
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 
月
 
日
か
ら
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

労
働
基
準
監
督
署
長
 

印
 

年
 

月
 
 
 
日
 
 
 

 
 

 



様
式
第
８
号
（
第
９
条
、
第
59条

、
第
99条

、
第

14
3条

、
第
177条

関
係
）
 

( 
 
 

)検
査

証
 
再
交
付
 

書
替
 
申

請
書
 

 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り
上
げ
荷
重

又
は
積
載
荷
重
 

t 

設
置

地
又

は
 

事
業

場
の

所
在

地
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

検
査

証
番

号
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
の
刻
印
番
号
 
 
 

再
交
付
又
は
書
替
え
の
理
由

 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
収

入

印
紙
 

申
請
者
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
労

働
基

準
監

督
署

長
 

労
働

局
長
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
 殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
表
題
の
「
再
交
付
」
及
び
「
書
替
」
の
う
ち
、
該
当
し
な
い
文
字
は
、
抹
消
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
設
置
地
又
は
事
業
場
の
所
在
地
」
の
欄
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
場
合
は
事
業
場
の
所
在
地
を
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
設
置
地
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
４
 
「
製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
の
刻
印
番
号
」
の
欄
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
５
 
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
し
、
こ
の
場
合
、
収
入

印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
 



様
式
第
９
号
（
第
11条

、
第
61
条
関
係
）
 

( 
 
 

)設
置

報
告

書
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話
 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り

上
げ

荷
重
 

t 
設
置
予
定
年
月
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

製
造

者
名
 
 
 

製
造

年
月

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

報
告
者
氏
名
 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

)内
に
は
、
ク
レ
ー
ン
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(
中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
３
 
「
設
置
地
」
の
欄
は
、
ク
レ
ー
ン
の
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
12
号
（
第
44条

、
第
85
条
、
第
129条

、
第
163

条
、
第
197条

関
係
）
 

( 
 

)変
更

届
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

設
置

地
 
 
 

検
査

証
番

号
 
 
第
 
 
 
 
 
 
号

 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り
上
げ
荷
重
又
は
積
載
荷
重

 
t 

変
更

す
る

部
分
 
 
 

変
更

の
理

由
 
 
 

変
更
工
事
を
行
う
者
の
名
称

 
及

び
所

在
地
 

電
話

 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

変
更
工
事
着
手
予
定
年
月
日

 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

変
更
工
事
完
了
予
定
年
月
日

 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

事
業
者
職
氏
名

 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

 
)内

に
は
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
設
置
地
」
の
欄
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
以
外
の
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
15
号
（
第
55条

関
係
）

 

移
動
式
ク
レ
ー
ン
製
造
検
査
申
請
書

 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

つ
り

上
げ

荷
重

 
t 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
番

号
 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日
 
 
第

 
 
 
 
号
( 

 
 
 
 
 

) 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称

 
 

受
検

地
 

電
話

 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

受
検

希
望

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

参
考

事
項
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
収

入

印
紙

 
申
請
者

 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の

( 
 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン

に
つ
い
て
、
そ
の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
参
考
事
項
」
の
欄
は
、
申
請
者
に
お
い
て
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 
４
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。

 

 
 



様式第16号（第55条関係）

ｔ 

ｍ ｍ ｍ ｍ m ｍ ｍ

ｔ ｔ ｔ ｔ t ｔ ｔ

ｍ

度～ 度 ㎜

度 ㎜
㎜

ｍ ㎜

㎜
㎜

備考
１

２

３ ※印を付してある欄は、記入しないこと。

 kW　 kW

移動式クレーン明細書

直　径用　途構 成 直　径

安
全
装
置
の
種
類
及
び
性
能

ブ
レ
ー

キ
の
種
類
・
性
能
及
び
用
途

ド
ラ
ム
及
び
シ
ー

ブ

ド
ラ
ム

シ
ー

ブ

ｍ

ｔ

ｍ

ｔ

ｍ

定
　
　
　
格

定
　
格
　
速
　
度

つ り 上 げ
m/s

起 伏 m/s

旋 回 度
rad/s

走 行 m/s

つ り 下 げ m/s
（ ﾛ ｰ ﾌ ﾟ 速 度 )

作 業 半 径

定 格 荷 重
ｔ

事 業 の 種 類
種 類 及 び 型

式
つ り 上 げ 荷 重

ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ

旋 回
限 度

起伏用

最 大 作
業 半 径

旋回用

定 格 出 力 　kW

構
　
　
　
　
　
造

「つり具及びその重量」の欄は、該当する事項に○印を付し、重量をその下の（　　）内に記入すること。「その
他」に○印を付したときは、その右の（　　）内につり具の名称を記入すること。

台 車

走 行 装 置 クローラ　ホイール

継 ぎ ジ ブ の
そ れ ぞ れ の
長 さ と 数

ｍもの 本

ｍもの 本

ｍもの 本

使
用
範
囲

ジ
ブ
の

傾 斜 角
の 範 囲

巻上げ用

ジ ブ の
最 大 長 さ

伸縮用

ア ウ ト リ ガ ー 有　　無

「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用すること、その他
参考となる事項を記入すること。

その他(　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　ｔ）

リフティングマグネット

（　　　　　　　　　　　ｔ）

グラブバケット

製 造 者 及 び
製 造 年 月 日

用 途

つ り 具 及 び
そ の 重 量

備 考

（　　　　　　　　　　　ｔ）（　　　　　　　　　　　ｔ）

フック

年　　月　　日　　製造　　

※検査員の所属
及 び 氏 名

原
動
機

種 類



様
式
第

1
7
号
（
第

5
5
条
、
第

5
7
条
関
係
）
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

１
 

①
 
②

は
、
製
造
検
査
実
施
者
又
は
使
用
検
査
実
施
者
を
示
す
文
字
を
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
製
造
検
査
実
施
者
又
は
使

用
検

査
実

施
者

が
都

道
府

県
労

働
局

長
で

あ
る

と
き

は
、

都
道

府
県

の
頭

文
字

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
の

各
県

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

に
掲

げ

る
文
字
と
す
る
。
 

福
井
県
は
福
井
、
山
梨
県
は
山
梨
、
山
口
県
は
山
口
、
愛
媛
県
は
愛
媛
、
福
岡
県
は
福
岡
、
長
崎
県
は
長
崎
、
大
分
県
は
大
分
、
宮
崎
県
は
宮
崎
 

２
 
番
号
は
、
製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
の
番
号
と
す
る
こ
と
。
 

３
 
文
字
及
び
数
字
の
大
き
さ
は
、
縦
９
ｍ
ｍ
、
横
７
ｍ
ｍ
と
し
、
文
字
及
び
数
字
の
太
さ
は
、
0.
5
ｍ
ｍ
と
す
る
こ
と
。
 

号
 

 
番

 
②

 
①
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様
式
第
十
八
号
を
削
り
、
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
19
号
（
第
57条

関
係
）

 

移
動
式
ク
レ
ー
ン
使
用
検
査
申
請
書

 

種
類

及
び

型
式

 
 

 
つ
り
上
げ
荷
重

 
t 

移
動

式
ク

レ
ー

ン
の

経
歴

の
概

要
 
 

 

登
録

設
計

審
査

等
機

関
の

名
称
 

 

受
検

地
 

電
話
 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

受
検

希
望

日
 

年
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
日
 

参
考

事
項
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
収

入

印
紙

 

申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

２
 
「
参
考
事
項
」
の
欄
は
、
申
請
者
に
お
い
て
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 
３
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
二
十
号
を
削
り
、
様
式
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
2
1
号
（
第
5
5
条
、
第
57
条
関
係
）
 

（
表
面
）
 

 
 

（
裏
面
）
 

 
 
第
 
 
号
 
 
移
動
式
ク
レ
ー
ン
検
査
証
 

 
 

日
付
 

記
事

欄
 

検
査

者
 

氏
名
 

製
造

検
査

又
は

使
用

検
査

申
請

者
名

及
び

住
所
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

事
業

場
の

名
称
 

 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

つ
り

上
げ

荷
重
 

ｔ
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

製
造

検
査

又
は

使
用

検
 

査
の

刻
印

番
号
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

有
効

期
間
 
検

査
者

氏
名
 
有

効
期

間
 
検

査
者

氏
名
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

 
 

 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

年
 

 
 

 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 月

 
 日

か
ら
 

年
 
 月

 
 日

ま
で
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

年
 

 
 

 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

交
付
者
名
 
 
 
 
 

年
 

月
 
 
日
 

年
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様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
23
号
（
第
96条

関
係
）

 

デ
リ

ッ
ク

設
置

届
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り
上
げ
荷
重

 
t 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
番

号
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 
 
 
第
 
 
 

 
 
 
号
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

設
置

工
事

を
行

う
者

の
名

称
 

及
び

所
在

地
 

電
話
 
 
 
( 

 
 
 
) 

 
 
 
 

設
置
工
事
落
成

予
定

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日

 

土
木
、
建
築
等
の
工
事
の
作
業
に

用
い
る
デ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
同

一
の
作
業
場
に
お
い
て
移
設
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理

由
及

び
移

設
予

定
時

期
 

 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

事
業
者
職
氏

名
 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(
中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の

( 
 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
デ
リ
ッ
ク
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
デ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
そ
の

旨
を
注
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
３
 
土
木
、
建
築
等
の
工
事
の
作
業
に
用
い
る
デ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
同
一
の
作
業
場
内
に
お
い
て
移
設
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
移
設
す
る
箇
所
を
予
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
移
設
に
係
る
位
置
を
示
す
図
面
を
添
え
る
こ
と
。
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様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
25
号
（
第
101条

関
係
）

 

デ
リ

ッ
ク

設
置

報
告

書
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

つ
り
上
げ
荷
重
 

t 

マ
ス

ト
の

長
さ
 

ｍ
 
ブ
ー
ム
の
長
さ

 
ｍ
 
設
置
予
定
年
月
日

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

報
告
者
氏
名
 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
26
号
（
第
140条

関
係
）

 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

設
置

届
 

事
業

の
種

類
 

 
 

事
業

場
の

名
称

 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

設
置

地
 

 
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載

荷
重

 
t 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 
 
 
第
 
 

 
 
 
 
号
( 

 
 
)
 

設
置

工
事

を
行

う
者

の
名

称
 

及
び

所
在

地
 

電
話
 
 
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 

 

設
置
工
事
落
成

 
予

定
年

月
日

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
業
者
職
氏
名

 

 
 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(
中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の

( 
 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ

い
て
、
そ
の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
。
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様
式
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
28号

（
第
143条

関
係
）
 

(
表
面
) 

 
 

(裏
面

) 

 
第
 
 
 
 
号
 
 
 
 
 
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
 

日
付
 

記
事

欄
 

検
査

者
氏

名
 

設
置

地
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

積
載

荷
重
 

t 
年

 
月

 
日
 
 
 

 
 

有
効

期
間
 
検

査
者

氏
名
 
有

効
期

間
 
検

査
者

氏
名
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

 月
 
 日

か
ら
 

年
 

 月
 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

 月
 
 日

か
ら
 

年
 

 月
 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

 月
 
 日

か
ら
 

年
 

 月
 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

 月
 
 日

か
ら
 

年
 

 月
 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

 月
 
 日

か
ら
 

年
 

 月
 
 日

ま
で
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

労
働
基
準
監
督
署
長
 
印
 

年
 

月
 
日
 
 
 

 
 

年
 

月
 
日
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様
式
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
29
号
（
第
145条

、
第
202

条
関
係
）
 

( 
 
 
 
 
 

)設
置

報
告

書
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式
 
 
 

積
載

荷
重
 

t 
設
置
予
定
年
月
日

 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

製
造

者
名
 
 
 

製
造

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

報
告
者
氏
名
 

 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
( 

 
)内

に
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
簡
易
リ
フ
ト
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(
中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
30
号
（
第
174条

関
係
）

 

建
設

用
リ

フ
ト

設
置

届
 

事
業

の
種

類
 
 
 

事
業

場
の

名
称

 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 
 
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載

荷
重

 
t 

製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
( 

 
 
 
 
 
 

) 

設
置
工
事
を
行
う
者
の
名
称

 
及

び
所

在
地

 
電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置
工
事
落
成
予
定
年
月
日

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

廃
止

予
定

年
月

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
業
者
職
氏
名

 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(
中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の

( 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
用
リ
フ
ト
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
建
設
用
リ
フ
ト
に
つ
い
て
、

そ
の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
。
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様
式
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
32
号
（
第
177条

関
係
）

 

 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
号

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
建

設
用

リ
フ

ト
検

査
証
 

設
置

地
 
 
 

事
業

場
の

名
称

 
 
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載

荷
重
 

t 
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
昇
降
路
の
高
さ

 
ｍ

 

廃
止

予
定

年
月

日
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 

 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
 

有
効

期
間
 
 
 
 
 
廃
止
の
日
ま
で

 
検

査
者

印
 
 
 

記
事

 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

労
働
基
準
監
督
署
長

 
印
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（
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 118 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
許
可
申
請
書
（

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
許
可
申
請
書
（

様
式
第
一
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に

様
式
第
一
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
の
設
計
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
（
以
下
「
製
造
許
可
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
ゴ
ン

ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
こ
の
章
及

び
第
三
章
に
お
い
て
「
設
計
審
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
以
下
「

一

強
度
計
算
の
基
準

登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し

よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る

も
の
が
行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
二
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の

組
立
図
及
び
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
三
条

第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ゴ
ン
ド

第
三
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

ラ
又
は
許
可
型
式
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第

又
は
許
可
型
式
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二

二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
製
造
検
査
）

（
製
造
検
査
）

第
四
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と

り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
設
計
審
査
等

、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
登
録
設
計
審
査
等

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
「
製
造
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
「
製
造
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
ほ
か
、

は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
う
ほ
か

荷
重
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。

、
荷
重
試
験
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
荷
重
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

前
項
の
荷
重
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

一

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

作
業
床
に
積
載
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
上
昇
及
び
下
降
の

作
業
床
に
積
載
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
上
昇
及
び
下
降
の

作
動
を
定
格
速
度
及
び
許
容
下
降
速
度
に
よ
り
行
う
こ
と
。

作
動
を
定
格
速
度
及
び
許
容
下
降
速
度
に
よ
り
行
な
う
こ
と
。

二

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、
作
業
床
に
積
載
荷

二

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、
作
業
床
に
積
載
荷

重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
下
降
の
作
動
を
許
容
下
降
速
度
に
よ

重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
下
降
の
作
動
を
許
容
下
降
速
度
に
よ

り
行
う
こ
と
。

り
行
な
う
こ
と
。

４

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
検
査
申
請
書
（
様

４

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
検
査
申
請
書
（
様

式
第
二
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図

式
第
二
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
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及
び
ア
ー
ム
そ
の
他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審

及
び
ア
ー
ム
そ
の
他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府

査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ン
ド
ラ
が
既
に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
ゴ
ン

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ン
ド
ラ
が
既
に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
ゴ

ド
ラ
と
寸
法
及
び
積
載
荷
重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び
強

ン
ド
ラ
と
寸
法
及
び
積
載
荷
重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び

度
計
算
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

強
度
計
算
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第

５

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
を
申
請
者
に
交

第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
に
様
式
第
五

付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
よ
る
製
造
検
査
済
の
印
を
押
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出

し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
申
請
者
に
対
し
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
製
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
四
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働

（
新
設
）

局
長
が
前
条
の
製
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関

」
又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

長
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
六
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当

第
六
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド

該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

ラ
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

外
国
に
お
い
て
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

２

外
国
に
お
い
て
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査

規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
ゴ

該
ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

ン
ド
ラ
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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。
３

（
略
）

３

（
略
）

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
使
用
検
査
申
請
書
（
様

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
使
用
検
査
申
請
書
（
様

式
第
六
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
ア
ー
ム
そ
の

式
第
六
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
ア
ー
ム
そ
の

他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出

他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

の
構
造
が
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ゴ
ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し

の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ゴ
ン

て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も

ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働

の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か

に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第

６

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第
四

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
を
申
請
者
に
交

号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
に
様
式
第
七
号
に

付
す
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
使
用
検
査
済
の
印
を
押
し
て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し

た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
申
請
者
に
対
し
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働

（
新
設
）

局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
登

録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
設
計

審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
再
交
付
等
）

（
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
）

（
削
る
）

第
八
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ

製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
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四
条
第
四
項
又
は
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に

対
し
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、

２

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は

又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
九
号

損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に

）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
交
付
し
た
者
に
提
出

次
の
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督

し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
ゴ
ン

ド
ラ
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働
基

（
新
設
）

準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期

間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
業
務
を
廃
止

（
新
設
）

（
登
録
の
取
消
し
及
び
登
録
の
失
効
を
含
む
。
）
し
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
が
交
付
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ

ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式

第
九
号
）
に
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
が
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
再
交
付
し
た
検
査
証
に
、
事
業
場
の
所
在

地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
、

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
与
え
る
も
の
と
す
る
。

４

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
期
間
そ
の
他

（
新
設
）

必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
第
九
条
に
基
づ
く
報
告
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
ゴ
ン

ド
ラ
の
性
能
検
査
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
結
果
等
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を

３

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
ゴ
ン
ド

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
ゴ
ン
ド

ラ
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
添
え
て
、

ラ
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
添
え
て
、



- 123 -

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た

。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ゴ

第
十
一
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ゴ
ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。

ら
な
い
。

）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二

第
二
十
五
条

ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
性
能

準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十

が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
性
能
検
査

一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

製
造

許
可

申
請

書
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

製
造
予
定
の
ゴ
ン
ド
ラ
の
種
類
及
び
型
式
 
 
 

積
載

荷
重
 

t 

ゴ
ン
ド
ラ
の
製
造
に
関
す
る
経
歴
の
概
要
 
 
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
よ
る
設
計
審
査
 

有
 
 
・
 
 
無
 

登
録
設
計
審
査
等
機
関

の
名

称
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 収

入

印
紙

 
申
請
者
氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
労
働
局
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

２
 
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様
式
第
１
号
の
２
（
第
２
条
の
２
関
係
）
 

ゴ
ン

ド
ラ

設
計

審
査

申
請

書
 

事
業

場
の

名
称
 
 
 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

製
造
予
定
の
ゴ
ン
ド
ラ
の
種
類
及
び
型
式
 
 
 

積
載

荷
重
 

t 

製
造

許
可

申
請

予
定

局
 

 
備

考
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 

申
請
者
氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
殿
 

 
備
考
 

 
 
「
製
造
許
可
申
請
予
定
局
」
の
欄
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
を
記
入
す
る
こ
と
。

 



様式第１号の３（第２条の２関係） 

 

ゴンドラ設計審査結果証明書 

 

１ 証明書番号  ２ 証明年月日 年  月  日 

３ 事 業 場 の 名 称 

 

４ 事 業 場 の 所 在 地 
電話   (    ）     

５ 
製造予定のゴンドラの

種 類 及 び 型 式  

６ 積 載 荷 重 ｔ 

７ 審 査 員 の 氏 名  

 

      年  月  日 

 

               殿 

                

登録設計審査等機関 

 

備考 

 １ 都道府県労働局に製造許可申請を行う際には、本証明書の原本を添付すること。 

 ２ 本証明書を紛失した場合には、発行した登録設計審査等機関の業務規程に基づき、再交

付処理を行うこと。 
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様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

製
造

検
査

申
請

書
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載

荷
重

 
t 

製
造

許
可

年
月

日
及

び
番

号
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
( 

 
 
 

) 

登
録

設
計

審
査

等
機

関
の

名
称

 
 

受
検

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

受
検

希
望

日
 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日
 
参
考
事
項
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 収

入

印
紙

 
申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
製
造
許
可
年
月
日
及
び
番
号
」
の
欄
の

( 
)内

に
は
、
す
で
に
製
造
許
可
を
受
け
て
い
る
ゴ
ン
ド
ラ
と
型
式
が
同
一
で
あ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
そ
の

旨
を
注
記
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
「
参
考
事
項
」
の
欄
は
、
申
請
者
に
お
い
て
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 
４
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。

 



様式第３号（第４条関係）

ｔ

ｍ

度～ 度

度

起 伏 用 ㎜

伸 縮 用 ㎜
㎜

旋 回 用 ㎜

kW kW kW

㎜

備考
１ ※印を付してある欄は、記入しないこと。
２

年　　　月　　　日　製造　　

ワ
　
イ
　
ヤ
　
ロ
　
ー
　
プ

構 成 直 径

ド
ラ
ム
及
び
シ
ー
ブ

用 途 直 径

ド
ラ
ム

㎜

種 類
及 び 型 式

積 載 荷 重

m/s

m/s

有　　　　無

台 車 及 び
走 行 装 置

ア
ー

ム
の
使
用
範
囲

傾斜
角の
範囲

許 容 下 降 速 度

旋回
限度 巻上げ用

数

原
動
機

種 類

構
　
　
　
　
　
造

ア ー ム の
最 大 長 さ

定 格 速 度

アウトリガー

用 途

安全装置の種
類 及 び 性 能

ブレーキ
の種類及
び 性 能

作業床の構
造及び重量

「備考」の欄は、特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入するこ
と。

ゴンドラ明細書

製 造 者

製造者の所在地

製 造 年 月 日

備 考

※検査員の所属及び氏名

シ
ー
ブ

定 格 出 力



様
式
第
４
号
（
第
４
条
、
第
６
条
関
係
）
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

１
 

①
 
②

は
、
製
造
検
査
実
施
者
又
は
使
用
検
査
実
施
者
を
示
す
文
字
を
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
製
造
検
査
実
施
者
又
は
使

用
検

査
実

施
者

が
都

道
府

県
労

働
局

長
で

あ
る

と
き

は
、

都
道

府
県

の
頭

文
字

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
の

各
県

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

に
掲

げ

る
文
字
と
す
る
。
 

福
井
県
は
福
井
、
山
梨
県
は
山
梨
、
山
口
県
は
山
口
、
愛
媛
県
は
愛
媛
、
福
岡
県
は
福
岡
、
長
崎
県
は
長
崎
、
大
分
県
は
大
分
、
宮
崎
県
は
宮
崎
 

２
 
番
号
は
、
製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
の
番
号
と
す
る
こ
と
。
 

３
 
文
字
及
び
数
字
の
大
き
さ
は
、
縦
９
ｍ
ｍ
、
横
７
ｍ
ｍ
と
し
、
文
字
及
び
数
字
の
太
さ
は
、
0.
5
ｍ
ｍ
と
す
る
こ
と
。
 

号
 

 
番

 
②

 
①
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様
式
第
五
号
を
削
り
、
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

使
用

検
査

申
請

書
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載
荷
重
 

t 

ゴ
ン

ド
ラ

の
経

歴
の

概
要

 
 
 

登
録

設
計

審
査

等
機

関
の

名
称

 
 

受
検

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 
)
 
 
 
 

 

受
検

希
望

日
 

 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

参
考
事
項
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 収

入

印
紙

 

住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申
請
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
名
称
」
の
欄
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
設
計
審
査
を
行
つ
た
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

２
 
「
参
考
事
項
」
の
欄
は
、
申
請
者
に
お
い
て
記
入
し
な
い
こ
と
。

 

 
 
３
 
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
収
入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。
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様
式
第
七
号
を
削
り
、
様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
８
号
（
第
４
条
、
第
６
条
関
係
）
 

（
表
面
）
 

 
 

（
裏
面
）
 

 
 
 
第
 
 
 
 
号
 
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
 

日
付
 

記
事

欄
 

検
査
者

氏
名
 

製
造
検
査
又
は
使
用
検

査
申
請
者
名
及
び
住
所
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

設
置

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 

事
業

場
の

名
称
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

種
類

及
び

型
式
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

積
載

荷
重
 

ｔ
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

製
造
検
査
又
は
使
用

検
査
の
刻
印
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

有
効

期
間
 
検
査
者

氏
名
 
有

効
期

間
 
検
査
者

氏
名
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 日
か
ら
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

 
年

 
 月

 
 日
か
ら
 

 
年

 
 月

 
 日
ま
で
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 日
か
ら
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

 
年

 
 月

 
 日
か
ら
 

 
年

 
 月

 
 日
ま
で
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 日
か
ら
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

 
年

 
 月

 
 日
か
ら
 

 
年

 
 月

 
 日
ま
で
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 日
か
ら
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
 
 

 
年

 
 月

 
 日
か
ら
 

 
年

 
 月

 
 日
ま
で
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

交
付
者
名
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 
 
 

 
 

 



様
式
第
９
号
（
第
８
条
関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

検
査

証
 
再

交
付

 
書

替
 
申

請
書

 
 

種
類

及
び

型
式

 
 
 

積
載

荷
重

 
t 

設
置

地
 

 
 

事
業

場
の

名
称

 
 
 

検
査

証
番

号
 

第
 

 
 

号
 
製
造
検
査
又
は
使
用

 

検
査

の
刻

印
番

号
 
 
 

再
交

付
又

は
書

替
え

の
理

由
 

 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 収

入

印
紙

 
申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
備
考
 

 
 
１
 
表
題
の
「
再
交
付
」
及
び
「
書
替
」
の
う
ち
、
該
当
し
な
い
文
字
は
、
抹
消
す
る
こ
と
。

 

 
 
２
 
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
に
申
請
す
る
と
き
は
、
収
入
印
紙
を
貼
付
し
、
こ
の
場
合
、
収

入
印
紙
は
、
申
請
者
に
お
い
て
消
印
し
な
い
こ
と
。

 



様
式
第
10
号
（
第
10条

関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

設
置

届
 

事
業

の
種

類
 

 
 

事
業

場
の

名
称

 
 

 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 

 
 

種
類

及
び

型
式

 
 

 
積
載
荷
重
 

t 

製
造

検
査

又
は

使
用

検
査

の
 

刻
印

番
号

及
び

検
査

年
月

日
 

 第
 
 
 
 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月

 
 
 
日

 

使
用

目
的
 

 
 

設
置
工
事
を
行
う
者
の
名
称
及
び
所
在
地

 
電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
業
者
職
氏
名

 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

 
備
考
 

 
 
「
事
業
の
種
類
」
の
欄
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

(中
分
類
)に

よ
る
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
12
号
（
第
28条

関
係
）

 

ゴ
ン

ド
ラ

変
更

届
 

事
業

場
の

名
称

 
 

 

事
業

場
の

所
在

地
 

電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

設
置

地
 

 
 

検
査
証
番
号
 

第
 
 
 
 
 
 
号

 

種
類

及
び

型
式

 
 

 
積

載
荷

重
 

t
 

変
更

す
る

部
分

 
 

 

変
更

の
理

由
 

 
 

変
更
工
事
を
行
う
者
の
名
称
及
び
所
在
地

 
電
話

 
 
 
( 

 
 
 

) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

事
業
者
職
氏
名

 

 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿
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（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
三
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一

て
の
第
二
十
八
条
第
二
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
事
業

四

事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必

（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
有
機
溶
剤
業
務
に
労

働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
故
が
発
生
し
、
有
機
溶
剤
に
よ
る
中
毒
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は

事
故
が
発
生
し
、
有
機
溶
剤
に
よ
る
中
毒
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は

、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
当
該
事
故
現
場
か
ら
退
避
さ
せ

、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
当
該
事
故
現
場
か
ら
退

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
が
発
生
し
、
作
業
を
中
止
し
た
と
き
は
、
当
該

２

事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
が
発
生
し
、
作
業
を
中
止
し
た
と
き
は
、
当
該

事
故
現
場
の
有
機
溶
剤
等
に
よ
る
汚
染
が
除
去
さ
れ
る
ま
で
、
作
業
従
事
者

事
故
現
場
の
有
機
溶
剤
等
に
よ
る
汚
染
が
除
去
さ
れ
る
ま
で
、
作
業
に
従
事

が
当
該
事
故
現
場
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

す
る
者
が
当
該
事
故
現
場
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

。
た
だ
し
、
安
全
な
方
法
に
よ
つ
て
、
人
命
救
助
又
は
危
害
防
止
に
関
す
る

ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
な
方
法
に
よ
つ
て
、
人
命
救
助
又
は
危
害
防
止
に

作
業
を
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

関
す
る
作
業
を
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
作
業
従
事
者
に
対
し
、
当
該
場
所

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使

に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
機
溶
剤
等
の
貯
蔵
）

（
有
機
溶
剤
等
の
貯
蔵
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
有
機

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
有
機
溶
剤
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
有
機

溶
剤
等
が
こ
ぼ
れ
、
漏
え
い
し
、
し
み
出
し
、
又
は
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な

溶
剤
等
が
こ
ぼ
れ
、
漏
え
い
し
、
し
み
出
し
、
又
は
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な

い
蓋
又
は
栓
を
し
た
堅
固
な
容
器
を
用
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
貯
蔵
場
所
に

い
蓋
又
は
栓
を
し
た
堅
固
な
容
器
を
用
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
貯
蔵
場
所
に

、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
屋
内
に
お
け
る
作
業
従
事
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る
者
以
外
の

一

当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る
者
以
外
の

者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
三
条
の
三

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働

者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
労
働

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
換
気
装
置
の
稼
動
）

（
換
気
装
置
の
稼
動
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

２

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
鉛
業
務
に
従

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者

事
す
る
間
（
労
働
者
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置

が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
前
項
の
厚
生
労
働

を
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ

大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
）

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を

２

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を
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行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は

焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い

て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に

て
同
じ
。
）
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て

お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

作
業
従
事
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
臨
時
の
作
業

だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
が
臨
時
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合

に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

作
業
従
事
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入

３

鉛
業
務
に
従
事
し
た
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業
衣
等

る
前
に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば

に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
）

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五

２

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五

十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
使

十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
が
使
用
し
、
又
は
着
用
す

用
し
、
又
は
着
用
す
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣

る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外
の
衣

を
こ
れ
ら
以
外
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、

さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適

当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ

切
に
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
五
十
一
条

事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業

第
五
十
一
条

事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業

従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は
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禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ

飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で
喫
煙
し

２

前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で

、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十

８

事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
作
業
従
事
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
と
き

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
労
働
者
以
外
の
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る

は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場
所
に

と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場

置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

（
略
）

９

（
略
）
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（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の

だ
し
、
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な

作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て

い
と
き
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
）

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
同
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
当

だ
し
、
同
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
当

該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の

該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二

な
い
と
き
は
、
第
二
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
）

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

５

事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は

、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二
号
の
事
項
に
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、
第
二
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
に
係
る
措
置
）

（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
に
係
る
措
置
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
場
合
に
お
い

一

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労

て
、
当
該
請
負
人
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
業
務
に

働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
稼
働
さ

従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い

せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

て
配
慮
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

６

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
ご

く
。
）
ご
と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か

と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
さ

ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
設
け
、
そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作

れ
た
場
所
に
設
け
、
そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作
業
衣
を
格

業
衣
を
格
納
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ

納
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
当
該
請
負
人

い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
当
該
請
負
人
に
更
衣
用

に
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
場
所
の
う
ち
、
四
ア
ル
キ
ル

第
十
九
条

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
う
作
業
場
所
又
は
四
ア

鉛
等
業
務
を
行
う
作
業
場
所
又
は
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
た
タ
ン
ク
、
ド
ラ

ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
た
タ
ン
ク
、
ド
ラ
ム
缶
等
が
あ
る
場
所
に
関
係
者
以
外
の

ム
缶
等
が
あ
る
場
所
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
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法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き

よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す

は
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

第
二
十
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
四

第
二
十
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
四

ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
を
中

ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
を
中

止
し
、
作
業
従
事
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
作
業
場
所
等

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
作
業
場
所
等

に
お
い
て
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

に
お
い
て
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
所
等
に
関
係
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち

ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
所
等
に
関
係
者
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
等
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
等
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇

に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

３

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
異
常
な
症
状
を
訴
え

場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
負
人
が
異
常
な
症
状
を
訴
え
、
又
は
当
該
請
負
人

、
又
は
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
異
常
な
症
状
を
発
見
し

に
つ
い
て
異
常
な
症
状
を
発
見
し
た
と
き
で
あ
つ
て
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル

た
と
き
で
あ
つ
て
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒

キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
直
ち
に
当
該
請

に
か
か
つ
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
直
ち
に
当
該
請
負
人
に
係
る

負
人
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
従
事
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
三
十
六
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
三
十
六
条
の
二
第
一

て
の
第
三
十
六
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
三
十
六
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

。
）
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が

当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す

当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ

る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た

装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ

す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
警
報
設
備
等
）

（
警
報
設
備
等
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
特
定
化
学
設
備
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
用
い
た
作
業

第
十
九
条

事
業
者
は
、
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学

が
行
わ
れ
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業

設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
、
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ

場
で
、
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ
ツ
ト
ル
（
気
体
で
あ
る
物
に
あ
つ
て
は

ツ
ト
ル
（
気
体
で
あ
る
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
積
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
二
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、
そ
の
容
積
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
二
リ
ツ
ト
ル
と
み
な
す
。
次
項
及
び
第
二

リ
ツ
ト
ル
と
み
な
す
。
次
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
取
り
扱
う
も
の
に
は
、
第
三
類
物

以
上
取
り
扱
う
も
の
に
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
関
係
者

質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
関
係
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の

に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
警
報
用
の
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
備

警
報
用
の
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
）

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
第
七
号
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て

４

事
業
者
は
、
第
一
項
第
七
号
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て

は
、
当
該
設
備
の
内
部
に
頭
部
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め

は
、
当
該
設
備
の
内
部
に
頭
部
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め

、
作
業
従
事
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
作
業
に
従
事
す
る
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
退
避
等
）

（
退
避
等
）

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
健

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
第
三
類
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
健

康
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業

康
障
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
場

従
事
者
を
作
業
場
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
次
の
作
業
場
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
次
の
作
業
場
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と

き
は
、
当
該
作
業
場
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

き
は
、
当
該
作
業
場
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
化
学
設
備
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
用
い
た
作
業
が
行
わ
れ
る
作
業

二

特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る

場
又
は
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
第
三
類
物

作
業
場
以
外
の
作
業
場
で
第
三
類
物
質
等
を
合
計
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
取
り

質
等
を
合
計
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
取
り
扱
う
も
の

扱
う
も
の
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（
容
器
等
）

（
容
器
等
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
を
行
う
屋
内
に
お
い
て
、
特
別
有
機
溶
剤
等

５

事
業
者
は
、
特
別
有
機
溶
剤
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
そ
の
貯
蔵

を
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
そ
の
貯
蔵
場
所
に
、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

場
所
に
、
次
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る

一

当
該
屋
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
貯
蔵
に
関
係
す
る
者
以
外
の

者
以
外
の
者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

者
が
そ
の
貯
蔵
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
防
ぐ
設
備

二

（
略
）

二

（
略
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業

に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
三
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
又
は
第
二
類
物
質
を
製
造
し
、

第
三
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
又
は
第
二
類
物
質
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
け
る
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て

又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
け
る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に

、
禁
止
す
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を

止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い

当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
従
事
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙



- 145 -

は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ー
ク
ス
炉
に
係
る
措
置
）

（
コ
ー
ク
ス
炉
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
二

（
略
）

第
三
十
八
条
の
十
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

コ
ー
ク
ス
炉
に
石
炭
等
を
送
入
す
る
場
合
に
お
け
る
送
入
口
の
蓋
の
開

一

コ
ー
ク
ス
炉
に
石
炭
等
を
送
入
す
る
場
合
に
お
け
る
送
入
口
の
蓋
の
開

閉
を
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
行
う
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に

閉
を
当
該
請
負
人
が
行
う
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
コ
ー
ク
ス
炉
発
散
物

係
る
作
業
従
事
者
が
コ
ー
ク
ス
炉
発
散
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防

に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
隔
離
室
で
の
遠
隔
操
作
に

止
す
る
た
め
、
隔
離
室
で
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
隔
離
室
を
使
用
さ
せ
る

せ
る
と
と
も
に
、
隔
離
室
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
遠
隔
操
作
に
よ
る
作

等
適
切
に
遠
隔
操
作
に
よ
る
作
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う

業
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
等
に
係
る
措
置
）

（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
三

（
略
）

第
三
十
八
条
の
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
が
講
ず
る
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

４

事
業
者
が
講
ず
る
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ

二

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ

せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す

せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当

る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
号
の
全

該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
号
の
全
体
換
気
装
置
を
有
効

体
換
気
装
置
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
所
に
当
該
作
業
に
従

五

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
所
に
当
該
作
業
に
従

事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
（
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
作
業
衣
又

事
す
る
者
以
外
の
者
（
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
作
業
衣
又
は
保
護
衣

は
保
護
衣
を
使
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

を
使
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す

り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、

る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
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当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

く
ん

く
ん

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

く
ん

く
ん

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

く
ん

く
ん

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や

所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合
に
お
い

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合

く
ん

く
ん

て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は

に
お
い
て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及

ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ

び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼

せ
、
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、

吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視

い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く

人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者

。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
除
く
。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

く
ん

く
ん

。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

倉
庫
の
一
部
を
燻
蒸
す
る
と
き
は
、
当
該
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ

ハ

倉
庫
の
一
部
を
燻
蒸
す
る
と
き
は
、
当
該
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

て
い
な
い
場
所
に
当
該
倉
庫
内
で
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う

て
い
な
い
場
所
に
当
該
倉
庫
内
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
燻
蒸
に

く
ん

ち
燻
蒸
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止

関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

く
ん

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と

止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当

と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が

該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
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ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
扉
等
を
開
放
し
た

ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
扉
等
を
開
放
し
た

く
ん

く
ん

後
初
め
て
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻
蒸
中
の

後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻

く
ん

く
ん

倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら

蒸
中
の
倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

く
ん

く
ん

せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の

者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は

燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
け
る
空

コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
係
る
測
定

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

く
ん

く
ん

は
、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

所
に
係
る
測
定
は
、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

サ
イ
ロ
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

九

サ
イ
ロ
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

ハ

臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
ま
で
の
間
、
燻
蒸
し
た
サ
イ
ロ
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

る
ま
で
の
間
、
燻
蒸
し
た
サ
イ
ロ
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る

く
ん

く
ん

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

た
と
き
は
、
当
該
サ
イ
ロ
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
サ
イ
ロ
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い

表
示
す
る
こ
と
。

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

投
薬
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
居
住
室
等
に
臭
化
メ
チ
ル
等
が
流
入

ホ

投
薬
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
居
住
室
等
に
臭
化
メ
チ
ル
等
が
流
入

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
目
張
り
が
固
着
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
目
張
り
が
固
着
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
燻
蒸
す
る
場
所
か
ら
作

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
燻
蒸
す
る
場
所
か
ら
作

く
ん

く
ん

業
従
事
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

業
に
従
事
す
る
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場

燻
蒸
中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ

合
又
は
燻
蒸
中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
に
従
事
す
る
者

く
ん

く
ん

る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ

を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空

ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等
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こ
と
。

の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立

せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業
従
事
者

ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業

く
ん

く
ん

を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空

に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室

気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
労
働
者
に
送
気

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、

マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能
を

労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く

有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
、
又
は

は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ

当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
送
気
マ
ス
ク
、
空

る
と
き
、
又
は
当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
送

気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と

。

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
チ
レ
ン

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ

オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ

チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な

又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
送

困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す

者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能

る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に

労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空

従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔

気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン

離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
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付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人

護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き

を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
作

は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
作
業
に
従
事
す
る

業
従
事
者
を
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
を
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業
以
外
の
作
業
に
労
働
者
を

場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業
以
外
の
作
業
に
労
働
者
を

く
ん

く
ん

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ

ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
が
前
項
第
十
二
号
の
表
の

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
が
前
項
第
十
二
号
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

止
す
る
こ
と
。

よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。

（
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
係
る
措
置
）

（
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
七

事
業
者
は
、
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

第
三
十
八
条
の
十
七

事
業
者
は
、
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
又
は
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
又
は
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
四

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有

䢣
ジ
ク
ロ
ロ
䢣
二
䢣
ブ
テ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有

す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン

す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取

し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

一

一
・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
、
一

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
、
一

・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気

・
三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
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装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
・

装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
・

三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

三
䢣
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合

置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合

又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又

又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又

は
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（
労
働
者

は
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に
従
事
す
る
者
（

を
除
く
。
）
に
対
し
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

さ
せ
る
等
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

を
周
知
さ
せ
る
等
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と

こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
に
係
る
措
置
）

（
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
八

事
業
者
は
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
又
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
そ

第
三
十
八
条
の
十
八

事
業
者
は
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
又
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
そ

の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ

の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱

の
条
に
お
い
て
「
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱

う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
、
硫
酸
ジ
エ

一

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
、
硫
酸
ジ
エ

チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ

チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の

蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ

蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ

プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
臨
時
の
作
業
を
行

プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
臨
時
の
作
業
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又
は
労
働
者
に
呼
吸
用
保

う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又
は
労
働
者
に
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
呼

護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に

吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
等
健
康
障
害
を

対
し
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
等
健
康

予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
空
気
槽
）

（
空
気
槽
）

第
八
条

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
（
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
（

第
八
条

事
業
者
は
、
潜
水
業
務
従
事
者
（
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
（

以
下
「
潜
水
作
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ

以
下
「
潜
水
作
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ

た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が

た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
「
潜

行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
労
働
者
を
除

水
業
務
請
負
人
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
空
気
圧
縮

く
。
以
下
「
潜
水
業
務
請
負
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同

機
に
よ
り
送
気
す
る
と
き
は
、
当
該
空
気
圧
縮
機
に
よ
る
送
気
を
受
け
る
潜

じ
。
）
に
、
空
気
圧
縮
機
に
よ
り
送
気
す
る
と
き
は
、
当
該
空
気
圧
縮
機
に

水
業
務
従
事
者
ご
と
に
、
送
気
を
調
節
す
る
た
め
の
空
気
槽
及
び
事
故
の
場

よ
る
送
気
を
受
け
る
潜
水
業
務
従
事
者
ご
と
に
、
送
気
を
調
節
す
る
た
め
の

合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
空
気
槽
（
以
下
「
予
備
空
気
槽
」
と

空
気
槽
及
び
事
故
の
場
合
に
必
要
な
空
気
を
た
く
わ
え
て
あ
る
空
気
槽
（
以

い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
「
予
備
空
気
槽
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
作
業
主
任
者
）

（
作
業
主
任
者
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

気
こ
う
室
へ
の
送
気
又
は
気
こ
う
室
か
ら
の
排
気
の
調
節
を
行
う
た
め

五

気
こ
う
室
へ
の
送
気
又
は
気
こ
う
室
か
ら
の
排
気
の
調
節
を
行
う
た
め

の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
と
連

の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、

絡
し
て
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
対
す
る
加
圧
又
は
減
圧
が
第
十
四
条
又
は

高
圧
室
内
作
業
者
に
対
す
る
加
圧
又
は
減
圧
が
第
十
四
条
又
は
第
十
八
条

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
措

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ

置
す
る
こ
と
。

と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

第
十
条
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
高
圧
室
内
作
業
の
一
部
を
請
け
負

第
十
条
の
二

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
高
圧
室
内
作
業
の
一
部
を
請
け
負

わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者

わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
作

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
作
業
に
従
事
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業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
作
業
室
に
入
室
し
、
又
は
作
業
室
か
ら
退
室

す
る
者
が
作
業
室
に
入
室
し
、
又
は
作
業
室
か
ら
退
室
す
る
と
き
に
、
当
該

す
る
と
き
に
、
当
該
高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
人
数
を
点

高
圧
室
内
作
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
十
三
条

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
の
あ
る
者
以

第
十
三
条

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
気
こ
う
室
及
び
作
業
室

外
の
者
が
気
こ
う
室
及
び
作
業
室
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る

に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る

旨
を
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ

と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
気
こ
う
室
及
び
作

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
気
こ
う
室
及
び
作
業
室
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
潜

業
室
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
潜
函
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
外
部
の

函
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ

か
ん

か
ん

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
加
圧
の
速
度
）

（
加
圧
の
速
度
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
（
高
圧

第
十
四
条

事
業
者
は
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
業
務
従
事
者
（
高
圧

室
内
作
業
者
及
び
高
圧
室
内
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

室
内
作
業
者
及
び
高
圧
室
内
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
「
高
圧

高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
「
高
圧
室
内
業
務

室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
加

請
負
人
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
加
圧
を
行
う
と
き
は

圧
を
行
う
と
き
は
、
毎
分
〇
・
〇
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
速
度
で
行
わ
な

、
毎
分
〇
・
〇
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
速
度
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
ガ
ス
分
圧
の
制
限
）

（
ガ
ス
分
圧
の
制
限
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

業
者
が
当
該
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
及
び

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お

気
こ
う
室
に
お
け
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

け
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分

号
に
定
め
る
分
圧
の
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の

圧
の
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換
気
そ

送
気
、
換
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。



- 154 -

（
酸
素
ば
く
露
量
の
制
限
）

（
酸
素
ば
く
露
量
の
制
限
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

業
者
が
当
該
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
項
の
厚
生

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
同
項
の
厚
生

め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

労
働
大
臣
が
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の

め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
そ
の
他
の

送
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
有
害
ガ
ス
の
抑
制
）

（
有
害
ガ
ス
の
抑
制
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
当
該
高
圧
室
内
業
務

内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作

請
負
人
等
が
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
間
（
高
圧
室
内
作
業
者
が
当
該
高

業
者
が
当
該
高
圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
に
お

圧
室
内
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
室
に
お
け
る
有
害
ガ
ス

け
る
有
害
ガ
ス
に
よ
る
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
換
気
、
有

に
よ
る
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
換
気
、
有
害
ガ
ス
の
測
定

害
ガ
ス
の
測
定
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
減
圧
の
速
度
等
）

（
減
圧
の
速
度
等
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
気
こ
う
室
に

３

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
気
こ
う
室
に
お
い
て

お
い
て
当
該
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
減
圧
を
行
う
と
き
は
、
第

当
該
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
減
圧
を
行
う
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
定

一
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
対
し
て
、
減
圧
を
終
了

４

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
に
対
し
て
、
減
圧
を
終
了
し
た
時

し
た
時
か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周

か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
傷
等
の
防
止
）

（
火
傷
等
の
防
止
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業

３

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等

従
事
者
に
対
し
、
潜
函
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
お
い
て
溶
接

に
対
し
、
潜
函
、
潜
鐘
、
圧
気
シ
ー
ル
ド
等
の
内
部
に
お
い
て
溶
接
等
の
作

か
ん

か
ん

等
の
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
作
業
計
画
等
の
準
用
）

（
作
業
計
画
等
の
準
用
）

第
二
十
七
条

第
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
潜
水
業
務
（
水

第
二
十
七
条

第
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
潜
水
業
務
（
水

深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
潜
水
業
務
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
、
第

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
潜
水
業
務
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
、
第

十
六
条
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
潜
水
作
業
者
に
つ

十
六
条
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
潜
水
作
業
者
に
つ

い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及

い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
は
潜
水
業
務
請
負
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

び
第
四
項
の
規
定
は
潜
水
業
務
請
負
人
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も

え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
二
項

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
作

第
十
五
条
第
二
項

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

業
従
事
者
が
吸
入
す
る

等
が
吸
入
す
る
時
点
の

時
点
の
前
項

前
項

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
作

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

業
従
事
者
へ
の
送
気
、

等
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ

ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気

か
ら
の
給
気

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
六
条
第
二
項

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
作

第
十
六
条
第
二
項

（
略
）

当
該
潜
水
業
務
請
負
人
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業
従
事
者
へ
の
送
気
、

等
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ

ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気

か
ら
の
給
気

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
三
項

気
こ
う
室
に
お
い
て
当

当
該
潜
水
業
務
請
負
作

第
十
八
条
第
三
項

気
こ
う
室
に
お
い
て
当

当
該
潜
水
業
務
請
負
人

該
高
圧
室
内
業
務
請
負

業
従
事
者
に
浮
上
を
行

該
高
圧
室
内
業
務
請
負

等
に
浮
上
を
行
わ
せ
る

作
業
従
事
者
に
減
圧
を

わ
せ
る

人
等
に
減
圧
を
行
う

行
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
連
絡
員
）

（
連
絡
員
）

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気

し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
潜
水
業
務
従
事
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン

し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
潜
水
業
務
従
事
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン

ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜

ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
潜

水
業
務
従
事
者
と
連
絡
す
る
た
め
の
者
（
次
条
に
お
い
て
「
連
絡
員
」
と
い

水
業
務
従
事
者
と
連
絡
す
る
た
め
の
者
（
次
条
に
お
い
て
「
連
絡
員
」
と
い

う
。
）
を
、
潜
水
業
務
従
事
者
二
人
以
下
ご
と
に
一
人
置
き
、
次
の
事
項
を

う
。
）
を
、
潜
水
業
務
従
事
者
二
人
以
下
ご
と
に
一
人
置
き
、
次
の
事
項
を

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

潜
水
業
務
従
事
者
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ

二

潜
水
業
務
従
事
者
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ

ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
と
連
絡
し
て
、
潜
水
業
務

ク
を
操
作
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
連
絡
し
て
、
潜
水
業
務
従
事
者
に

従
事
者
に
必
要
な
量
の
空
気
を
送
気
さ
せ
る
こ
と
。

必
要
な
量
の
空
気
を
送
気
さ
せ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
潜
水
業
務
に
お
け
る
携
行
物
等
）

（
潜
水
業
務
に
お
け
る
携
行
物
等
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

２

事
業
者
は
、
前
項
の
潜
水
業
務
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る

潜
水
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
、
空
気
圧
縮

潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
、
空
気
圧
縮
機
若
し
く

機
若
し
く
は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気
し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（

は
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
り
送
気
し
て
行
う
潜
水
業
務
又
は
ボ
ン
ベ
（
当
該
者
に
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当
該
者
に
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜

携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
を
除
く
。
）
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務
を

水
業
務
を
行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
信
号
索
、
水
中
時
計
、
水
深
計

行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
信
号
索
、
水
中
時
計
、
水
深
計
及
び
鋭
利

及
び
鋭
利
な
刃
物
（
当
該
者
と
連
絡
員
と
が
通
話
装
置
に
よ
り
通
話
す
る
こ

な
刃
物
（
当
該
者
と
連
絡
員
と
が
通
話
装
置
に
よ
り
通
話
す
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
鋭
利
な
刃
物
）
を
携
行
す
る
必
要
が
あ
る

る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
鋭
利
な
刃
物
）
を
携
行
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務

４

事
業
者
は
、
携
行
さ
せ
た
ボ
ン
ベ
か
ら
の
給
気
を
受
け
て
行
う
潜
水
業
務

の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事

の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
た
場
合
に
お
け
る
潜
水
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働

者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
水
中
時
計
、
水
深
計
及
び
鋭
利
な
刃
物

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
水
中
時
計
、
水
深
計
及
び
鋭
利
な
刃
物
を
携
行
す

を
携
行
す
る
ほ
か
、
救
命
胴
衣
又
は
浮
力
調
整
具
を
着
用
す
る
必
要
が
あ
る

る
ほ
か
、
救
命
胴
衣
又
は
浮
力
調
整
具
を
着
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
病
者
の
就
業
禁
止
）

（
病
者
の
就
業
禁
止
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
作
業
従
事
者
又
は
潜
水
業
務
請
負
作
業

２

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
請
負
人
等
又
は
潜
水
業
務
請
負
人
等
に
対
し

従
事
者
に
対
し
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る

、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
き
は
、
医
師

と
き
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
高
気
圧
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら

が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
高
気
圧
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知

な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
十
三
条

事
業
者
は
、
高
気
圧
業
務
を
行
う
と
き
は
、
必
要
の
あ
る
者
以

第
四
十
三
条

事
業
者
は
、
必
要
の
あ
る
者
以
外
の
者
が
再
圧
室
を
設
置
し
た

外
の
者
が
再
圧
室
を
設
置
し
た
場
所
及
び
当
該
再
圧
室
を
操
作
す
る
場
所
に

場
所
及
び
当
該
再
圧
室
を
操
作
す
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
危
険
物
等
の
持
込
み
禁
止
）

（
危
険
物
等
の
持
込
み
禁
止
）

第
四
十
六
条

事
業
者
は
、
高
気
圧
業
務
を
行
う
と
き
は
、
再
圧
室
の
内
部
に

第
四
十
六
条

事
業
者
は
、
再
圧
室
の
内
部
に
危
険
物
そ
の
他
発
火
若
し
く
は

危
険
物
そ
の
他
発
火
若
し
く
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
又
は
高
温
と
な
つ

爆
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
又
は
高
温
と
な
つ
て
可
燃
物
の
点
火
源
と
な
る
お

て
可
燃
物
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

そ
れ
の
あ
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
危
険
物
等
」
と
い
う
。
）
を
持
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危
険
物
等
」
と
い
う
。
）
を
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
再

ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に
掲
示
す
る
こ
と

圧
室
の
入
口
に
掲
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

、
掲
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
再
圧
室
の
内
部
へ
の
危
険

止
し
た
と
き
は
、
再
圧
室
の
内
部
へ
の
危
険
物
等
の
持
込
み
が
禁
止
さ
れ
て

物
等
の
持
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に
掲
示
し
て
お
か

い
る
旨
を
再
圧
室
の
入
口
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

３

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い

る
者
の
受
け
る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超

す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る

え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
女

可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性

性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
第
六
条
第
二
項
に

を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

２

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

る
作
業
従
事
者
の
受
け
る
等
価
線
量
が
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な

る
者
の
受
け
る
等
価
線
量
が
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

２

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
放
射
線
業
務
に
従
事
す

る
作
業
従
事
者
の
う
ち
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠

る
者
の
う
ち
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き

中
に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

前
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け

る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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（
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
）

（
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
別

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
別

に
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
に
係
る
緊
急
作
業
（
以

に
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
に
係
る
緊
急
作
業
（
以

下
「
特
例
緊
急
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
（
次
条
に
お
い
て

下
「
特
例
緊
急
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特

「
特
例
緊
急
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
受
け
た
線
量
、
当
該
特
例
緊
急

例
緊
急
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
受
け
た
線
量
、
当
該
特
例
緊
急
作
業

作
業
に
係
る
事
故
の
収
束
の
た
め
に
必
要
と
な
る
作
業
の
内
容
そ
の
他
の
事

に
係
る
事
故
の
収
束
の
た
め
に
必
要
と
な
る
作
業
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を

情
を
勘
案
し
、
こ
れ
を
変
更
し
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ
を
廃

勘
案
し
、
こ
れ
を
変
更
し
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ
を
廃
止
す

止
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
、
緊
急
作
業
及
び
管
理

７

事
業
者
は
、
管
理
区
域
内
に
お
け
る
放
射
線
業
務
、
緊
急
作
業
及
び
管
理

区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
作
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
管

区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
作
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
管

理
区
域
内
放
射
線
業
務
等
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ

理
区
域
内
放
射
線
業
務
等
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ

る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
管
理
区
域
内
放
射
線
業
務
等
に
従

る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
管
理
区
域
内
放
射
線
業
務
等
に
従

事
す
る
作
業
従
事
者
が
管
理
区
域
内
に
お
い
て
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る

事
す
る
者
が
管
理
区
域
内
に
お
い
て
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
及
び

線
量
及
び
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め

内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
十
八
条

事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
工
業

第
十
八
条

事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
工
業

用
等
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
放
射

用
等
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
放
射

線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点

線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点

又
は
放
射
線
源
及
び
被
照
射
体
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
（
外
部
放
射

又
は
放
射
線
源
及
び
被
照
射
体
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
（
外
部
放
射

線
に
よ
る
実
効
線
量
が
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
場
所
を

線
に
よ
る
実
効
線
量
が
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
場
所
を
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除
く
。
）
に
、
作
業
従
事
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放

除
く
。
）
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
の
線
源
容
器
内
に
放
射
線
源
が
確
実
に
収

し
、
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
の
線
源
容
器
内
に
放
射
線
源
が
確

納
さ
れ
、
か
つ
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
有
す
る
線
源
容
器
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ャ

実
に
収
納
さ
れ
、
か
つ
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
有
す
る
線
源
容
器
に
あ
つ
て
は
当

ッ
タ
ー
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
線
源
容
器
か
ら
放
射
線
源
を

該
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
線
源
容
器
か
ら
放
射

取
り
出
す
た
め
の
準
備
作
業
、
線
源
容
器
の
点
検
作
業
そ
の
他
必
要
な
作
業

線
源
を
取
り
出
す
た
め
の
準
備
作
業
、
線
源
容
器
の
点
検
作
業
そ
の
他
必
要

を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
作
業
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ

止
さ
れ
て
い
る
場
所
を
標
識
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
を
標
識
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
透
過
写
真
の
撮
影
時
の
措
置
等
）

（
透
過
写
真
の
撮
影
時
の
措
置
等
）

第
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

第
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
（
ガ
ン

特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
（
ガ
ン

マ
線
照
射
装
置
で
、
透
過
写
真
の
撮
影
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

マ
線
照
射
装
置
で
、
透
過
写
真
の
撮
影
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き
（
被
ば
く
の
お

同
じ
。
）
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き
（
被
ば
く
の
お

そ
れ
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
は
、
放
射
線
を
、
作
業
従
事
者
が
立
ち
入
ら

そ
れ
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
は
、
放
射
線
を
、
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立

な
い
方
向
に
照
射
し
、
又
は
遮
蔽
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
入
ら
な
い
方
向
に
照
射
し
、
又
は
遮
蔽
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
放
射
線
源
の
収
納
）

（
放
射
線
源
の
収
納
）

第
十
八
条
の
十

（
略
）

第
十
八
条
の
十

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
遮
蔽
物
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
鉗
子

当
該
請
負
人
に
対
し
、
遮
蔽
物
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
鉗
子

か
ん

か
ん

等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
と
放
射
線

等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
と
放
射
線
源
と
の
間

源
と
の
間
に
適
当
な
距
離
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

に
適
当
な
距
離
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

（
退
去
者
の
汚
染
検
査
）

（
退
去
者
の
汚
染
検
査
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
管
理
区
域
か
ら
退
去
す
る
と
き

４

管
理
区
域
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
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は
、
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の

の
区
域
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ

状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物
品

３

管
理
区
域
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
管

に
つ
い
て
は
、
持
ち
出
し
の
際
に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い

理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ
い
て
は
、
持
ち
出
し
の
際
に
、
前
条
第
一

て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
四
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
そ
の
他
の
放
射
性

第
四
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
放
射
性
物
質
取
扱
作
業
室
そ
の
他
の
放
射
性

物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
い

物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け

て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止

る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場

表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙

に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す

又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

作
業
従
事
者
は
、
前
項
の
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙

い
。

し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
退
避
）

（
退
避
）

第
四
十
二
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生

第
四
十
二
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
そ
の
事
故
に
よ
つ
て
受
け
る
実
効

し
た
と
き
は
、
そ
の
事
故
に
よ
つ
て
受
け
る
実
効
線
量
が
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ

線
量
が
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
か
ら
、
作
業

ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
か
ら
、
直
ち
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者

従
事
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

事
業
者
は
、
作
業
従
事
者
を
第
一
項
の
区
域
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

３

事
業
者
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
第
一
項
の
区
域
に
立
ち
入
ら
せ
て
は

い
。
た
だ
し
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

り
で
な
い
。

で
な
い
。

（
診
察
等
）

（
診
察
等
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
、
緊
急
作
業
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち

３

事
業
者
は
、
放
射
線
業
務
、
緊
急
作
業
及
び
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち

入
る
作
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
放
射
線
業
務
等
」

入
る
作
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
放
射
線
業
務
等
」

と
い
う
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

と
い
う
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

請
負
人
に
対
し
、
放
射
線
業
務
等
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
第
一
項
各
号

請
負
人
に
対
し
、
放
射
線
業
務
等
に
従
事
す
る
者
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
る
必
要

け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 165 -

（
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
換
気
）

（
換
気
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

２

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に

作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間

従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の

（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
作
業
を
行
う

濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の

気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た

限
り
で
な
い
。

だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
人
員
の
点
検
）

（
人
員
の
点
検
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

２

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
入
場

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
入
場
し
、
及
び
退
場
す
る

し
、
及
び
退
場
す
る
時
に
、
人
員
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
に
、
人
員
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
九
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
で
作

第
九
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
で
作

業
を
行
う
と
き
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の

業
を
行
う
と
き
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
当
該

者
が
当
該
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表

も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
酸
素
欠
乏
危
険

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
が
立

場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規

２

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な

立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
退
避
）

（
退
避
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合

第
十
四
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合

で
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

で
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
従
事
者
を
そ
の
場
所
か
ら
退
避
さ
せ

き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
そ
の
場
所
か
ら
退

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
救
出
時
の
空
気
呼
吸
器
等
の
使
用
）

（
救
出
時
の
空
気
呼
吸
器
等
の
使
用
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
た
作
業
従
事
者
を
酸
素
欠

第
十
六
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
た
作
業
に
従
事
す
る
者
を

乏
等
の
場
所
に
お
い
て
救
出
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、

酸
素
欠
乏
等
の
場
所
に
お
い
て
救
出
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

当
該
救
出
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ

き
は
、
当
該
救
出
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
さ
せ

ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
救
出
作
業
を
、
酸
素
欠
乏
等
の
場
所
（
労
働
者
が

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
救
出
作
業
を
、
酸
素
欠
乏
等
の
場
所
に
お
い
て
作

作
業
を
行
つ
て
い
る
場
所
に
限
る
。
）
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を

業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し

除
く
。
）
が
行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る

、
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
冷
蔵
室
等
に
係
る
措
置
）

（
冷
蔵
室
等
に
係
る
措
置
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く

事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り

い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

（
溶
接
に
係
る
措
置
）

（
溶
接
に
係
る
措
置
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業

一

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を

に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の

除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ

濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い

ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

て
配
慮
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
ガ
ス
漏
出
防
止
措
置
）

（
ガ
ス
漏
出
防
止
措
置
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に

、
請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除

従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い

く
。
）
、
同
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば

て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
空
気
の
稀
薄
化
の
防
止
）

（
空
気
の
稀
薄
化
の
防
止
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く

事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
ガ
ス
配
管
工
事
に
係
る
措
置
）

（
ガ
ス
配
管
工
事
に
係
る
措
置
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業

二

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
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に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の

除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ

濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い

ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
、
又
は
請

て
配
慮
し
、
又
は
請
負
人
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

負
人
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と

を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

。

４

（
略
）

４

（
略
）
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
一
章
の
六

（
略
）

第
一
章
～
第
一
章
の
六

（
略
）

第
一
章
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
第
一
条
の
二
の
四
十
五
䢣
第
一
条

第
一
章
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
第
一
条
の
二
の
四
十
五
䢣
第
一

の
十
一
）

条
の
十
一
）

第
一
章
の
八
～
第
十
一
章

（
略
）

第
一
章
の
八
～
第
十
一
章

（
略
）

附
則

附
則

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
は
、
第
一
条

第
一
条
の
二
の
二
の
五

登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
は
、
第
一
条

の
二
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、

の
二
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
機
関
登

と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
衛
生
工
学
衛

録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に

生
管
理
者
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
条
の
二
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

二

変
更
し
た
年
月
日

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

二

変
更
す
る
年
月
日

の
二
の
二
の
二
第
二
項

の
二
の
二
の
二
第
二
項

第
二
号
の
事
項
の
変
更

第
二
号
の
事
項
の
変
更

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。

。

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
二
の
五

一
・
二

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

三

変
更
し
た
年
月
日

の
規
定
に
よ
る
第
一
条

三

変
更
す
る
年
月
日
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の
二
の
二
の
二
第
二
項

の
二
の
二
の
二
第
二
項

第
三
号
の
事
項
の
変
更

第
三
号
の
事
項
の
変
更

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。

。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
六

登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の

第
一
条
の
二
の
六

登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等
養
成
講
習
機
関
登
録
事

、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
安
全
衛
生
推
進
者
等

項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け

養
成
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
一
条
の
二
の
十
五

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一

（
略
）

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

二

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

二

変
更
す
る
年
月
日

の
三
第
二
項
第
二
号
の

の
三
第
二
項
第
二
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
六
の
規

一
・
二

（
略
）

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

三

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
一
条
の
二

三

変
更
す
る
年
月
日

の
三
第
二
項
第
三
号
の

の
三
第
二
項
第
三
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）
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第
一
条
の
二
の
二
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
一
条
の
二
の
二
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
一
条
の
二
の
四
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
七

登
録
適
合
性
証
明
機
関
は
、
第
一
条
の
二
の
四

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
七

登
録
適
合
性
証
明
機
関
は
、
第
一
条
の
二
の
四

十
四
の
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更

十
四
の
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
適
合
性
証
明
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書

は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
適
合
性
証
明
機
関

（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一

（
略
）

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

二

変
更
し
た
年
月
日

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

二

変
更
す
る
年
月
日

一
条
の
二
の
四
十
四
の

一
条
の
二
の
四
十
四
の

四
第
二
項
第
二
号
の
事

四
第
二
項
第
二
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
二
の
四
十
四

一
・
二

（
略
）

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

三

変
更
し
た
年
月
日

の
七
の
規
定
に
よ
る
第

三

変
更
す
る
年
月
日
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一
条
の
二
の
四
十
四
の

一
条
の
二
の
四
十
四
の

四
第
二
項
第
三
号
の
事

四
第
二
項
第
三
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
章
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関

第
一
章
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

（
登
録
の
区
分
）

（
登
録
の
区
分
）

第
一
条
の
二
の
四
十
五

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
二
の
四
十
五

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

地
域
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
に

区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

お
い
て
、
そ
の
地
域
の
区
分
の
区
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
都

道
府
県
の
区
域
と
す
る
。

一

北
海
道

北
海
道

一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
ボ
イ
ラ
ー

二

東
北

青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
及
び
福
島
県

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
第
一
種
圧
力
容
器

三

関
東
甲
信
越

茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東

（
新
設
）

京
都
、
神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
及
び
長
野
県

四

東
海
北
陸

富
山
県
、
石
川
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
及
び
三

（
新
設
）

重
県

五

近
畿

福
井
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
及

（
新
設
）

び
和
歌
山
県

六

中
国
四
国

鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
徳
島

（
新
設
）

県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県

七

九
州

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、

（
新
設
）

鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県

八

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
本
邦
の
全
て
の
地
域

（
新
設
）

九

本
邦
以
外
の
地
域

（
新
設
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
の
三

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
一
条
の
三

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
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、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
六
号
の
二
）
に
次
の
書
類

、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書

を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か

三

申
請
者
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
審
査
員
の
経

（
新
設
）

歴
及
び
数

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
査
員
の
経

ハ

法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
査
員
の
経
歴

歴
及
び
数

及
び
数

ホ

設
計
審
査
等
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業

ニ

製
造
時
等
検
査
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

務
の
種
類
及
び
概
要

業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
製
造
時
等
検
査
の
検
査
方
法
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

（
製
造
時
等
検
査
の
検
査
方
法
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
）

な
措
置
）

第
一
条
の
五

法
第
四
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
五

法
第
四
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
条
に
お
い

（
新
設
）

て
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た

り
、
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。

イ

ボ
イ
ラ
ー
等
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
著
し
い
損
傷
等
が
認
め
ら
れ

一

ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い

、
そ
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ

て
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
著
し
い
損
傷

る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

等
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
水
圧
試
験
又
は
気
圧
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
危
険

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二

移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
ゴ
ン
ド
ラ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
移
動
式

（
新
設
）

ク
レ
ー
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、

次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。

イ

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
検
査
の
実
施
に
つ
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い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ロ

移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を

行
う
に
当
た
り
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
が
不
意
に
起
動
す
る
こ
と
に
よ

る
労
働
者
の
墜
落
、
挟
ま
れ
等
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
移
動

式
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー

ン
等
の
操
作
部
分
に
運
転
を
禁
止
す
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。

ハ

移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
の
構
造
部
材
そ
の
他
荷
重
を
受
け
る
部
分
に
著

し
い
損
傷
等
が
認
め
ら
れ
、
荷
重
試
験
等
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予

想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ニ

荷
重
試
験
等
の
実
施
に
当
た
り
、
ジ
ブ
等
が
当
該
試
験
を
行
う
場
所

に
隣
接
す
る
家
屋
、
公
道
等
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ホ

荷
重
試
験
等
の
実
施
に
当
た
り
、
当
該
試
験
を
続
行
す
る
こ
と
に
よ

る
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
験
を
中
止
す
る
こ
と
。

三

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
製
造
時
等
検
査
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
地
盤
が

（
新
設
）

軟
弱
で
あ
る
こ
と
、
埋
設
物
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
が
損
壊
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
転
倒
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
当
該
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
場
所
に
お
い
て
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
転
倒
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
が
敷
設
さ
れ
、
そ
の
上
に
当
該
移

動
式
ク
レ
ー
ン
を
設
置
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
五
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規
定

第
一
条
の
五
の
二

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
の
規

に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
登

定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機

録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
一
条
の
六

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規

第
一
条
の
六

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
前
段
の

定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
届
出
書

規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
届
出
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（
様
式
第
二
号
）
に
当
該
業
務
規
程
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

書
（
様
式
第
二
号
）
に
当
該
業
務
規
程
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

設
計
審
査
等
の
実
施
方
法

一

製
造
時
等
検
査
の
実
施
方
法

二

設
計
審
査
等
に
関
す
る
料
金

二

製
造
時
等
検
査
に
関
す
る
料
金

三

（
略
）

三

（
略
）

四

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

五

設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

六

製
造
時
等
検
査
を
行
う
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る

五

製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る
特
定
機
械
等

特
定
機
械
等
（
以
下
「
設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

（
第
一
条
の
八
の
五
及
び
第
一
条
の
九
に
お
い
て
「
製
造
時
等
検
査
対
象

製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の
が
製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
場
合
の
刻
印

機
械
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
刻
印
に
関
す
る
事
項

及
び
検
査
証
の
交
付
並
び
に
検
査
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
項

七

審
査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事

六

検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

項
八

設
計
審
査
等
に
関
す
る
書
類
及
び
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事
項

七

製
造
時
等
検
査
に
関
す
る
書
類
及
び
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事
項

九

（
略
）

八

（
略
）

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
し
必
要
な

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
し
必
要

事
項

な
事
項

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
変
更
届
出

り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
規
程
変
更
届

書
（
様
式
第
三
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
書
（
様
式
第
三
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
等
の
届
出
）

（
業
務
の
休
廃
止
等
の
届
出
）

第
一
条
の
七

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設

第
一
条
の
七

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

計
審
査
等
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
設

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

計
審
査
等
業
務
休
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

、
製
造
時
等
検
査
業
務
休
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
設
計
審
査
等
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
で
あ
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
で
あ

場
合
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
当
該

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
当
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登
録
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
厚
生

該
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
一
条
の
九
の
帳
簿
の
写
し
を
厚

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
等
の
届
出
）

（
検
査
員
の
選
任
等
の
届
出
）

第
一
条
の
八

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
審

第
一
条
の
八

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

査
員
又
は
検
査
員
の
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
査
員
・
検

検
査
員
の
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
検
査
員
選
任
届
出
書
（

査
員
選
任
届
出
書
（
様
式
第
五
号
）
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
経
歴
を
記

様
式
第
五
号
）
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
経
歴
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え

載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
員
又
は

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
員
の

検
査
員
の
解
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
査
員
・
検
査
員
解
任

解
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
検
査
員
解
任
届
出
書
（
様
式
第
六

届
出
書
（
様
式
第
六
号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

号
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
旅
費
の
額
）

（
旅
費
の
額
）

第
一
条
の
八
の
二

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百

第
一
条
の
八
の
二

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（

十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
旅
費
の
額
に

次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
、

相
当
す
る
額
（
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号

い
う
。
）
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
及
び
国

律
第
百
十
四
号
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い

家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号

う
。
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政

。
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

令
第
三
百
六
号
。
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う

よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

。
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場

当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条

イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ

(一)

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級

る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

(一)

で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
一
条
の
八
の
五

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
と
き

第
一
条
の
八
の
五

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た

は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
設
計
審
査
等
結
果
報
告
書
（
様
式

と
き
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
製
造
時
等
検
査
結
果
報
告
書

第
六
号
の
二
の
二
）
を
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
を

（
様
式
第
六
号
の
二
）
を
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
製
造
時
等
検
査
対
象
機
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製
造
し
よ
う
と
す
る
又
は
製
造
し
た
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

械
等
を
製
造
し
た
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
六

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
検
査
証
を
再
交
付
し
た
と
き

（
新
設
）

は
、
速
や
か
に
、
検
査
証
再
交
付
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
二
の
三
）
を
検

査
証
に
係
る
特
定
機
械
等
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
一
条
の
九

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
設
計
審
査
等
を
行
つ
た
設
計
審
査

第
一
条
の
九

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
製
造

等
対
象
機
械
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
移
動
式

時
等
検
査
対
象
機
械
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、

の
特
定
機
械
等
の
製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の
は
記
載
の
日
か
ら
登
録
に
係

こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
業
務
の
廃
止
（
登
録
の
取
消
し
及
び
失
効
を
含
む
。
）
に
至
る
ま
で
、
機

械
等
（
移
動
式
の
特
定
機
械
等
を
除
く
。
）
の
製
造
時
等
検
査
に
係
る
も
の

及
び
全
て
の
機
械
等
の
設
計
審
査
に
係
る
も
の
は
、
記
載
の
日
か
ら
三
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
審
査
等
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

一

製
造
時
等
検
査
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

設
計
審
査
等
対
象
機
械
等
の
型
式
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
そ
の
安
全

二

製
造
時
等
検
査
対
象
機
械
等
の
型
式
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
そ
の
安

装
置
及
び
附
属
装
置
等
に
関
す
る
事
項

全
装
置
及
び
附
属
装
置
等
に
関
す
る
事
項

三

設
計
審
査
等
を
行
つ
た
年
月
日

三

製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
年
月
日

四

設
計
審
査
等
を
行
つ
た
審
査
員
又
は
検
査
員
の
氏
名

四

製
造
時
等
検
査
を
行
つ
た
検
査
員
の
氏
名

五

設
計
審
査
等
の
結
果

五

製
造
時
等
検
査
の
結
果

六

設
計
審
査
結
果
証
明
書
番
号
及
び
製
造
時
等
検
査
合
格
番
号

六

製
造
時
等
検
査
合
格
番
号

七

そ
の
他
設
計
審
査
等
に
関
し
必
要
な
事
項

七

そ
の
他
製
造
時
等
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項

（
設
計
審
査
等
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

（
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
一
条
の
十

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
法
第

第
一
条
の
十

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（

五
十
二
条
に
規
定
す
る
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
を
い
う
。
次
項
及
び
次

法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
を
い
う
。
次
項

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一

定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
ご
と
に
、
当
該
事
務
所
の
所
在

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
ご
と
に
、
当
該
事
務
所
の
所
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地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
並
び
に

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
並

当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

び
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ

こ
と
。

二

そ
の
他
設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

二

そ
の
他
製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
つ
た
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

都
道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

る
都
道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

２

外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定

る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
審
査
等
の
業
務
の
全

一

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
時
等
検
査
の
業
務
の

部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
な
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
設
計

全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
な
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
当
該
製

審
査
等
の
業
務
並
び
に
当
該
設
計
審
査
等
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書

造
時
等
検
査
の
業
務
並
び
に
当
該
製
造
時
等
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿

類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

及
び
書
類
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
一
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
七
条
第
三
項

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名

法
第
三
十
八
条
第
一
項

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は

の
規
定
に
よ
る
登
録
を

称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

の
規
定
に
よ
る
登
録
を

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は

し
た
と
き
。

そ
の
代
表
者
の
氏
名

し
た
と
き
。

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

設
計
審
査
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所

名
称
及
び
所
在
地

の
名
称
及
び
所
在
地

三

行
う
こ
と
が
で
き
る
設
計
審
査
等
及
び

三

行
う
こ
と
が
で
き
る
製
造
時
等
検
査

地
域
の
区
分

四

（
略
）

四

（
略
）

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
登
録
設
計
審
査

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
登
録
製
造
時
等

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

等
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

検
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

六
条
第
四
項
第
二
号
の

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

六
条
第
四
項
第
二
号
の

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

名

事
項
の
変
更
の
届
出
が

氏
名

あ
つ
た
と
き
。

二

変
更
し
た
年
月
日

あ
つ
た
と
き
。

二

変
更
す
る
年
月
日

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名

法
第
四
十
七
条
の
二
の

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は
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規
定
に
よ
る
法
第
四
十

称

規
定
に
よ
る
法
第
四
十

名
称

六
条
第
四
項
第
三
号
の

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
設
計
審
査
等
の

六
条
第
四
項
第
三
号
の

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
製
造
時
等
検
査

事
項
の
変
更
の
届
出
が

業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
項
の
変
更
の
届
出
が

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

地

三

変
更
し
た
年
月
日

三

変
更
す
る
年
月
日

法
第
四
十
九
条
の
規
定

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
四
十
九
条
の
規
定

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
登
録
設
計
審

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た

部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
登
録
製
造

と
き
。

査
等
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

と
き
。

時
等
検
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

氏
名

者
の
氏
名

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
設
計
審
査
等

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
製
造
時
等
検

の
業
務
の
範
囲

査
の
業
務
の
範
囲

三

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

三

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

四

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

四

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

、
そ
の
期
間

は
、
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
第
一
項

一

登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
外
国
登
録
設

法
第
五
十
三
条
第
一
項

一

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
外
国
登
録

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

計
審
査
等
機
関
を
除
く
。
）
の
氏
名
又
は

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

製
造
時
等
検
査
機
関
を
除
く
。
）
の
氏
名

取
り
消
し
、
又
は
設
計

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は

取
り
消
し
、
又
は
製
造

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

審
査
等
の
業
務
の
全
部

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

時
等
検
査
の
業
務
の
全

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

若
し
く
は
一
部
の
停
止

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
設
計
審
査
等

部
若
し
く
は
一
部
の
停

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
製
造
時
等
検

を
命
じ
た
と
き
。

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

止
を
命
じ
た
と
き
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

命
じ
た
年
月
日

を
命
じ
た
年
月
日

三

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

三

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
停

部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

止
を
命
じ
た
設
計
審
査
等
の
業
務
の
範
囲

停
止
を
命
じ
た
製
造
時
等
検
査
の
範
囲
及

及
び
そ
の
期
間

び
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
第
二
項

一

外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
氏
名
又

法
第
五
十
三
条
第
二
項

一

外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
氏
名

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

取
り
消
し
た
と
き
。

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

取
り
消
し
た
と
き
。

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二

（
略
）

二

（
略
）

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労
働

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労

労
働
局
長
が
設
計
審
査

局
長
の
名
称

労
働
局
長
が
製
造
時
等

働
局
長
の
名
称

等
の
業
務
の
全
部
又
は

二

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

検
査
の
業
務
の
全
部
又

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

一
部
を
自
ら
行
う
も
の

を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
年
月
日

は
一
部
を
自
ら
行
う
も

部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
年
月
日

と
す
る
と
き
。

三

自
ら
行
う
も
の
と
す
る
設
計
審
査
等
の

の
と
す
る
と
き
。

三

自
ら
行
う
も
の
と
す
る
製
造
時
等
検
査

業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

の
業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

法
第
五
十
三
条
の
二
の

一

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労
働

規
定
に
よ
り
都
道
府
県

部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
都
道
府
県
労

労
働
局
長
が
自
ら
行
つ

局
長
の
名
称

労
働
局
長
が
自
ら
行
つ

働
局
長
の
名
称

て
い
た
設
計
審
査
等
の

二

設
計
審
査
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

て
い
た
製
造
時
等
検
査

二

製
造
時
等
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一

業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
年
月
日

の
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
年
月
日

を
行
わ
な
い
も
の
と
す

三

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
設
計
審
査
等
の

部
を
行
わ
な
い
も
の
と

三

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
製
造
時
等
検
査

る
と
き
。

業
務
の
範
囲

す
る
と
き
。

の
業
務
の
範
囲

（
公
示
）

（
公
示
）

第
一
条
の
二
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
一
条
の
二
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

第
三
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（

登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
登
録
申
請
書
（

様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

三

申
請
者
が
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面
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四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
査
員
の
経
歴
及
び
数

三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
査
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
条
の
三

第
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
に
つ
い
て
準

第
十
条
の
三

第
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
」
と

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
設
計
審
査
等
の
業
務
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
製
造
時
等
検
査
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
性
能
検
査
の
業
務
」
と
、
「
設
計
審
査
等
及
び
地
域
の
区
分
」
と
あ

「
性
能
検
査
」
と
、
「
第
四
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の

る
の
は
「
性
能
検
査
」
と
、
「
第
四
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
」
と
、
「
第
四
十
九
条
」
と
あ

三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
」
と
、
「
第
四
十
九
条

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
」
と
、
「

」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
」

第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

と
、
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て

る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ

準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」

る
の
は
「
外
国
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
、
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
外
国
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
、
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二

と
、
「
第
五
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準

項
」
と
、
「
第
五
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い

用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
」
と
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は

て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
」
と
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る

「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登

第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登

録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
個
別
検
定
機
関
登
録
申
請
書
（
様

録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
個
別
検
定
機
関
登
録
申
請
書
（
様

式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
二
項
各

各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
を
説
明
し
た
書
面

を
説
明
し
た
書
面
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四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
五
号

ハ

法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
三
号

に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

に
規
定
す
る
者
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
十
九
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一

（
略
）

て
準
用
す
る
法
第
四
十

二

変
更
し
た
年
月
日

て
準
用
す
る
法
第
四
十

二

変
更
す
る
年
月
日

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
法
第
四
十
六
条
第
四

る
法
第
四
十
六
条
第
四

項
第
二
号
の
事
項
の
変

項
第
二
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一
・
二

（
略
）

法
第
五
十
四
条
に
お
い

一
・
二

（
略
）

て
準
用
す
る
法
第
四
十

三

変
更
し
た
年
月
日

て
準
用
す
る
法
第
四
十

三

変
更
す
る
年
月
日

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
法
第
四
十
六
条
第
四

る
法
第
四
十
六
条
第
四

項
第
三
号
の
事
項
の
変

項
第
三
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

第
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
型
式
検
定
機
関
登
録
申

一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
型
式
検
定
機
関
登
録
申

請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

請
書
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
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出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

三

申
請
者
が
法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
二

二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い

い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

ハ

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第

五
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
検
定
員
の
経
歴
及
び
数

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
十
九
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一

（
略
）

お
い
て
準
用
す
る
法
第

二

変
更
し
た
年
月
日

お
い
て
準
用
す
る
法
第

二

変
更
す
る
年
月
日

四
十
七
条
の
二
の
規
定

四
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

第
四
項
第
二
号
の
事
項

第
四
項
第
二
号
の
事
項

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

た
と
き
。

た
と
き
。

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一
・
二

（
略
）

法
第
五
十
四
条
の
二
に

一
・
二

（
略
）

お
い
て
準
用
す
る
法
第

三

変
更
し
た
年
月
日

お
い
て
準
用
す
る
法
第

三

変
更
す
る
年
月
日

四
十
七
条
の
二
の
規
定

四
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

に
よ
る
法
第
四
十
六
条

第
四
項
第
三
号
の
事
項

第
四
項
第
三
号
の
事
項

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

た
と
き
。

た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

者
）

者
）

第
十
九
条
の
二
十
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
二

（
略
）

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
ォ

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
ォ

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計

設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

の
ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
六

登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
は
、
第
十

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
六

登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
は
、
第
十

九
条
の
二
十
四
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た

九
条
の
二
十
四
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ

と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
検
査
業
者
検
査
員
研
修

う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
検

機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届

査
業
者
検
査
員
研
修
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

二
の
三
第
二
項
第
二
号

二
の
三
第
二
項
第
二
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

二
の
六
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

二
の
三
第
二
項
第
三
号

二
の
三
第
二
項
第
三
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
七

登
録
較
正
機
関
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
第

第
十
九
条
の
二
十
四
の
七

登
録
較
正
機
関
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら

二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

二
週
間
以
内
に
、
登
録
較
正
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の

よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
較
正
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出

五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
十
九
条
の
二
十
四
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

二

変
更
し
た
年
月
日

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

二

変
更
す
る
年
月
日

九
条
の
二
十
四
の
四
第

九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
二
号
の
事
項
の

二
項
第
二
号
の
事
項
の

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
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と
き
。

と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

三

変
更
し
た
年
月
日

七
の
規
定
に
よ
る
第
十

三

変
更
す
る
年
月
日

九
条
の
二
十
四
の
四
第

九
条
の
二
十
四
の
四
第

二
項
第
三
号
の
事
項
の

二
項
第
三
号
の
事
項
の

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

変
更
の
届
出
が
あ
つ
た

と
き
。

と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
十
二

登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九
条
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
十
二

登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九
条
の

二
十
四
の
十
九
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、

二
十
四
の
十
九
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
発
破
実
技
講
習
機
関
登
録
事
項
変

と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
発
破
実
技
講

更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な

習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
一

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
一

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

十
九
第
二
項
第
二
号
の

十
九
第
二
項
第
二
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

二
十
二
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

十
九
第
二
項
第
三
号
の

十
九
第
二
項
第
三
号
の
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事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
七

登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九

第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
七

登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関
は
、
第
十
九

条
の
二
十
四
の
三
十
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と

条
の
二
十
四
の
三
十
四
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う

き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
機
関

と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
ボ
イ

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長

ラ
ー
実
技
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
所
轄

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
十
六

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
十
九
条
の
二
十
四
の
四
十
六

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一

（
略
）

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
し
た
年
月
日

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

三
十
四
第
二
項
第
二
号

三
十
四
第
二
項
第
二
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の

一
・
二

（
略
）

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
し
た
年
月
日

三
十
七
の
規
定
に
よ
る

三

変
更
す
る
年
月
日

第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の

三
十
四
第
二
項
第
三
号

三
十
四
第
二
項
第
三
号

の
事
項
の
変
更
の
届
出

の
事
項
の
変
更
の
届
出

が
あ
つ
た
と
き
。

が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）
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第
十
九
条
の
三
十
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

第
十
九
条
の
三
十
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
二
十
一
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
登
録
教
習
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、

、
登
録
教
習
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、

当
該
者
が
申
請
に
係
る
技
能
講
習
又
は
教
習
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄

当
該
者
が
申
請
に
係
る
技
能
講
習
又
は
教
習
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働

す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。

局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

申
請
者
が
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条

四

申
請
者
が
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第

第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

五

（
略
）

五

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
二
十
五
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法

二

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
法

二

変
更
す
る
年
月
日

第
四
十
七
条
の
二
の
規

第
四
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

条
第
四
項
第
二
号
の
事

条
第
四
項
第
二
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ
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つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

法
第
七
十
七
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法

三

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
法

三

変
更
す
る
年
月
日

第
四
十
七
条
の
二
の
規

第
四
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

定
に
よ
る
法
第
四
十
六

条
第
四
項
第
三
号
の
事

条
第
四
項
第
三
号
の
事

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

項
の
変
更
の
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
二
十
五
条
の
三
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
九

登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
は
、
第
二
十
五
条
の
六

第
二
十
五
条
の
九

登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
は
、
第
二
十
五
条
の
六

第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か

第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更

ら
二
週
間
以
内
に
、
登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出

し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
講
習
機
関

書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

第
二
十
五
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一

（
略
）

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

二

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

二

変
更
す
る
年
月
日

の
六
第
二
項
第
二
号
の

の
六
第
二
項
第
二
号
の
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事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一
・
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
九
の
規

一
・
二

（
略
）

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

三

変
更
し
た
年
月
日

定
に
よ
る
第
二
十
五
条

三

変
更
す
る
年
月
日

の
六
第
二
項
第
三
号
の

の
六
第
二
項
第
三
号
の

事
項
の
変
更
の
届
出
が

事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
と
き
。

あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
五
条
の
三
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
五
条
の
三
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
三
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
三
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
五
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
五
十
八
条

登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
は
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第

第
五
十
八
条

登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
は
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第

二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
日
か
ら
二
週
間

二
号
又
は
第
三
号
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と

以
内
に
、
登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式

す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
登
録
計
画
作
成
参
画
者
研
修
機
関
登
録
事
項
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第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
六
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

第
六
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一

（
略
）

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

二

変
更
し
た
年
月
日

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

二

変
更
す
る
年
月
日

項
第
二
号
の
事
項
の
変

項
第
二
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一
・
二

（
略
）

第
五
十
八
条
の
規
定
に

一
・
二

（
略
）

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

三

変
更
し
た
年
月
日

よ
る
第
五
十
五
条
第
二

三

変
更
す
る
年
月
日

項
第
三
号
の
事
項
の
変

項
第
三
号
の
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

更
の
届
出
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
指
定
）

（
指
定
）

第
六
十
八
条

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

第
六
十
八
条

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て

単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て

定
め
る
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ

定
め
る
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ

り
行
う
。

り
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管

三

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管

理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

理
者
、
安
全
衛
生
責
任
者
そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名

元
方
事
業
者
の
労
働
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の

を
受
け
た
事
業
者
を
除
く
。
）
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
当
該
労

作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働

働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
特
定
元
方
事
業

災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
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者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

等
に
対
す
る
講
習

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
請
負

人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
業
務
（
法
第
三
十
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名
が
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
指
名
を
受
け
た
事
業
者
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
及
び
当

該
指
名
を
受
け
た
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定

事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
の
作
業
が
同
一
の

場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
発
生
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す

る
た
め
の
業
務
）
に
従
事
す
る
者

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
に
対
す
る

講
習

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表

第
百
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
二
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
百
二
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）
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様
式
第
一
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号の５（第１条の２の２の５、第１条の２の６、第１条の２の 44 の７、第１

条の５の２、第５条の２、第 14 条の２、第 19 条の６の２、第 19 条の 24 の２の６、

第 19 条の 24 の７、第 19 条の 24 の 22、第 19 条の 24 の 37、第 22 条の２、第 25 条

の９、第 58 条関係） 

 

 
 
 

登 録 番 号  

届出者の氏名又は名

称及び法人にあって

は、その代表者の氏名 

 

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 
変 
更 
事 
項 

 
 

 

 
 

 

変 更 し た 年 月 日  

変 更 の 理 由  
 

年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 

 都道府県労働局長 
 
備考 
 １ 表題には、「衛生工学衛生管理者講習」、「安全衛生推進者等養成講習」、「適合性

証明」、「設計審査等」、「性能検査」、「個別検定」、「型式検定」、「検査業者検査員

研修」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教習」、「コンサルタン

ト講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。 
２ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機

関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録

較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっ

ては厚生労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等

養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録教習

機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。 
３ 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後の代表者の略歴を記載

した書面を添付すること。 
４ この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 

殿 

変 更 前 

変 更 後 

登録     機関登録事項変更届出書 
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様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第１条の２の２の６、第１条の２の７、第１条の２の 44 の８、第１条の

６、第６条、第 15条、第 19 条の７、第 19条の 24 の２の７、第 19 条の 24 の８、第

19 条の 24 の 23、第 19 条の 24 の 38、第 23 条、第 25 条の 10、第 59条関係） 

 
 

業務規程届出書 
 

登 録 番 号  

届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称  

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 
業 務 開 始 予 定 年 月 日  

 
      年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 

 都道府県労働局長 
 
備考  

   この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、

登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機

関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生

労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機

関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録教習機関にあって

は都道府県労働局長に提出すること。 

  

 殿 



様式第３号（第１条の２の２の６、第１条の２の７、第１条の２の 44 の８、第１条の

６、第６条、第 15条、第 19 条の７、第 19条の 24 の２の７、第 19 条の 24 の８、第

19 条の 24 の 23、第 19 条の 24 の 38、第 23 条、第 25 条の 10、第 59条関係） 

 
 

業 務 規 程 変 更 届 出 書 
 
登 録 番 号  

届出者の氏名又は名称  

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 

変
更
事
項 

 
 

 

 
 

 

変更しようとする年月日  

変 更 の 理 由  
 

年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 
 都道府県労働局長 
 
 
備考  

１ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、

登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機

関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生

労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機

関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録教習機関にあって

は都道府県労働局長に提出すること。 

２ この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 

殿 

変 更 前 

変 更 後 



様式第４号（第１条の２の２の７、第１条の２の８、第１条の２の44の９、第１条の７、第

７条、第16条、第19条の８、第19条の24の２の８、第19条の24の９、第19条の24の24、第

19条の24の39、第23条の２、第25条の11、第60条関係） 

 

                       業務休廃止届出書 

 

１ 登 録 番 号   

２ 

届出者の氏名又は名称及

び法人にあっては、その

代 表 者 の 氏 名 

  

３ 届 出 者 の 住 所 電話  （  ）    

４ 
（休止・廃止）しようと 

す る 業 務 の 範 囲  

  

５ （休止・廃止）年月日   

６ 休 止 の 期 間   

７ （休止・廃止）の理由   

       年  月  日 

届出者                

厚 生 労 働 大 臣 

都道府県労働局長 
殿 

 

備考 

 １ 表題には、「衛生工学衛生管理者講習」、「安全衛生推進者等養成講習」、「適合性証

明」、「設計審査等」、「性能検査」、「個別検定」、「型式検定」、「検査業者検査員研

修」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教習」、「コンサルタント講

習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。 

 ２ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登

録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機関、

登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大

臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録

発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録教習機関にあっては都道府県

労働局長に提出すること。 

 ３ ４、５及び７の欄中（  ）内は、該当しない文字を抹消すること。 



様式第４号の２（第１条の２の44の２、第３条、第12条、第19条の４関係） 

 

 

登録                機関登録申請書 

 

１ 登録番号   ２ 登録年月日 年  月  日 

３ 
申請者の氏名又は名称及び法人

にあつては、その代表者の氏名 
  

４ 申 請 者 の 住 所 電話（    ）  

５ 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地   

６ 

（適合性証明・性能検査・個別検定・

型式検定）を行おうとする機械等の

種類 

  

７ （適合性証明員・検査員・検定員）数   

８ 

（適合性証明・性能検査・個別検定・

型式検定）業務以外の業務を実施して

いるか否かの区別 

（実施している。 実施していない。） 

       年  月  日 

申請者                 

  収 入

印 紙 
  

 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

備考 

 １ 表題には、「適合性証明」、「性能検査」、「個別検定」及び「型式検定」のうち、該

当する文字を記入すること。 

 ２ １及び２の欄は、登録の更新を行う場合に限り、記入すること。 

 ３ ６、７及び８の欄中（  ）内は、該当しない文字を抹消すること。 

 ４ 登録の申請（登録適合性証明機関を除く。）を行う場合には、登録免許税を国に納

付し、その領収証書を裏面に貼り付けるとともに、手数料額に相当する額の収入印紙

を収入印紙欄に貼り付けること。 

 ５ 登録の更新の申請（登録適合性証明機関を除く。）を行う場合には、手数料額に相

当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。 

 ６ 収入印紙は、申請者において消印しないこと。 



様式第４号の３（第１条の２の 44の６関係） 

 

 

 

 

 

 

１ 製 造 者 の 名 称  

２ 製 造 者 の 住 所 電話（    ） 

３ 品  名  及  び  型  式  

４ 適 用 し た 規 格 等  

５ 用 途 及 び 仕 様  

６ 使 用 条 件  

 

 

              殿 

 

      年  月  日 

                    申請者              

 

 

備考 

 １ 本申請書には、ボイラー及び圧力容器安全規則第 25条第２項に規定する厚生労働

大臣の定める技術上の指針（以下「技術指針」という。）への適合性を明らかにす

る書面を添付すること。 

 ２ ４の欄には、証明に当たって適用した技術指針以外の日本産業規格又は国際規格

等の名称を記載すること。 

 ３ ５の欄には、証明対象機器の用途に加え、当該機器が適合する安全度水準（日本

産業規格Ｃ0508）並びにカテゴリー及びパフォーマンスレベル（日本産業規格Ｂ

9705）を記載すること。 

適合性証明申請書 



様式第４号の４（第１条の２の 44の６関係） 

 

 

 

 

 

 

１ 証明書番号  ２ 証明年月日 年  月  日 

３ 製 造 者 の 名 称  

４ 製 造 者 の 住 所 電話（    ） 

５ 品 名 及 び 型 式  

６ 適 用 し た 規 格 等  

７ 用 途 及 び 仕 様  

８ 使 用 条 件  

９ 証明書の期限の末日  

 

      年  月  日 

 

 

               殿 

                

登録適合性証明機関 

 

                                  

備考 

 １ ６の欄には、証明に当たって適用した技術指針以外の日本産業規格又は国際規格

等の名称を記載すること。 

 ２ ７の欄については、証明対象機器の用途に加え、当該機器が適合する安全度水準

（日本産業規格Ｃ0508）並びにカテゴリー及びパフォーマンスレベル（日本産業規

格Ｂ9705）を記載すること。 

適合証明書 
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様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第５号（第１条の２の44の11、第１条の８、第１条の20、第８条、第17条、第19条の９

関係） 

 

  

選 任 届 出 書 

 

１ 登 録 番 号   

２ 届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称   

３ 届 出 者 の 住 所 電話（    ）  

４ 

選任した（適合性証明員・審査員・

検査員・証明書作成員・検定員）の

氏名及び生年月日 

  

５ 

（適合性証明・設計審査等・証明書

作成・性能検査・個別検定・型式検

定）を行う機械等の種類 

  

６ 勤 務 地   

      年  月  日 

届出者                

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

備考 

 １ 表題中「適合性証明員」、「審査員」、「検査員」、「証明書作成員」及び「検定員」の

うち、該当する文字を記入すること。 

 ２ 本申請書には、選任する適合性証明員、審査員、検査員、証明書作成員又は検定員

の経歴を記載した書面を添付すること。 

 ３ ４及び５の欄中（  ）内は、該当しない文字を抹消すること。 



様式第６号（第１条の２の44の11、第１条の８、第１条の20、第８条、第17条、第19条の９

関係） 

 

 

解任届出書 

 

１ 登 録 番 号   

２ 届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称   

３ 届 出 者 の 住 所 電話（    ）  

４ 

解任した（適合性証明員・審査員・

検査員・証明書作成員・検定員）の

氏名及び生年月日 

  

５ 

（適合性証明・設計審査等・証明書

作成・性能検査・個別検定・型式検

定）を行っていた機械等の種類 

  

６ 解 任 の 理 由   

      年  月  日 

届出者                

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

備考 

 １ 表題中「適合性証明員」、「審査員」、「検査員」、「証明書作成員」及び「検定員」の

うち、該当する文字を記入すること。 

 ２ ４及び５の欄中（  ）内は、該当しない文字を抹消すること。 



様式第６号の２（第１条の３関係） 

 

登録設計審査等機関登録申請書 

 

１ 登録番号   ２ 登録年月日 年  月  日 

３ 
申請者の氏名又は名称及び法人

にあつては、その代表者の氏名 
  

４ 申 請 者 の 住 所 電話（    ）  

５ 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地   

６ 
労働安全衛生法第 4 6条第１項の 

特 定 機 械 等 の 区 分 
  

７ 地 域 の 区 分  

８ 審 査 員 及 び 検 査 員 の 数   

９ 
設 計 審 査 等 業 務 以外の業務を 

実 施 し て い る か 否 か の 区 別 
（実施している。 実施していない。） 

       年  月  日 

申請者                 

  収 入

印 紙 
  

 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

備考 

 １ １及び２の欄は、登録の更新を行う場合に限り、記入すること。 

 ２ ６の欄は、設計審査及び製造時等検査を行う場合「ボイラー及び第一種圧力容器」

、「移動式クレーン」又は「ゴンドラ」のいずれかを、設計審査のみを行う場合「ク

レーン及びデリック」又は「エレベーター及び建設用リフト」のいずれかをそれぞれ

記入すること。 

 ３ ７の欄は、第１条の２の45による地域の区分を記入すること。 

 ４ 登録の申請を行う場合には、登録免許税を国に納付し、その領収証書を裏面に貼り

付けるとともに、手数料額に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。 

 ５ 登録の更新の申請を行う場合には、手数料額に相当する額の収入印紙を収入印紙欄

に貼り付けること。 

 ６ 収入印紙は、申請者において消印しないこと。 
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式
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号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様式第６号の２の２（第１条の８の５関係） 

 

 

設計審査等結果報告書  

 

１ 
申
請
者 

氏 名   

住 所   

2 特定機械等の区分  

3 設計審査等の種類 （設計審査・構造検査・溶接検査・製造検査・使用検査） 

4 型 式  性  能  

5 
審 査 ・ 検 査 結果 
の 概 要 

 

6 

証明書番号又は構
造検査、使用検査、
溶接検査若しくは
製 造 検 査 の 刻印 

 

7 備 考  

     年  月  日 

報告者          

        都道府県労働局長 殿 

 備考 

  １ ２の欄には、労働安全衛生法別表第１による区分を記入すること。 

  ２ ３の欄中（   ）内は、該当しない文字を抹消すること。 

  ３ ４の「性能」の欄には、ボイラーにあっては最高使用圧力及び伝熱面積、第一種圧

力容器にあっては最高使用圧力及び内容積、クレーン、移動式クレーン及びデリック

にあってはつり上げ荷重、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラにあっては積載

荷重を、それぞれ記入すること。 

  ４ ６の欄には、ボイラー又は第一種圧力容器の構造検査又は使用検査に係る報告書に

あってはボイラー及び圧力容器安全規則様式第４号による刻印、溶接検査に係る報告

書にあっては同令様式第９号による刻印、移動式クレーンの製造検査又は使用検査に

係る報告書にあってはクレーン等安全規則様式第17号による刻印、ゴンドラの製造検

査又は使用検査に係る報告書にあってはゴンドラ安全規則様式第４号による刻印を、

それぞれ記入すること。 

  ５ ７の欄には、検査証を交付した場合における検査証番号その他参考となる事項を記

入すること。 

  ６ 設計審査の報告にあっては実施した設計審査に係る申請書、製造時等検査の報告に

あっては実施した製造時等検査に係る申請書及び明細書をそれぞれ添付すること。 



様式第６号の２の３（第１条の８の６関係） 

検 査 証 再 交 付 報 告 書 

１ 

設

置

者 

事業場 の名称   

事業場の所在地 
  

２ 特 定 機 械 等 の 区 分   検査証番号 第     号 

３ 種 類 及 び 型 式   性 能   

４ 設 置 地 等   

５ 備 考   

        年  月  日 

報告者           

  労働基準監督署長 殿 

 

 備考 

  １ ２の欄には、「ボイラー」、「第一種圧力容器」、「移動式クレーン」又は「ゴンドラ」

のいずれかを記入すること。 

  ２ ３の｢性能｣の欄には、ボイラーにあっては最高使用圧力及び伝熱面積、第一種圧力

容器にあっては最高使用圧力及び内容積、移動式クレーンにあってはつり上げ荷重、

ゴンドラにあっては積載荷重を、それぞれ記入すること。 

  ３ ４の欄には、ゴンドラに係る検査証を再交付した場合のみ記入すること。 

  ４ ５の欄には、構造検査、溶接検査、製造検査、使用検査における刻印その他参考と

なる事項を記入すること。 
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様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
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め
る
。



様式第７号（第９条関係） 

性 能 検 査 結 果 報 告 書 

１ 
設
置
者 

事 業 場 の 名 称   

事業場の所在地   

２ 特 定 機 械 等 の 区 分   検査証番号 第     号 

３ 型 式   性 能   

４ 設 置 地 等   

５ 性能検査結果の概要   

６ 有 効 期 間   年 月 日から  年 月 日まで 

７ 備 考   

        年  月  日 

報告者           

  労働基準監督署長 殿 

 備考 

  １ ２の欄には、第２条による区分を記入すること。 

  ２ ３の｢性能｣の欄には、ボイラーにあっては最高使用圧力及び伝熱面積、第一種圧力

容器にあっては最高使用圧力及び内容積、クレーン等にあってはつり上げ荷重又は

積載荷重を記入すること。 

  ３ ４の欄には、移動式の特定機械等（ゴンドラを除く。）にあっては事業場の所在地

を記入すること。 

４ ６の欄には、性能検査の結果定められた有効期間を記入すること。 

  ５ ７の欄には、検査証の有効期間を短縮した場合におけるその理由その他参考とな

る事項を記入すること。 

 



様式第７号の２（第19条の14関係） 

検査業者登録申請書 

１ 
氏名又は名称及び法人にあっ
ては 、 その代表者の氏名 

  

２ 業 務 開 始 予 定 年 月 日 
  

３ 住 所 
郵便番号（    ） 

電話 （  ）   

４ 
登録を受けようとする機械等
の 種 類 

  

５ 
労働安全衛生法第54条の４
第１項の厚生労働省令で定
める資格を有する者の数 

  

６ 
特定自主検査の業務に使用す
る検査機器 

  

７ 
特定自主検査の業務を行うた
めの事務所の所在地 

  

        年  月  日 

申請者            

厚 生 労 働 大 臣
都道府県労働局長

 殿 

 備考 

  １ 事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すること。ただし、事務所が

２以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣に提出するこ

と。 

  ２ １欄、３欄及び５欄から７欄までに記入した事実を証する書面並びに特定自主検

査の業務に関する規程を添付すること。 

  ３ 登録の申請を行う場合には、登録免許税を国に納付し、その領収証書を裏面に貼

り付けること。 
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様式第７号の６（第19条の21関係） 

特定自主検査実施状況報告書 

登 録 番 号   登録年月日   

氏名又は名称及び法人に
あっては、その代表者の
氏名 

  

住 所 
郵便番号（    ） 

電話  （  ）   

機 械 等 の 種 類 
特定自主検査を実施す
る者の数 

特定自主検査を行っ
た機械等の数 

      

      

      

        年  月  日 

報告者            

厚 生 労 働 大 臣 
都道府県労働局長 

 殿 

 備考 

  １ 「機械等の種類」の欄には、特定自主検査を行うことができる機械等の種類を記入

   すること。 

  ２ 「特定自主検査を実施する者の数」の欄には、労働安全衛生法第54条の４第１項の

厚生労働省令で定める資格を有する者の４月１日現在の数を記入すること。 

  ３ 「特定自主検査を行った機械等の数」の欄には、前年の４月１日から本年の３月31

日までの間に特定自主検査を行った機械等の数を記入すること。 
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（
機
械
等
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
型
式
検
定
合
格
証
の
失
効
の
通
知
及
び
公
示
）

（
型
式
検
定
合
格
証
の
失
効
の
通
知
及
び
公
示
）

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
四
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
型
式
検

第
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
四
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
型
式
検

定
合
格
証
の
効
力
を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
理
由
を

定
合
格
証
の
効
力
を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
理
由
を

付
し
て
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
型
式
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
通

付
し
て
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
型
式
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

知
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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（
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
五
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
七
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
十
七
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

第
十
八
条

試
験
の
日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は

第
十
八
条

試
験
の
日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
で
公
告
す
る
。

公
示
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
四
十
三
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

（
新
設
）

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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法
第
二
十
条
第
一
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

規
定
に
よ
る
指
定
を
し

二

試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び

た
と
き
。

所
在
地

三

試
験
事
務
の
開
始
の
日

法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
指
定
試
験
機
関

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

の
名
称

験
機
関
の
名
称
の
変
更

二

変
更
す
る
年
月
日

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

験
機
関
の
住
所
の
変
更

三

変
更
す
る
年
月
日

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

二

所
在
地
を
変
更
す
る
事
務
所
の
名
称

験
機
関
の
試
験
事
務
を

三

変
更
前
及
び
変
更
後
の
事
務
所
の
所
在

行
う
事
務
所
の
所
在
地

地

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

四

変
更
す
る
年
月
日

た
と
き
。

法
第
二
十
九
条
第
一
項

一

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

の
規
定
に
よ
る
許
可
を

一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
指
定
試

し
た
と
き
。

験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
試
験
事
務
に

関
す
る
業
務
の
範
囲

三

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
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一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

四

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
期
間

法
第
三
十
条
第
一
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

規
定
に
よ
り
指
定
を
取

二

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
試
験
事
務
に

り
消
し
、
又
は
試
験
事

関
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停

務
に
関
す
る
業
務
の
全

止
を
命
じ
た
年
月
日

部
若
し
く
は
一
部
の
停

三

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

止
を
命
じ
た
と
き
。

一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

、
停
止
を
命
じ
た
試
験
事
務
に
関
す
る
業

務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

法
第
三
十
一
条
第
一
項

一

試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

の
と
す
る
年
月
日

働
大
臣
が
試
験
事
務
の

二

行
う
も
の
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲
及

全
部
又
は
一
部
を
自
ら

び
期
間

行
う
も
の
と
す
る
と
き

。法
第
三
十
一
条
第
一
項

一

試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

い
も
の
と
す
る
年
月
日

働
大
臣
が
自
ら
行
つ
て

二

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
試
験
事
務
の
範

い
た
試
験
事
務
の
全
部

囲

又
は
一
部
を
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
と
き
。

第
三
十
二
条
第
二
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

二

新
設
し
、
又
は
廃
止
す
る
事
務
所
の
名

つ
た
と
き
。

称
及
び
所
在
地
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三

新
設
し
、
又
は
廃
止
す
る
事
務
所
に
お

い
て
試
験
事
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
す

る
年
月
日

第
三
十
二
条
第
三
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
事
務
所
の
名
称

つ
た
と
き
。

三

変
更
し
た
年
月
日

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
十
一
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
五
十
一
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
あ
つ
て
は
イ

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
あ
つ
て
は
官

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
、
都
道
府
県

報
で
告
示
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の

労
働
局
長
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
労

二

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
労

二

変
更
す
る
年
月
日

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
六
条
第
四
項
第
二

四
十
六
条
第
四
項
第
二

号
の
事
項
の
変
更
の
届

号
の
事
項
の
変
更
の
届

出
が
あ
つ
た
と
き
。

出
が
あ
つ
た
と
き
。

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
労

三

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
労

三

変
更
す
る
年
月
日

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ
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る
労
働
安
全
衛
生
法
第

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
六
条
第
四
項
第
三

四
十
六
条
第
四
項
第
三

号
の
事
項
の
変
更
の
届

号
の
事
項
の
変
更
の
届

出
が
あ
つ
た
と
き
。

出
が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
一
条
の
九

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八

第
五
十
一
条
の
九

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八

条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定

条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
登
録
機
関
に
関
し
て

登
録
機
関
に
関
し
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二

項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
中
「
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と

る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
、
「
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機

試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二

三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
（
以
下
「
指
定
登
録
機

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
（
以
下
「
指
定
登
録
機
関
」
と

関
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
、

い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
第
三

法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
（
以
下
「
登
録
事
務
」

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
（
以
下
「
登
録
事
務
」
と
い
う

と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
並
び
に
第
四

。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
並
び

十
三
条
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
」
と
、
第
三
十
三
条
中

に
第
四
十
三
条
の
二
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
」
と
、
第

「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に

三
十
三
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
六
条
中
「
法
第
二

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
六
条

十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い

中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第

て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務

る
の
は
「
登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項

規
程
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
法
第
二
十

後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

五
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て

第
二
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
四
十
二
条
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項

準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

条
の
二
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二

十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
三
条
中
「
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
三
条
中

の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第

「
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に

三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
並
び
に
法
第
七
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お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」

条
の
作
業
環
境
測
定
士
名
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
書
類
並
び
に
法
第
七
条
の
作
業
環
境
測
定
士
名
簿
」
と
、
第

四
十
三
条
の
二
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条

の
二
第
一
項
」
と
、
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
法
第
三

十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
、
「

第
三
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
十
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

２

事
業
者
は
、
前
項
の
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該

作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事

粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
を
同

す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等

項
の
局
所
排
気
装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ

に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
湿
式
型
の
衝
撃
式
削
岩
機
の
給
水
）

（
湿
式
型
の
衝
撃
式
削
岩
機
の
給
水
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ

２

事
業
者
は
、
前
項
の
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ

る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に

る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働

従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く

者
が
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
衝
撃

。
）
、
同
項
の
衝
撃
式
削
岩
機
に
有
効
に
給
水
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
配

式
削
岩
機
に
有
効
に
給
水
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
湿
潤
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
設
備
に
よ
る
湿
潤
化
）

（
湿
潤
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
設
備
に
よ
る
湿
潤
化
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

２

事
業
者
は
、
前
項
の
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該

間
（
労
働
者
が
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の

粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
設
備
に
よ
り
、
粉
じ

設
備
に
よ
り
、
粉
じ
ん
の
発
生
源
を
湿
潤
な
状
態
に
保
つ
こ
と
等
に
つ
い
て

ん
の
発
生
源
を
湿
潤
な
状
態
に
保
つ
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
休
憩
設
備
）

（
休
憩
設
備
）
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第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
た
作
業
従
事
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
設
備
を
利
用

３

粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
た
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
設
備
を
利
用
す
る
前
に

す
る
前
に
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
粉
じ
ん
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
衣
等
に
付
着
し
た
粉
じ
ん
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
破
終
了
後
の
措
置
）

（
発
破
終
了
後
の
措
置
）

第
二
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の

第
二
十
四
条
の
二

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の

建
設
の
作
業
の
う
ち
、
発
破
の
作
業
を
行
つ
た
と
き
は
、
作
業
従
事
者
が
発

建
設
の
作
業
の
う
ち
、
発
破
の
作
業
を
行
つ
た
と
き
は
、
作
業
に
従
事
す
る

破
に
よ
る
粉
じ
ん
が
適
当
に
薄
め
ら
れ
る
前
に
発
破
を
し
た
箇
所
に
近
寄
る

者
が
発
破
に
よ
る
粉
じ
ん
が
適
当
に
薄
め
ら
れ
る
前
に
発
破
を
し
た
箇
所
に

こ
と
に
つ
い
て
、
発
破
に
よ
る
粉
じ
ん
が
適
当
に
薄
め
ら
れ
た
後
で
な
け
れ

近
寄
る
こ
と
に
つ
い
て
、
発
破
に
よ
る
粉
じ
ん
が
適
当
に
薄
め
ら
れ
た
後
で

ば
発
破
を
し
た
箇
所
に
近
寄
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

な
け
れ
ば
発
破
を
し
た
箇
所
に
近
寄
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
製
造
時
等
検
査
及
び
型
式
検
定
の
手
数
料
の
加
算
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
製
造
時
等
検
査
及
び
型
式
検
定
の
手
数
料
の
加
算
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

五
十
八
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
旅
行
日
数
）

（
旅
行
日
数
）

第
二
条

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
機
械
等
（

第
二
条

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
機
械
等
（

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
八
条
第
一

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
特
定
機
械
等
を
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
数

項
の
特
定
機
械
等
を
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
数

と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相
当
す
る
数

と
し
て
検
査
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
に
相
当
す
る
数

を
計
算
す
る
。

を
計
算
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
港
湾
労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

港
湾
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
四
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式

第
1
号

(第
3条

第
2項

関
係

)
(
第
4
面

) 

7
 

資
格

一
覧

表
 

 
資

格

番
号
 

資
格

名
 

資
格

概
要
 

 

1
 

揚
貨

装
置

運
転

士
免

許
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

(
昭

和
4
7
年

労
働

省
令

第
3
2
号

。
以

下
「

安
衛

則
」

と
い

う
。

)
別

表
第

4
に

規
定

す
る

揚
貨

装
置

運
転

士
免

許
を

受
け

た
者
 

2
 

ク
レ

ー
ン

・
デ

リ
ッ

ク
運

転
士

免
許
 

・
 

安
衛

則
別

表
第

4に
規
定
す

る
ク
レ

ー
ン

・
デ

リ
ッ

ク
運

転
士
免

許
を

受
け

た
者
 

3
 

床
上

操
作

式
ク

レ
ー

ン
運

転
技

能
講

習
を

修
了

し

た
者
 

・
 
労

働
安

全
衛

生
法

(
昭
和
4
7
年

法
律

第
5
7
号
。
以

下
「
安

衛
法
」
と

い
う

。
)
別
表

第
1
8
第

2
6号

に
規

定
す

る
床

上
操

作
式
ク

レ
ー

ン
運

転
技

能
講

習
を

修
了

し
た

者
 

4
 

移
動

式
ク

レ
ー

ン
運

転
士

免
許

 
・

 
安
衛

則
別

表
第

4に
規
定
す

る
移
動

式
ク

レ
ー

ン
運

転
士

免
許
を

受
け

た
者
 

5
 

小
型

移
動

式
ク

レ
ー

ン
運

転
技

能
講

習
を

修
了

し

た
者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

2
7号

に
規
定

す
る

小
型

移
動

式
ク

レ
ー
ン

運
転

技
能

講
習

を
修

了
し
た

者
 

6
 

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
運

転
技

能
講

習
を
修

了
し

た
者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

2
9号

に
規
定

す
る

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
運
転

技
能

講
習

を
修

了
し

た
者
 

7
 

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
の

訓
練

を
受

け
た
者
 

・
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
(
昭

和
4
4
年

法
律

第
6
4
号

。
以

下
「

能
開

法
」

と
い

う
。

)
第

2
7
条

第
1
項

の
準

則
訓

練
で

あ
る

普
通

職
業

訓
練

の
う

ち
職

業
能

力
開

発
促

進
法

施
行

規
則

(
昭

和
4
4
年

労
働

省
令

第
2
4
号

。
以

下
「

能
開

法
規

則
」

と
い

う
。

)
別

表
第

2
の

訓
練

科
の

欄
に

定
め

る

揚
重

運
搬

機
械

運
転

系
港

湾
荷

役
科
の

訓
練

(通
信
の

方
法
に

よ
つ
て

行
う

も
の

を
除

く
。
)を

修
了

し
た
者

で
、
フ

ォ
ー

ク
リ
フ

ト
に

つ
い

て

の
訓

練
を

受
け

た
者
 

8
 

上
記

(
6
番

、
7
番

)
以

外
に

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
の

運

転
が

で
き

る
者
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

別
表

第
三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

(
昭
和

4
7年

労
働

省
告

示
第
1
1
3
号

)第
2号

イ
か

ら
ホ

ま

で
に

掲
げ

る
者
 

9
 

車
両

系
建

設
機

械
(
整
地
・
運
搬
・
積

込
み

用
及

び

掘
削

用
)
運
転

技
能

講
習

を
修
了

し
た
者
 

・
 

安
衛

則
別

表
第

6に
規
定
す

る
車
両

系
建

設
機

械
(
整
地
・

運
搬
・

積
込

み
用

及
び

掘
削

用
)運

転
技

能
講

習
を

修
了
し

た
者
 

1
0
 

建
設

機
械

施
工

管
理

技
術

検
定

に
合
格

し
た

者
 

・
 

建
設

業
法

施
行

令
(
昭
和
3
1
年

政
令

第
2
7
3号

)
第
3
7
条
に

規
定
す

る
建

設
機

械
施

工
管

理
技
術

検
定

に
合

格
し

た
者

(
労
働

安
全

衛
生

規
則

別

表
第

三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

第
3号

に
規

定
す

る
者

を
除
く

。
) 

1
1
 

建
設

機
械

運
転

科
の

訓
練

を
修

了
し
た

者
 

・
 

能
開

法
第

2
7条

第
1
項
の
準

則
訓
練

で
あ

る
普

通
職

業
訓

練
の
う

ち
能

開
法

規
則

別
表

第
4の

訓
練

科
の

欄
に

掲
げ
る

建
設
機

械
運

転
科

の
訓

練
(
通
信

の
方

法
に

よ
つ

て
行
う

も
の
を

除
く

。
)
を
修

了
し
た

者
 

1
2
 

上
記

(
1
0
番

、
1
1
番

)
以

外
に

建
設

機
械

の
運

転
の

業
務

が
で

き
る

者
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

別
表

第
三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

第
4号

イ
か

ら
ヘ

ま
で

に
掲
げ

る
者
 

1
3
 

シ
ョ

ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー

等
運

転
技

能
講

習
を

修
了

し

た
者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

3
0号

に
規
定

す
る

シ
ョ

ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー
等

運
転

技
能

講
習

を
修

了
し
た

者
 

1
4
 

シ
ョ

ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー

又
は

フ
ォ

ー
ク

ロ
ー

ダ
ー

の

訓
練

を
受

け
た

者
 

・
 

能
開

法
第

2
7条

第
1
項
の
準

則
訓
練

で
あ

る
普

通
職

業
訓

練
の
う

ち
能

開
法

規
則

別
表

第
2の

訓
練

科
の

欄
に

定
め
る

揚
重
運

搬
機

械
運

転
系

港
湾

荷
役

科
の

訓
練

(通
信
の
方

法
に
よ

つ
て

行
う

も
の

を
除

く
。
)を

修
了
し

た
者

で
、
シ

ョ
ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー

又
は

フ
ォ

ー
ク
ロ

ー
ダ

ー
に

つ

い
て

の
訓

練
を

受
け

た
者
 

1
5
 

上
記

(
1
3
番

、
1
4
番

)
以

外
に

シ
ョ

ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー

又
は

フ
ォ

ー
ク

ロ
ー

ダ
ー

の
運

転
の

業
務

が
で

き

る
者
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

別
表

第
三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

第
8号

イ
か

ら
ヘ

ま
で

に
掲
げ

る
者
 

1
6
 

不
整

地
運

搬
車

運
転

技
能

講
習

を
修
了

し
た

者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

3
1号

に
規
定

す
る

不
整

地
運

搬
車

運
転
技

能
講

習
を

修
了

し
た

者
 

1
7
 

上
記

(
1
6
番

)
以

外
に

不
整

地
運

搬
車

の
運

転
の

業

務
が

で
き

る
者
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

別
表

第
三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

第
1
0号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

者
 

1
8
 

高
所

作
業

車
運

転
技

能
講

習
を

修
了
し

た
者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

3
2号

に
規
定

す
る

高
所

作
業

車
運

転
技
能

講
習

を
修

了
し

た
者

 

1
9
 

玉
掛

け
技

能
講

習
を

修
了

し
た

者
 

・
 

安
衛

法
別

表
第

1
8第

3
4号

に
規
定

す
る

玉
掛

け
技

能
講

習
を
修

了
し

た
者
 

2
0
 

玉
掛

け
科

の
訓

練
を

修
了

し
た

者
 

・
 

能
開

法
第

2
7
条

第
1
項

の
準

則
訓

練
で

あ
る

普
通

職
業

訓
練

の
う

ち
能

開
法

規
則

別
表

第
4
の

訓
練

科
の

欄
に

掲
げ

る
玉

掛
け

科
の

訓
練

(
通

信
の

方
法

に
よ

つ
て

行
う

も
の

を
除
く

。
)
を
修

了
し

た
者
 

2
1
 

上
記

(
1
9
番

、
2
0
番

)
以

外
に

玉
掛

け
の

業
務

が
で

き
る

者
 

・
 

労
働

安
全

衛
生

規
則

別
表

第
三
下

欄
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

第
1
1号

イ
か

ら
ワ

ま
で

に
掲

げ
る
者
 

 
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4
) 
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（
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
を
伴
わ
な
い
作
業
に
係
る
措
置
）

（
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
を
伴
わ
な
い
作
業
に
係
る
措
置
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
元
方
事
業
者
を
い
う
。

２

特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
元
方
事
業
者
を
い
う
。

）
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の

）
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
関
係
請
負

作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
労
働
者
で
あ
る
作
業

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
労
働
者
の
作
業
が
、
前
項

従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者
以
外
の
当
該
元
方
事
業
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が

各
号
に
掲
げ
る
作
業
と
同
一
の
場
所
で
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
の
開

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
）
及
び
関
係
請
負
人
（
法
第
十
五
条
第

始
前
ま
で
に
、
関
係
請
負
人
に
当
該
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
す
る
と
と

一
項
の
関
係
請
負
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
作

も
に
、
作
業
の
時
間
帯
の
調
整
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

業
従
事
者
の
作
業
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
と
同
一
の
場
所
で
行
わ
れ

。

る
と
き
は
、
当
該
作
業
の
開
始
前
ま
で
に
、
関
係
請
負
人
に
当
該
作
業
の
実

施
に
つ
い
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
作
業
の
時
間
帯
の
調
整
等
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
の
う
ち
、
当
該

５

法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二

建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
を
行
う
者
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
部

以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
廊
下
の
壁
等
に
吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
又
は

分
以
外
の
部
分
の
廊
下
の
壁
等
に
吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
又
は
張
り
付
け

張
り
付
け
ら
れ
た
石
綿
含
有
保
温
材
等
が
損
傷
、
劣
化
等
に
よ
り
石
綿
等
の

ら
れ
た
石
綿
含
有
保
温
材
等
が
損
傷
、
劣
化
等
に
よ
り
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を

粉
じ
ん
を
発
散
さ
せ
、
及
び
労
働
者
が
そ
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る
お
そ
れ

発
散
さ
せ
、
及
び
労
働
者
が
そ
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
措
置
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
（
試
験
研
究
の
た
め
使
用
す
る

第
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
（
試
験
研
究
の
た
め
使
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作

業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
当
該
作
業
場
に

業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
当
該
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止



- 218 -

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す

り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当

る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場

該
作
業
場
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
稼
働
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が

当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す

当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ

る
と
き
を
除
く
。
）
、
同
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た

装
置
を
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
働
さ
せ

す
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
作
業
従
事
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前

３

第
一
項
の
作
業
に
従
事
し
た
者
は
、
同
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業

に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

衣
等
に
付
着
し
た
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

め
製
造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
お
け

め
製
造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
お
け

る
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲

表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙

食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け

又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
従
事
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
で
喫
煙

は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
第
一
項
の

除
く
。
）
に
対
し
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を

場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
等
の
管
理
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十

２

事
業
者
は
、
労
働
者
以
外
の
者
が
第
十
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及

八
条
第
四
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
作
業
の
一
部
を
請
け

び
第
四
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る

負
わ
せ
た
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
保
護

保
護
具
等
を
使
用
し
た
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
他
の
衣
服
等
か
ら
隔
離

具
等
を
使
用
し
た
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
他
の
衣
服
等
か
ら
隔
離

し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、

し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、

当
該
保
護
具
等
を
使
用
し
た
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
他
の
衣
服
等

当
該
保
護
具
等
を
使
用
し
た
作
業
従
事
者
に
対
し
他
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し

か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
場
所
を
提
供
す
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ
る
よ

て
保
管
す
る
場
所
を
提
供
す
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配

う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
二
項
の
作
業
従
事
者
が
保
護
具
等
を
使
用
し
た
と
き
は
、

４

事
業
者
は
、
第
二
項
の
保
護
具
等
を
使
用
し
た
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）

同
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
保
護
具
等
で
あ
っ
て
、
廃
棄
の
た
め
容
器
等

に
対
し
、
当
該
保
護
具
等
で
あ
っ
て
、
廃
棄
の
た
め
容
器
等
に
梱
包
さ
れ
て

に
梱
包
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
付
着
し
た
物
を
除
去
し
た
後
で

い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
付
着
し
た
物
を
除
去
し
た
後
で
な
け
れ
ば
作
業

な
け
れ
ば
作
業
場
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

場
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射

線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電

離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 221 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け
る
実
効
線
量
が

う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
け

第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
除

る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が

染
等
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も

あ
る
旨
及
び
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と

の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に

診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
の
受
け

つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超

る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定

え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う
ち
妊
娠

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
妊
娠
と
診
断
さ

と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ

れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の

る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て
は
、

９

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て
は
、

平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お

平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お

い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お

い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人

い
て
同
じ
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
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に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
除
染
等
作
業
に
よ
り
受

に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部

け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ

被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

10

10

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
除
染
特
別

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
除
染
特
別
地
域
等
内

地
域
等
内
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量

に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
又

の
測
定
又
は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
、
第
二
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第

は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
、
第
二
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第
七
項
に
定

七
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

（
略
）

（
略
）

11

11

（
診
察
等
）

（
診
察
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が

い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
第
一
項
各

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を

は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
出
者
の
汚
染
検
査
）

（
退
出
者
の
汚
染
検
査
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労

４

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除

働
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、
同
項
の
汚
染

く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、
同
項
の
汚
染
検
査
場
所

検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け

に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除

働
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ
い
て
は
、
持

く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ
い
て
は
、
持
出
し
の
際

出
し
の
際
に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状

に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査

態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
十
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
う
と
き
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物

第
十
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
う
と
き
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物

質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け
る

質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け
る

除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止

除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

す
る
旨
を
明
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
明

明
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
明
示
以
外
の

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又

方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が

は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
者
に
明
示
し
な
け

禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
当

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場

該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け
る
実

受
け
る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必

効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

要
が
あ
る
旨
及
び
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性

旨
及
び
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と

が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。

診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
が
受
け

）
が
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定

項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）
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２

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

２

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
妊
娠

う
ち
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
妊
娠

と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き

中
に
つ
き
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨

前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
二
十
五
条
の
四

（
略
）

第
二
十
五
条
の
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

５

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
が
特
定
線
量

特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
及

下
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
及
び
第
三
項

び
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
診
察
等
）

（
診
察
等
）

第
二
十
五
条
の
七

（
略
）

第
二
十
五
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業

に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
が

従
事
者
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又

の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。
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（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
改
正
後
欄
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の

二
の
四
十
四
の
二
十
二
中
「
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
「
変
更
し
た
と
き
」
に
、
「
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間

前
ま
で
」
を
「
変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
」
に
改
め
、
同
欄
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録

及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
三
十
二
中
「
変
更
す
る
」
を
「
変
更
し
た
」
に
改
め
る
。
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第
五
条
中
様
式
第
一
号
の
五
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号の５（第１条の２の２の５、第１条の２の６、第１条の２の 44 の７、第１

条の２の 44 の 22、第１条の５の２、第５条の２、第 14 条の２、第 19 条の６の２、

第 19 条の 24 の２の６、第 19 条の 24 の７、第 19 条の 24の 22、第 19 条の 24 の 37、

第 22 条の２、第 25 条の９、第 58条関係） 

 

 
 
 

登 録 番 号  

届出者の氏名又は名

称及び法人にあって

は、その代表者の氏名 

 

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 
変 
更 
事 
項 

 
 

 

 
 

 

変 更 し た 年 月 日  

変 更 の 理 由  
 

年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 

 都道府県労働局長 
 
備考 
 １ 表題には、「衛生工学衛生管理者講習」、「安全衛生推進者等養成講習」、「適合性

証明」、「個人ばく露測定講習」、「設計審査等」、「性能検査」、「個別検定」、「型式

検定」、「検査業者検査員研修」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、

「教習」、「コンサルタント講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する

文字を記入すること。 
２ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機

関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録

較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっ

ては厚生労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等

養成講習機関、登録個人ばく露測定講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイ

ラー実技講習機関及び登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出するこ

と。 
３ 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後の代表者の略歴を記載

した書面を添付すること。 
４ この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 

殿 

変 更 前 

変 更 後 

登録     機関登録事項変更届出書 
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第１条の２の２の６、第１条の２の７、第１条の２の 44 の８、第１条の

２の 44の 23、第１条の６、第６条、第 15 条、第 19 条の７、第 19 条の 24の２の７、

第 19 条の 24 の８、第 19 条の 24の 23、第 19 条の 24 の 38、第 23 条、第 25 条の 10、

第 59 条関係） 

 
 

業務規程届出書 
 

登 録 番 号  

届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称  

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 
業 務 開 始 予 定 年 月 日  

 
      年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 

 都道府県労働局長 
 
備考  

   この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、

登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機

関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生

労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機

関、登録個人ばく露測定講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習

機関及び登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。 

  

 殿 
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様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第３号（第１条の２の２の６、第１条の２の７、第１条の２の 44 の８、第１条の

２の 44の 23、第１条の６、第６条、第 15 条、第 19 条の７、第 19 条の 24の２の７、

第 19 条の 24 の８、第 19 条の 24の 23、第 19 条の 24 の 38、第 23 条、第 25 条の 10、

第 59 条関係） 

 
 

 業 務 規 程 変 更 届 出 書 
 
登 録 番 号  

届出者の氏名又は名称  

届 出 者 の 住 所 電話（    ） 

変 

変
更
事
項 

 
 

 

 
 

 

変更しようとする年月日  

変 更 の 理 由  
 

年  月  日 

                    届出者              

 厚 生 労 働 大 臣 
 都道府県労働局長 
 
 
備考  

１ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、

登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機

関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生

労働大臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機

関、登録個人ばく露測定講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習

機関及び登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。 

２ この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 

  

 

殿 

変 更 前 

変 更 後 
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様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第４号（第１条の２の２の７、第１条の２の８、第１条の２の44の９、第１条の２の4

4の24、第１条の７、第７条、第16条、第19条の８、第19条の24の２の８、第19条の24の

９、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の２、第25条の11、第60条関係） 

 

                       業務休廃止届出書 

 

１ 登 録 番 号   

２ 

届出者の氏名又は名称及

び法人にあっては、その

代 表 者 の 氏 名 

  

３ 届 出 者 の 住 所 電話  （  ）    

４ 
（休止・廃止）しようと 

す る 業 務 の 範 囲  

  

５ （休止・廃止）年月日   

６ 休 止 の 期 間   

７ （休止・廃止）の理由   

       年  月  日 

届出者                

厚 生 労 働 大 臣 

都道府県労働局長 
殿 

 

備考 

 １ 表題には、「衛生工学衛生管理者講習」、「安全衛生推進者等養成講習」、「適合性証

明」、「個人ばく露測定講習」、「設計審査等」、「性能検査」、「個別検定」、「型式検

定」、「検査業者検査員研修」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教

習」、「コンサルタント講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記

入すること。 

 ２ この届出書は、登録適合性証明機関、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登

録個別検定機関、登録型式検定機関、登録検査業者検査員研修機関、登録較正機関、

登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大

臣に、登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録

個人ばく露測定講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登

録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。 

 ３ ４、５及び７の欄中（  ）内は、該当しない文字を抹消すること。 
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
改
正
後
欄
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
（
事
業
を
行
う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に

従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。



- 231 -

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
針
の
公
示
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十

三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
施
行
日
前
に
お
い
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の

労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
代
替
化
学
名
等
の
通
知
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

る
た
め
必
要
な
指
針
を
、
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
に
関
し
て
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
、
公
表
す
る
場
合
は
、
第
二
条
に

よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
又
は
第
四
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
の

規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
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よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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